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NPO法人CAPセンター・JAPAN　　　　　　 　　　　【最新情報2月】　　　            　　　　　　  No.59

*警察庁
・少年非行情勢（平成26年1月～12月）（2月26日）

*文部科学省

・学校安全部会（平成26年度）（第6回）　配付資料（2月23日）
【資料2】安全教育等を行う上での環境整備  （PDF:640KB） 
*内閣府

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（2月24日）
＊朝日新聞

・（社説）フリースクール支援　どうつくる多様な社会（2月1日）
・児相の認識不足を指摘　県、検証し報告書　佐世保同級生殺害（2月4日）
・（社説）教員わいせつ　悲鳴を埋もれさせるな（2月4日）
・道徳教科化へ指導要領改訂案　いじめ対応など６項目追加（2月5日）
・大阪）ダウン症児の就学、受け入れに改善策　大阪市教委（2月8日）
・女子高生のスマホ利用、１日７時間　２割がトラブル経験（2月10日）
・（ニュースＱ３）母と祖母殺害の１７歳、１０年以上受けた虐待（2月10日）
・スマホ閲覧制限、店の説明不十分　親装い抜き打ち調査（2月12日）
・（耕論）体育で何を鍛えるか　内田良さん、坂上康博さん（2月17日）
・「殺してみたい」気づくには　専門家と考える（2月18日）
・（学びを語る）フリースクール　居場所と学び場、バランス大切　亀貝一義さん（2月18日）
・意思表示できない障害者　虐待受けても「話せない」（2月18日）
・夜回りホステス、少女ら支える　「あの頃の自分と同じ」（2月20日）

・群馬）中学生ネット利用、２時間以上が２割　高崎で調査（2月21日）

・日本「国際人権基準から遠ざかる」　アムネスティが指摘（2月25日）
・校内暴力で補導された小学生、昨年７７人　増加傾向続く（2月26日）
・スマホで裸を撮影、いじめ急増　昨年２８人摘発・補導（2月26日）
・（社説）中１殺害事件　なぜ異変を見逃したか（2月28日）
・（見逃されたサイン　川崎・中１殺害：上）「怖くて抜けられない」　暴行受け、上村さん相談（2月28日）
・（てくの生活入門）スマホを使う子どもを守る　Ｗｉ―Ｆｉやアプリにも対策（2月28日）
＊毎日新聞

・文科省:考える道徳へ転換…学習指導要領の改定案（2月4日）
・ダブルリミテッド:孤立の子供たちに支援を　熊本で研修会　／熊本（2月12日）
・北海道教委:悪いのはゲーム？　「触れない日」設定　「短絡的だ」批判相次ぐ
（2月12日）
・少年院:教育に新課程、障害の特性を配慮…法務省方針（2月17日）
・Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ:少年院教育に新課程　法務省方針、障害特性を配慮（2月17日）
・医療少年院:全国５カ所、ケアと更生の日々　識者の話（2月17日）
・取材前線:長崎市小６自殺外部委報告　「児童の聴取」に課題　／長崎（2月17日）
・女児誘拐未遂容疑:群馬県警渋川署の２４歳巡査を逮捕（2月18日）
・医療少年院は今:／上　「非行」「障害」、二重のレッテル　社会復帰、狭き道　受け入れ先探し難航（2月18日）
・くらしナビ・ライフスタイル:母子家庭、「貧困」の背景　シングルマザー１００人調査（2月19日）
・ＪＫビジネス:許さぬ　女子高校生の性売り物　愛知県、包括規制へ（2月21日）

・福岡家裁:面会拒否で親権変更「父と交流実現のため」（2月23日）

･家事審判:面会拒否で親権変更　離婚後の父と子、交流重視　福岡家裁(2月23日)

・スポーツを考える:中澤篤史・一橋大専任講師（身体教育学）（2月21日）

・いのちを守る防災:日本赤十字　避難行動、学校で教えて（2月25日）
・発信箱:緩い部活＝落合博（論説委員）（2月26日）
・記者の目:「医療少年院は今」を連載して＝和田武士（東京社会部）（2月26日）

・救えなかった命:川崎・中１殺害事件／上　異変サイン、生かせず　部活休む／顔にあざ／自宅に寄りつかず（2月28日）
＊産経新聞

・危険箇所、避難場所を記す「安全マップ」…小学校入学前に「防犯力」アップを　日頃の親子の会話が大切（2月8日）　
・「思いがけない妊娠は相談して」　神戸市が２７日から「窓口」（2月18日）
・子供の防犯対策で気をつけているポイントベスト3回答は、「防犯ブザーはすぐ出せる所へ」「音量の大きい防犯ブザーを使用」「大きな声で助けを呼ぶ練習をする」（2月18日）
・「性暴力」犯人の遺留物採取・保管の全国初マニュアル…被害者に寄り添う医師のあり方も(2月19日)
・【川崎中１男子殺害】誰からも好かれる少年に何が…殴られ？腫れた目、帰宅せず妹「心配」(2月22日)
＊読売新聞

・「先生にやられた」…養護学校で複数児童に体罰（2月3日）
・殺害少女「要保護に当たる」…児相対応を問題視（2月4日）
・性のトラブルから若者の未来を守る（2月4日）
・高１殺害「児相に危機感・使命感欠如」（2月4日）
・消費者相談に「１８８」、児童相談は「１８９」（2月5日）
・一時保護の子、学習支援…教員ＯＢらを派遣へ（2月9日）
・３歳衰弱死、リスク情報を保健所で共有…大阪府（2月10日）
・佐世保殺害で弁護団「刑務作業では更生できぬ」（2月10日）
・学生のブラックバイト「学業に影響、自衛知識を」（2月15日）
・すべての子どもが育ちやすい社会を目指して（2月18日）
・スマホでネット、小学生１時間・中学生２時間超(2月20日)

･「ＪＫビジネス」愛知県が全面規制へ…全国初(2月21日)

・児相に夜間当直員…大阪府内６か所のうち１か所（2月21日）
・児相が保護し一般家庭に委託…大阪市で３００人（2月25日）
・学校での児童生徒の事故、１４％で何らかの兆候（2月25日）
・子どものスマホ　１０時でＯＦＦ運動（2月26日）
・言葉のセクハラ　厳格な処分を支持した最高裁（2月27日）
＊日本経済新聞

・春秋（2月1日）
・容疑の男は同級生の母と内縁関係、保護者ら「信じられない」（2月2日）
・春秋（2月3日）

・佐世保高１殺害、児相の通報放置にパワハラ影響　県が報告書（2月4日）
・読む→考える道徳へ　文科省、小中で「教科化」指導要領改訂案（2月4日）

・中高生の過半数、危険ドラッグ「入手できる」　民間調査（2月6日） フォームの終わり
・過重な勉強も虐待か、児童虐待相談は20年で約70倍に（2月19日）
・虐待受けた子供、１カ所で対応　神奈川のＮＰＯ法人が施設（2月7日）

・人身取引32件摘発　14年、「サイバー補導」で１件判明 （2月19日）
・教え子とのメール、揺れる一線　教委「モラル頼み」 連絡や相談に活用、わいせつ行為に発展も（2月21日）

・少年事件、いじめ原因35％減　14年警察庁まとめ（2月26日）
・連絡取れない子供を調査　文科省、全国一斉に（2月28日） 
フォームの終わり

*警察庁
・少年非行情勢（平成26年1月～12月）（2月26日）
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/hikoujousei/H26.pdf
*文部科学省
・学校安全部会（平成26年度）（第6回）　配付資料（2月23日）
【資料2】安全教育等を行う上での環境整備  （PDF:640KB） 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo5/012/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2015/02/23/1355397_02.pdf
*内閣府

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（2月24日）
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html
＊朝日新聞
・（社説）フリースクール支援　どうつくる多様な社会（2月1日）
　不登校の子が増えている。

　学校を３０日以上休んだ小中学生は２０１３年度、病気や経済的な問題を除いても約１２万人に上っている。その数は２０年近く１０万人を超え続けてきた。

　中学生だと３７人に１人、１学級に１人いることになる。理由は、いじめや体罰、集団生活への違和感などさまざまだ。

　不登校の子どもらの受け皿の一つがフリースクールである。学校教育の枠にとらわれず子どもの学びたいことを大切にし、講座や体験活動に取り組む。

　そんな学校外の学びの場を正式に認め、支援に踏み出すことを安倍政権が検討している。

　子を学校に通わせるよう親に義務づけた制度が約７０年ぶりに改められる可能性がある。

　学校がすべての子にとって最善とは限らない。いままでの方針を見直すことを支持したい。

　■学校一本やりは限界

　学校は津々浦々につくられ、子どもの学ぶ権利を保障してきた。教育の機会均等や格差是正に大きな役割を果たしている。

　学校現場は３０年以上前から、学校に来ない子に登校を促してきた。担任が家庭訪問し、カウンセラーが話を聞く。その地道な努力は今後も必要だろう。

　だが、「学校復帰一本やり」の方針が壁に突き当たっているのも事実だ。

　文部科学省はフリースクールなどに通った日数を出席扱いにすることを認めている。ただ、それはあくまで例外としての扱いだ。不登校の子への学費の支援はない。「なぜ学校に行けないのか」と自分を責める子や、「育て方が悪かったのか」と悩む保護者は少なくない。

　学校は、教育全体の中で、これからも中心的な役割を果たすべきだ。だが、教育の目的が人間としての成長を促し、社会で生きていく力を伸ばすことだとするなら、学びの場は学校だけとは限らない。別の選択肢も認めてよいのではないか。

　■校外の学びどこまで

　学校外の学びの場について議論する文科省の検討会議が、１月３０日に始まった。

　議論すべき点は多い。

　子どもが本当に学べているかを誰がどう判断するのか。

　学校と同じものを求めるなら、居場所の機能が失われかねない。一方、金もうけ一辺倒の施設も望ましくない。

　子どもに暴力をふるい、反社会的な内容を教える施設を排除する仕組みも欠かせない。

　大切なのは、子どもを中心に考える姿勢である。検討会議は学びの場の実態を調べ、子どもや保護者、スタッフの声を聞いて論議してほしい。

　フリースクールの役割は、何も学校に行けない子の居場所だけではない。そもそも、多様な思想や哲学を背景にした教育の場として生まれてきたものだ。

　学校にはない特色ある教育を展開する学びの場。そこにフリースクールの可能性がある。

　海外では、校外の学びの場が認知され、定着している。米英では家で学ぶ動きが広がり、デンマークでは人々が独自に学校をつくることもできる。

　日本でも親が家庭で学習を支えるホームエデュケーションや、子どもの表現を重んじるフレネ教育、自主性を尊重するサドベリー教育などがある。

　グローバル化のなか、インターナショナルスクールや外国人学校も増えている。

　今回の検討で、これらを正式に認め、支援の対象に含めるのか、除くのかも焦点だ。

　■教育、誰が決める

　学校であれ、それ以外の学びの場であれ、公教育が多様な価値観を認めることは重要だ。

　「追いつき追い越せ」をかけ声に、豊かさへの一本道をひた走った時代は、とうに終わっている。正解の見えない問いについて、一人ひとりが自分なりの答えを探さねばならない。

　すでに日本でも、芸術の要素を採り入れたシュタイナー教育の学校や、フリースクールから生まれた中学校が構造改革特区の制度で認められている。

　学校外の教育は、どの国でも多数派ではない。

　「だからこそ意味がある」というのは、各国の実情を調べている聖心女子大の永田佳之教授だ。「少数派の教育が存在することで、主流派の『当たり前』が問い直される」

　別の学びの場があってこそ、多くの子の通う学校教育が豊かになりうる、社会が一色に染まるのを防げるというのだ。

　どんな学びの場をどこまで認めるかは、教育を誰がどのように決めるのか、多様な価値観を社会としてどこまで許すのかという大きな問いに行き着く。

　公教育は、これまで国が教科書やカリキュラムなど教育内容やプロセスを定め、入り口で質を保とうとしてきた。それを人々が教育内容を決め、選び、学んだ結果を出口で評価する方向に、どこまで変えるのか。

　教育のあり方は、これからの社会のあり方に直結する。検討会議の議論に注目したい。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11580493.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11580493
・児相の認識不足を指摘　県、検証し報告書　佐世保同級生殺害（2月4日）
　長崎県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E4%BD%90%E4%B8%96%E4%BF%9D%E5%B8%82.html" \o "佐世保市のトピックスを開く" 佐世保市の高１女子生徒殺害事件で、殺人などの非行内容で家裁送致された元同級生の少女（１６）についての相談を受けた児童相談所（児相）の対応を検証していた県の報告書の内容が３日、関係者への取材でわかった。「緊急性、重大性に対する意識、認識が欠けていたと言わざるをえない」と批判。関係機関による協議会の開催を働きかけなかったことを問題視した。５日の県議会文教厚生委員会で報告書を発表する。

　これまでの県の調査によると、少女を診察した医師は事件の１カ月半前の昨年６月、児相に電話をかけ、少女が父親をバットで殴ったことや動物を虐待したことを伝え、「誰かを殺すのではないか心配だ」と伝えた。さらに、児相や警察などが連携して対応を検討する要保護児童対策地域協議会（要対協）を開けないか相談した。

　これに対して児相は「要対協で支援するケースとは思えない」と返答。医師が電話で守秘義務を理由に少女を匿名としたことから、少女を特定できる詳しい情報を求めず、「制度の問い合わせ」と処理していた。

　県の報告書は、児相のこうした対応を問題視。少女が父親を殴ったことなどに加え、医師の発言を踏まえれば、少女が要対協の支援対象となる「要保護児童」と考えられる、と判断した。さらに、要保護児童ならば、医師からの電話は児童福祉法に基づく「通告」にあたると指摘し、医師が守秘義務違反に問われることはない、と結論づけた。

　報告書は、医師が要対協の窓口となる佐世保市に開催を求めるよう、児相は働きかけるべきだった、とも指摘。「児相の相談、援助活動は常に子どもの最善の利益を考慮して展開するという基本理念をしっかりと認識し、原点に立ち返る必要がある」とした。

　少女は昨年７月、自宅で同級生の女子生徒（当時１５）の頭をハンマーで殴り、首を絞めて殺害したなどとして、殺人などの非行内容で家裁送致されている。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11584946.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11584946
・（社説）教員わいせつ　悲鳴を埋もれさせるな（2月4日）
　わいせつ行為などで処分を受けた小中高など公立学校の教員が２０１３年度、２０５人と過去最多になった。

　文部科学省によると、処分の内容は、強姦（ごうかん）や強制わいせつ、隠し撮り、セクハラなど。

　１９９０年度の２２人が９９年度には１００人を超え、今回、ついに２００人を上回った。社会の目が厳しくなったことも背景にあるだろう。

　わいせつやセクハラはもちろん教員に限らない。だが、文科省の調査だと、処分対象の半分近くが自校の児童生徒だ。

　人を傷つける行為を、教育者が子どもに行う。抵抗できない無力な存在に恐怖を与え、人権を奪う。その卑劣なふるまいは決して許せない。教育に真剣に取り組む教職員全体への信頼も崩れかねない。

　「処分された事例は氷山の一角に過ぎない」と弁護士らは言う。子どもはいやだと感じてもノーと言えない。その悲鳴を埋もれさせてはならない。

　児童生徒と接する同僚の教職員の果たす役割は大きい。なのに実際は機能しない場合も珍しくないという。おかしいと気づいても遠慮して口に出さない。被害者が訴えても「ついていった方が悪い」と責めたり、「証拠がない」と管理職が教育委員会に報告しなかったりする。

　そんな対応も想定し、児童生徒や保護者は、学校や教委への相談に二の足を踏む。

　子どもを第一に考えずに、何が学校か。

　問題を踏まえ、第三者機関の「子どもオンブズパーソン」をつくる自治体が増えている。弁護士や研究者らが相談を受けて助言し、学校や教委に出向いて解決を目指す。参考にしたい。

　カギを握るのは予防策だ。

　生徒との私的なメールを禁じたり、処分で生涯賃金がどのくらい減るかを示す資料をつくったりする教委が多い。

　だが、これらは本質的な解決策とは言えない。大切なのは教員として子どもの立場に立ち、その思いを理解し、自分の指導を不断に見直すことだろう。

　そのための研修は欠かせまい。心に深い傷を負わせた具体例を、被害者の声を通じて学ぶ機会をぜひ増やしてほしい。

　文科省によると、体罰の処分も約４千人と過去最多だった。体罰もわいせつ行為も、子どもの人権侵害で重なる面が多い。

　多くの教員は児童生徒と共に歩もうとしている。だが、教員が指導の名の下に権力をふるえる存在であることもまた事実だ。そのことを意識しながら、子どもに向き合ってほしい。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11584808.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11584808
・道徳教科化へ指導要領改訂案　いじめ対応など６項目追加（2月5日）
　小中学校の「道徳」が２０１８年度にも教科外の活動から教科に格上げされるのに向け、文部科学省が教科書をつくる際の土台となる学習指導要領の改訂案をまとめ、４日発表した。いじめ問題への対応などとして６項目を加え、子どもに主体的に考えさせるよう求めている。

　教科化で最も大きく変わるのは、子どもが道徳性をどのくらい身につけたかが評価されるようになること。学ぶ内容自体は小幅な変更にとどまった。評価の仕方については、今後専門家会議を立ち上げて議論し、１５年中に結論を出すという。

　道徳の教科化は、０７年に第１次安倍内閣で検討されたが、検定教科書の導入が困難などとして実現しなかった。だが、１１年に大津市でいじめを受けた中学生が自殺したことなどを受け、政府の「教育再生実行会議」が１３年２月に再度提案。中央教育審議会（文科相の諮問機関）が昨年１０月、文章で子どもを評価する「特別の教科」にするよう答申した。

　今回の指導要領の改訂では、いじめの防止などのため、学習内容に「誰に対しても分け隔てをせず公正、公平な態度で接すること」など６項目を加えた。また、現行の小学１、２年生の「郷土の文化と生活に親しみ、愛着を持つ」の項目の冒頭には、「我が国や」が追加され、３年生以上だった愛国心教育が前倒しされた。文科省の担当者は、「他国の文化に親しむに当たり、自国の文化も知る必要がある」と説明する。

　ただ、こうした項目に沿った評価が導入されると、教員が主観的に「愛国心が無い」と断定したり、教員が求める愛国心を持っているように子どもが振る舞ったりする恐れもある。文科省の担当者は、「項目一つひとつよりは、学んだこと全体を通じてその子がどう伸びたかを積極的に評価する」としている。

　学ぶ内容の追加や統合で、改訂案の項目は小１、２年が１９（現行１６）、３、４年が２０（同１８）、５、６年が２２（同２２）、中学校が２２（同２４）になった。

　また、教員が価値観を押しつけることを防ぐため、子ども同士の議論を通じた「問題解決学習」や寸劇などの「体験学習」を採り入れるよう促している。

　文科省は指導要領の改定案をｗｅｂページ（http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public）で公開し、３月５日までパブリックコメントを募る。４月からは一部の小中学校で新しい指導要領に基づいた授業が行われる見込みだ。（高浜行人、片山健志）

http://digital.asahi.com/articles/ASH225RTKH22UTIL02D.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH225RTKH22UTIL02D
・大阪）ダウン症児の就学、受け入れに改善策　大阪市教委（２月8日）
　ダウン症の子どもがいる大阪市の夫婦が、地元の市立小学校と入学手続きについて打ち合わせをしたところ、受け入れに積極的ではないとも受け取れる対応をされたとして市教育委員会に改善を求めた。市教委は「就学先については児童・保護者の意向を最大限尊重する」という理念が徹底されていなかったとして、学校管理職への研修を強化し、保護者への情報提供も進めるなどの改善案をまとめた。

　対応の改善を求めていたのは、淀川区で英会話学校を営むニュージーランド出身の佐々木サミュエルズ・スティーブさん（３７）と妻の純子さん（４５）。今春に小学生になるダウン症の長男（６）を地元の市立小に入学させたいと考え、昨年５月以降、同校の教頭らに相談してきた。

　だが、教頭は話し合いの場で、障害のある児童の支援をする教員について「現状より増やすのは難しい」「手間がかかる」などの説明を繰り返したという。不信感を抱いた両親は、区役所や市教委にも相談したが「お宅だけを特別扱いできない」などと冷淡な対応をされた――と訴えている。

　両親はその後、特別支援学校への就学も検討することにしたが、昨年１１月から学校と市教委に学校側の対応について改善を求める署名活動を開始。同１２月には大阪弁護士会に人権救済の申し立てをし、これまでに全国から約３５００人分の署名が集まった。純子さんは「子どもが安心して過ごせる環境にあるかどうかを確認したかっただけなのに、まるで無理な要求を突きつけているかのように扱われ、傷つくとともに学校のあり方に危機感を覚えた」という。

　これを受け、市教委事務局が教育委員を交えて対応を協議し、「両親の気持ちに寄り添う姿勢が徹底されず、説明内容も十分ではなかった」と判断。１月２８日にあった両親との話し合いの場で、市教委の担当者と地元小学校の校長、教頭が直接両親に謝罪し、長男の受け入れに向けた環境整備を進めると伝えた。

　また、保護者らの意向を最大限尊重するとした理念を再度徹底し、①就学手続きについてわかりやすく解説した資料を作成し、私立を含めた全幼稚園・保育所・認定こども園などを通じて保護者に配布する②市教委事務局に就学相談窓口を設置し、障害のある子どもの就学については学校・市教委どちらにも相談できるようにする――など７点の対応改善案を示した。

　純子さんは「どの親にも私たちのような悲しい思いをしてほしくない。障害のある子も、ない子も、共に安心して学べる環境づくりに努めてほしい」と述べ、長男を地元小学校と特別支援学校のどちらに通わせるかについては、今後、小学校との話し合いを重ねたうえで決めたいとした。

　地元市立小の教頭は取材に「（長男の）受け入れを拒むような気持ちは毛頭なかったが、人員確保の難しさなどを説明する中で言葉が足りず、両親にショックを与えてしまったことをおわびしたい。学校としては、入学受け入れに向けて最大限努力していくつもりだ」と話している。（阪本輝昭）

http://digital.asahi.com/articles/ASH225DKTH22PTIL011.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH225DKTH22PTIL011
・女子高生のスマホ利用、１日７時間　２割がトラブル経験（2月10日）
女子高校生がスマートフォン（スマホ）や携帯電話を使う時間は１日平均７時間――。情報セキュリティー会社デジタルアーツ（東京都）が９日、そんな実態調査の結果を発表した。４人に１人は午前０時～３時という深夜にも使っていると回答。男子高校生や中学生と比べて、女子高生の長時間利用ぶりが突出していた。

　１月、小学校４年生から高校生の男女と、小学校３年生までの子どもがいる親の合計１２１３人に、スマホや携帯の利用状況をインターネットで聞いた。

　１日の平均使用時間は、男子中学生が１・９時間（昨年２月調査は１・８時間）、女子中学生が１・８時間（同１・８時間）、男子高校生が４・１時間（同４・３時間）だった。

　これに対して女子高生は昨年の６・４時間から延びて７時間だった。「１日９時間以上」が約３割。睡眠時間以外はほとんど手放していないと思われる「１５時間以上」との答えも全体の約１割を占めた。スマホをさわっている途中で眠ってしまう「寝落ち」の経験者が４０・８％いた（男子高校生は２２・３％）。またストーカー行為や、出会い系サイトに勝手に登録されたなど、５人に１人が何らかのトラブルを経験していた。

　スマホの所持率は女子高生で９８・１％。１１年１１月は２０・９％だったので、飛躍的に普及した実態がうかがえる。デジタルアーツの広報担当・吉田明子さんは「コミュニケーションに気を使う女子高生はＬＩＮＥの使用率が９４・２％と高い。（映像共有アプリの）インスタグラムも人気。ゲームも含む様々なアプリを使っているので、長時間化しているのではないか」と話す。

　　　　　◇

　小学校３年生まで（０～９歳）の子がいる親への調査では、全体の４５・７％が、子どもが予想外の端末の使い方をしていて驚いた経験があると回答した。

　具体的には「動画を見ていた」５４％▽「電話が発信されていた」３７・９％▽「カメラアプリを起動していた」３０・５％▽「ウェブサイトを見ていた」２９・８％など。「ネットショッピングをしていた」も３・７％いた。６４％の親が、ネット上の犯罪から子どもを守るための対策や教育が不十分であると答えた。

　玉川大大学院の近藤昭一准教授（教育学）は「家庭でのルール作りや機能制限は保護者がするべきだ。人格形成には人と人との会話や自然との触れあいなどの経験が大切。次世代をどう育てるかという観点から、ネット対策を社会ぐるみで考えていく必要もある」と話す。（山田佳奈）

　　　　　◇

【スマホなどの利用によるトラブル経験（女子高校生の場合）】

●誹謗（ひぼう）中傷を受けた……２８・６％

●無断で写真・個人情報を（ネット上に）あげられた……２３・８％

●うそのうわさを広められた……２３・８％

●仲間はずれにされた……１４・３％

●出会い系サイトなどに勝手に登録された……１４・３％

●いじめへの加担を強制された……９・５％●自分の写真・個人情報を送るように強制された……９・５％

●リベンジポルノの被害にあった……９・５％

●ＳＮＳのなりすましによる勧誘を受けた……４・８％

●ストーカー行為の被害にあった……４・８％

●その他……４・８％

http://digital.asahi.com/articles/ASH296T1PH29UTFL00M.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH296T1PH29UTFL00M
・（ニュースＱ３）母と祖母殺害の１７歳、１０年以上受けた虐待（2月10日）
　北海道

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/南幌町.html" \o "南幌町のトピックスを開く" 南幌町の高校２年の三女（１７）が昨年１０月、就寝中の母親（当時４７）と祖母（同７１）を包丁で刺して殺害した事件。背景には三女が１０年以上にわたり受けた激しい虐待があった。事件は防げなかったのか。

　■「壮絶」な暴力、事件へと発展

　殴る。ける。竹刀でたたく。火の付いたたばこを腕に押しつける。風呂は夏でも週１回だけ。冬には庭に立たせて水をかける――。

　「壮絶な虐待」。三女の少年審判に提出された家裁調査官の報告書にはそう記されていたという。関係者によると、三女は主に祖母から虐待を受けていた。母親は育児放棄の傾向があり虐待もしていたという。

　「虐待と事件とがこれほど結びついた少年事件を他に知らない」。三女の後見人を務める弁護士は言う。家庭外の非行で警察に補導されるなどして虐待が明るみに出るケースは多いが、三女には事件前まで非行の兆しは見られなかった。

　なぜ逃げなかったのか。教育評論家の親野智可等（おやのちから）さんは「いじめられている子どもと同じで、周囲に助けを求めたら、もっとひどいことをされるかもしれないという恐怖があったのだろう」とみる。

　三女は逮捕後に「厳しいしつけだと思っていた」と話し、少年審判でも「虐待」とは認識していない様子だったという。

　■保護した児相、うそ見抜けず

　三女は小学校入学直前の２００４年２月ごろ、地元の児童相談所（児相）に一時保護された。関係者によると、祖母に足をかけられて転倒して頭部に重傷を負い、病院から「虐待の疑いがある」と通報があった。「６歳としては不自然なほど敬語を使う」との記録があるという。

　児相は迎えに来た母親に三女を戻し、定期的に家庭訪問して指導。だがその対象は祖母ではなく母親だった。祖母による虐待の発覚を嫌った母親の指示で、三女が「母からやられた」とうそをつき、児相がそれを信じたためとみられる。同年１１月、児相は指導を打ち切った。その後は通報もなく、関わりが途絶えた。見かねた近くの住民が意見しても、祖母は「うちのしつけ」と受け入れなかったという。

　厚生労働省の担当者は「幼少期に一時保護しても、その後、虐待の通報がなければ気づくのは難しい」と話す。

　■教訓得るため「事実公開を」

　札幌家裁は少年審判で、三女の責任能力を認めた上で、長年の虐待により心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を発症していたと認定。１月２１日、医療少年院送致を決めた。三女は今後数年間、治療と矯正教育を受ける見通しだ。

　少年審判は非公開で、札幌家裁が明らかにしたのは約３００字の決定理由の要旨のみ。こうした姿勢に対し、１９９７年に神戸市で起きた連続児童殺傷事件の少年審判を担当した元家裁判事の井垣康弘弁護士は疑問を投げかける。

　「なぜ防げなかったかを検証し、教訓を得るためには、事実経過をすべて公開するべきだ。それは社会復帰後の本人の更生のしやすさにもつながる」

　三女の同級生やその保護者らは事件後、三女の処遇に配慮を求める署名活動を開始。２カ月間で約１万８千人分を集め、嘆願書とともに札幌家裁などに提出した。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11593764.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11593764
・スマホ閲覧制限、店の説明不十分　親装い抜き打ち調査（2月12日）
　子どもらの有害サイトの閲覧を制限する「フィルタリング」機能について、スマートフォン（スマホ）販売店の過半数が保護者に十分な説明をしていないことが警察庁の調査で１２日、わかった。子どもがスマホを通じて犯罪に巻き込まれる事例が増えており、同庁は説明の徹底を求める。

　調査は昨年秋、スマホを販売する全国の携帯電話販売店１２０２店を対象に実施。フィルタリング機能の必要性に関する説明が十分か▽学齢に応じたフィルタリング強度を推奨しているか▽機能不使用の申し出に対して利用を勧めているか――など５項目について、「中学２年の女子生徒にスマホを持たせようとしている保護者」を装った調査員が調べて点数化した。

　総合評価は「非常に良好」が３１・９％、「適切」が１６・５％、「一部改善を要する」が２９・７％、「不適切」が２２％で、不十分な対応が過半数を占めた。店側の不適切な説明には「無料通話アプリを使うなら機能は使わない方が良い」「親名義で契約したら機能を利用しなくてよい」などがあった。店員が機能を理解していない店もあった。

　調査後、店員に機能を保護者に勧める上での苦労についても尋ねたところ、２０・４％は「使わない場合の危険性が伝わらない」と答えた。「子どもが希望するサイトやアプリが使えない」「子どもを信用している」と言って機能を利用しない親も多いという。（八木拓郎）

http://www.asahi.com/articles/ASH2B6QMXH2BUTIL04K.html?iref=comtop_list_edu_n01
・（耕論）体育で何を鍛えるか　内田良さん、坂上康博さん（2月17日）
　寒風の中、ジョギングする人。自分の意志で自分の体を鍛える人たちだ。で、ふと思う。学校で長距離走をさんざんやらされたが、足の運び、腕の振り方を、ちゃんと教わったかなあ。授業と部活動で成り立つ学校の体育。何を鍛える？

　■非科学的な指導が事故を招く　内田良さん

　２０１０年度までの１０年間で、小・中・高のスポーツ活動中に起きた死亡事故は３６４件。学校の体育の授業や部活動で多くのスポーツ事故が起きています。

　部活動では、練習時間が長く、負荷量が大きいために、死亡事故が多く起きています。特にリスクが大きいのは柔道で、中学校の部活での死亡率は１０万人あたり２・３８５人。２位のバスケットボールの６・２倍です。部活の勝利至上主義が問題だといわれますが、いくつかの調査を見ると、多くの先生が重視しているのは、勝つことよりも「教育」です。「教育をしている」と正当化しながら、過酷な練習が行われています。

　体育の授業と部活に共通して欠けているのは、スポーツ科学の知識です。「負荷をかけたら休む」というオンとオフの切り替えをうまくやっていくことで、運動能力は向上する。でも学校では、毎日休まず練習することで強くなるという考え方が強い。科学を重視していない日本の体育指導の在り方を象徴しています。

　日本体育協会の調査では、部活動の指導者の半分近くがその競技の未経験者ですが、競技の専門家を呼んできて指導させればいいというわけでもない。外部の専門家が指導する柔道部でも死亡事故が起きています。神奈川県の調査では、教員よりも外部の専門的指導者のほうが長時間の練習をさせたいと考える傾向があります。

　　　　　＊

　＜親の感動を優先＞　授業では、最近問題になっているのが組み体操の事故です。組み体操は１０年くらい前から一種のブームになっていて、１０段にもなるピラミッドを作らせたりする。巨大なピラミッドが崩れて、生徒が骨折する事故が後を絶ちません。

　そもそも組み体操には体育としての意味がほとんどない。どんな能力が身につくのかが説明できないから、学習指導要領にも入っていない。何のためにやるんですかと先生に聞くと、「一体感」や「感動」という答えが返ってくる。体育の時間に感動を生み出す必要があるんでしょうか。

　しかも、組み体操で想定されているのは、子どもの感動と同時に保護者の感動です。骨折した子どもの親がいくら抗議の声を上げても、全体の「感動」の前には無視されてしまう。

　運動会がショー化していることも問題です。日頃の体育の成果を見せることよりも、保護者を感動させることが優先される。派手な組み体操は完全に見せ物になり、みんなビデオカメラで撮影します。保護者のための運動会になっているから、子どもの安全がどこかに行ってしまいます。

　　　　　＊

　＜専門知識が必要＞　組み体操や、部活動での精神的な指導には、軍事教練的な発想がずっと流れています。「一緒に最後までやる」ことを重視するので、個人個人の体力や健康リスクに配慮する意識がない。学校教育の中で、最も科学に近い領域というのが体育なんですが、そこで最も非科学的な指導が行われている。ひどい人だと「スポーツにけがはつきもの」とまで言う。だからといって、いくらでもけがが起きていいということにはならないでしょう。

　事故を減らしていくためには、大学や医師の役割が重要になります。教員養成大学や体育大学で子どもの安全をより重視したカリキュラムをつくり、安全指導ができる指導者を養成する。そこで学んだスポーツ科学や医学の専門的知識を教育の現場に伝えていくことが課題です。

　柔道はかなり対策が進んできました。１９８３年からの３０年間に学校柔道で１１８人が命を落としましたが、この３年間の死亡事故はゼロ。障害が残る事例はまだ起きていますが、リスクに目覚めさえすれば事故は減らせます。

　組み体操の危険性はようやく指摘されるようになってきましたが、対策はまだまだです。一部の保護者や先生の意識は変わりつつあり、「組み体操に感動してきたが、そんな危険なことをやらせていたのか」という声も聞きます。

　これまで学校スポーツは、その意義ばかりが強調されて、けがや事故には目が向けられてこなかった。スポーツは時に命にかかわる危険なものだという意識を持つことがまず必要だと思います。

　　　　　＊

　うちだりょう　名古屋大学准教授　７６年生まれ。専門は教育社会学。学校でのスポーツ事故、転落事故などの研究をもとにウェブサイト「学校リスク研究所」を運営。著書に「柔道事故」。

　■規律重視は兵士養成のなごり　坂上康博さん

　日本の体育の起源は幕末にさかのぼります。各藩で集団的な訓練方法として西洋的な体育システムを採り入れたのが始まりで、明治以降は軍隊で行われました。

　同時に文部省を中心に学校教育にも体育が導入されます。男子の場合は「兵士養成」という明確な目的があり、その背景には日本人兵士の体格が欧米に比べてひどく劣っているという事情がありました。そこで一等国の「強兵」をつくるため、男子の体格・体力の向上が必須と考えられたんです。

　　　　　＊

　＜国のための体操＞　戦前の学校体育は、科目名は「体操科」でした。これは象徴的で、ずっと体操が中心でした。国家のために国民の身体を管理するという点でも、体操を一斉にやらせるのは効果的でした。集団行動や規律の訓練にもなるので、軍事的な価値を持つようになります。

　やがて西洋式の体操だけでなく「兵式体操」が導入されて、軍隊式の集団訓練が入ってきます。中学校以上では軍事教練と呼ばれ、大正末期の１９２５年から陸軍現役将校が配属されます。体育の一部として始まった軍事訓練がこのように肥大化していきました。

　女子は明確に違い、「しとやかさ」など良妻賢母の規範に反しない範囲で運動が奨励されました。子どもを産み育てる母体になることが重要で、その基準から見て不適切な運動はさせなかった。

　体操や軍事教練に対し、スポーツや武道は遊戯という扱いでした。昭和に入って共産主義思想に影響される学生が増えると、対応策としてスポーツを思想教導の手段と見なすようになります。健康な身体に健康な精神が宿るという発想です。１９３１年には「国民精神を涵養（かんよう）し心身を鍛錬する」方法として武道が必修化されます。

　戦後、軍事教練も武道必修も廃止され、体操とスポーツが残った。とりわけスポーツは、民主主義を身につける上で非常に効果があると考えられました。課外の部活も、自治の能力を育てるために奨励された。一方で、兵士養成のために重視された集団性や規律は戦後も生き残ります。目的は、民主的な社会の形成に必要な規律や秩序と大きく変わりましたが、集団行動そのものは残りました。

　　　　　＊

　＜強制より自発を＞　注目すべきことは、特に部活で精神主義や暴力的な指導が目立つようになったことです。それは戦前の遺物というより、戦後になって一般的になったものです。

　戦前の旧制中学・高校や大学の運動部は、エリートたちの自主的な活動という性格が強く、暴力とは無縁でした。戦後になって、軍隊経験をもつ指導者が、短期間で強くするために軍隊のやり方を部活に応用します。兵士養成の方法が、体育本体ではなく部活に、ストレートに入り込んだんです。

　根性主義も戦後の産物です。「根性」が「苦しさに耐えて成し遂げようとする強い精神力」という意味を持ち始めるのは６０年代、とりわけ東京五輪前後からです。

　また、集団主義がスポーツとさらに強く結びつき、個人は集団の犠牲になるべきだということが強調される。その考えは小学校の道徳教材として使われた「星野君の二塁打」に典型的に表れています。犠牲バントという監督の指示に背いて二塁打を放った星野君が「りっぱな社会人になれない」と監督に叱られるお話です。

　とはいえ、日本人のスポーツ観が集団主義的、根性主義的だというのも一面的です。国の「体力・スポーツに関する世論調査」で、スポーツを行った理由を聞いていますが、社会人の大半が楽しみや交流のためにやっている。学校の部活とは違うスポーツがずっと別次元で存在し続けており、日本のスポーツが根性主義で一色に染められていたわけではないんです。

　スポーツは本来、強制されるのではなく自発的に行うべきものですが、学校の体育や部活では、どうしても強制が入り込む。日本では、学校を卒業して初めて本来のスポーツのあり方を楽しむようになるという特殊な状況が続いてきました。海外ではスポーツは文化となったが、日本ではそうなっていないと言われるゆえんです。体育とスポーツの区別がいまだにあいまいなことも、こうした日本の状況を示しています。

　（聞き手はともに尾沢智史）

　　　　　＊

　さかうえやすひろ　一橋大学教授　５９年生まれ。専門はスポーツ史、スポーツ社会学。著書に「権力装置としてのスポーツ　帝国日本の国家戦略」「スポーツと政治」など。

　■一緒に考えませんか

　部活、運動会、組み体操など体育全般へのご意見を募集します。投稿はｆｏｒｕｍｐａｇｅ＠ａｓａｈｉ．ｃｏｍか、〒１０４・８０１１（住所不要）朝日新聞オピニオン編集部「体育」へ。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11605119.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S1160511
・「殺してみたい」気づくには　専門家と考える（2月18日）
聞き手・杉原里美

　「人を殺してみたかった」――。少年が容疑者になる事件で、こんな言動が目立つようになった。事件になる前に、周囲の大人にできることはないのか。犯罪心理に詳しい専門家２人に聞いた。

■国際医療福祉大大学院・小畠秀吾准教授

　「人を殺してみたかった」という発言は、昔からまれにあったが、近年の少年事件では、増えている印象だ。

　だが、私が知っている限り、事件を起こす少年たちもいきなり人を殺すことはない。前兆としては、まず動物への虐待が挙げられる。薬物での他害も、まず実験先として動物に試し、人へとエスカレートする。

　殺人願望を外に対してアピールしている場合も、注意が必要だ。通常であれば、「やってはいけないこと」と認識し、願望を抱いていても外に出すのはためらう。ためらいもなく、インターネット上や友人などに見える形で願望を出している場合は、適切な判断をする社会的な意義付けができていないと考えられる。

　思春期には誰でも、「死とは何か」といったことを考えるものだ。だが、通常は、発達する中で抽象的な概念に変えていく。一方、生まれつき人の気持ちを想像するのが苦手な子がいて、人に対する科学的な関心から、人を殺すという行動に飛躍する場合がある。こうした特性を持つ子にとっては、「命の教育」も、歯止めになりにくい。

　その少年の保護者も、子どもと同じような特性を持ち、こうした特異性に気づいていないケースも多い。その場合は、学校の先生や地域の人など、気づいた人が、早めに専門家につないでほしい。

　昔は、１０代の子が人を殺したいと思っても、実行に移す手段がなかった。今は、薬物などもネットで入手することができ、実行へのハードルが低くなっている。子どものネット利用に、保護者が制限をかける必要もあるだろう。

■こころぎふ臨床心理センター・長谷川博一代表

　最近の少年事件では、学力は高いが、こだわりが強く、コミュニケーションに問題があるというケースが目立つ。

　人のコミュニケーションは、言葉と同時に感情もやりとりする。しかし、人の感情が読み取りにくい一部の人は、対人関係のすれ違いから負の感情が蓄積し、反社会的な行動への「準備段階」に移行することがある。そんな時期に、たとえばネットで遺体の画像などを見て、急に殺人への関心が高まってしまうことがある。テロ事件で、遺体の画像を見せる授業があったと報道されているが、こうしたことが子どもたちの引き金にならないか心配だ。

　危険な状態でも、学力が高いと、そこに目を奪われ、気づくのが遅れる。学力で評価されていることと、家族に愛されて存在を認められていることとは別だ。

　子どもの「準備段階」に家族が気づいていない場合、保護者以外の人が積極的に関わり、その家族も含めてケアしていくことが必要だ。学校の先生も、こうした特性に対する知識を深めてほしい。普段から、子どもが相談しやすい雰囲気をつくっておけば、「友だちが怖いことを言っている」などと、先生に情報が入りやすい。

　学校は、教育委員会内部だけで解決せず、心や発達の専門家に相談してほしい。人と交わる喜びを感じてもらうような心理的なサポートが効果的だ。親も、夫婦のどちらかが気づけば、あきらめないでＳＯＳを出してほしい。専門家にも、いろんな人がいる。積極的に、信頼できる医師やカウンセラーを探すことも必要だ。（聞き手・杉原里美）

http://digital.asahi.com/articles/ASH2953CPH29UTIL028.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH2953CPH29UTIL028
・（学びを語る）フリースクール　居場所と学び場、バランス大切　亀貝一義さん（2月18日）
いじめや不登校などで学校に行けない子どもが通う、フリースクールへの支援について考える国の検討会議が、１月から始まった。公教育にない学びの場が求められている。

　■ＮＰＯ法人「フリースクール札幌自由が丘学園」理事長・亀貝一義さん

　フリースクールに対して社会の見る目が変わってきました。１９９３年に始めた当時、不登校は「子どもの異常」で、子どもは罪の意識を持っていました。今は「学校に行けないならフリースクールがあるよ」と言われます。新しい教育活動を実践する主体と位置づけられ、政府も、公教育にない部分を求めていこうとしているのではないかと思います。

　「札幌自由が丘学園」では午前中は５教科の勉強、午後は表現や運動、といった時間割はありますが、自分に合った学びを見つけさせたいと考えています。個人差はありますが、ほとんどの子が勉強に参加するようになります。なぜ不登校になったかは聞きません。人間関係を作り直し、勉強も指導する、というサポートです。「居場所」と「学びの場」のバランスが大切です。

　２０１３年度の不登校の児童生徒は約１２万人で、少し増えました。居場所と学びの場がもっと増えて欲しいが、多くは経営が不安定で公的支援が必要です。生徒数の何倍も問い合わせがありますが、月約３万５千円の学費が厳しい家庭もあります。

　ただ、公金で支援するには、ある程度「学校」としての仕組みが必要です。学びの中身は子どもたちによるところが大きいですが、何をやってもいい訳ではない。フリースクールは一時的な善意や金もうけではできません。子どもの成長プロセスは様々で、マイノリティーを大事にする教育は、公教育に対しても大きな問題提起になっていると思います。フリースクールで、自立に向け成長できる子どもがいると知って欲しい。

　（聞き手・河原田慎一）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11606986.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11606986
・意思表示できない障害者　虐待受けても「話せない」（2月18日）
　大阪府堺市の障害者施設で、入居者の男性が左目を失明する大けがを負った。男性は重度の知的障害で、けがをした状況を説明できず、警察の捜査や民事裁判でも原因がわからないままだ。意思表示できない障害者が虐待を受ける場合もあり、厚生労働省は対策に乗り出している。

■左目失明、いったい誰が　堺の知的障害者

　堺市の松本剛（ごう）さん（４０）は重度の知的障害で意味のある言葉を話せず、身体障害もあり、全面的な介護が必要だ。母の幸子さんは「事件前はよく笑っていたのに、今はふさぎこみ、すぐ寝てしまう。生きる意欲がなくなったようです」と話す。「事件」と呼ぶのは６年前のことだ。

　大阪地裁堺支部の判決によると、２００９年４月１３日、剛さんが堺市の福祉施設の一室で、身体障害のある男性と生活していたときだった。職員は常駐しておらず、午前６時に、剛さんが左目に失明する大けがをしているのが見つかった。施設はアパート１階で、３部屋に計５人が暮らし、窓は施錠されていなかった。

　剛さんと幸子さんは１１年５月、安全配慮を怠ったなどとして施設側を相手取り、地裁堺支部に提訴。同居の男性が暴力を加えた以外に考えられないと主張。男性には粗暴性があり、剛さんを一人部屋にすべきだったなどと訴えた。

　施設側は、男性に粗暴性はなく、同居していた２年半に暴行を加えたことはなかったと反論。適切な支援サービスを提供する義務はあったが、身体の安全にまで配慮する義務は負わない、と主張していた。

　判決は、全ての証拠を見ても同居男性の暴行とは認められないと判断。外部からの侵入者、職員、他の利用者による暴行や自傷事故の可能性も否定できないとし、安全配慮義務違反とは認められないと結論づけた。施設側が、大けがの事実を２日後に幸子さんに知らせた点には報告義務違反があったとして慰謝料など１５万円を認めたが、それ以外の訴えは棄却した。

　剛さん側の代理人、中平史（ふみ）弁護士は「話せないという事情をふまえ、けがや周囲の状況から、何が起きたのかという可能性を検証し、施設側の責任を判断して欲しい。このままでは障害が重いほど泣き寝入りせざるを得ない」と指摘。剛さん側は控訴し、大阪高裁で審理が続いている。

　一方、捜査している西堺署は「個別事件については回答を差し控える」とし、一般論として「被害者の供述は事件を立証する上で重要な要素。特に客観的証拠に乏しい事件における事実認定への影響は否定できない」とコメントした。

■国が支援者養成研修

　障害のある人が施設でけがなどをしたが原因が特定できないケースが、堺市では１３年度に１５件あった。けがをするケースには虐待の場合もある。虐待が疑われる通報は１１４件あり、うち２９件は被害者とされた人が意思表示できなかった。

　１３年度に全国の自治体などが確認した障害者虐待の被害者は２６５９人。障害別（複数回答）では知的障害の人が５９％を占める。精神障害が２９％、身体障害が２５％だった。

　千葉県では意思表示できない人を狙う虐待事件も起きた。袖ケ浦市の県袖ケ浦福祉センターで１３年、入所者の１９歳の少年が、職員から腹部を蹴られ死亡した。

　第三者検証委員会の最終報告によると、センターでは１３年度までの１０年間に、虐待を受けた利用者は２３人おり、暴行した職員は１５人にのぼった。職員は、被害を言葉で伝えられない利用者を狙っていたという。

　県障害福祉課によると、虐待を受けた２３人のうち６人が「強度行動障害」だった。意思疎通が苦手で、不安や恐怖を感じると、人にかみつくなどすることがある。こうした行動を職員が強引に止めようとして、虐待につながる恐れも指摘されている。

　厚生労働省は１３年から、施設職員らに強度行動障害の支援者養成研修を始めた。特徴を理解する人を増やし、虐待を防止するのが狙いだ。例えば、言葉より絵の方が理解しやすい特徴を生かし、職員がイラストで意思を伝えれば、不安を和らげることにつながる。

　自治体職員向けに、知的障害者への聞き取りの研修もしている。知的障害者は、肯定的に答えると親や先生に喜ばれる経験を重ね、調査にも「はい」と答える傾向があるという。例えば「職員のＡさんから頭をたたかれましたか？」という聞き方は不適切だ。

　厚労省障害福祉課は「意思表示のできない障害者は虐待にあいやすいと言われている。二つの研修を車の両輪にし、今後も対策を進めたい」としている。（鈴木洋和）

■テキストづくりに施設も

　重度の知的障害者らの入所施設などを運営する社会福祉法人「北摂杉の子会」（大阪府

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%B8%82.html" \o "高槻市のトピックスを開く" 高槻市）は虐待防止に力を入れる。常務理事の松上利男さん（６４）は、厚労省が強度行動障害の支援者養成研修をする際、テキストづくりに関わった。

　障害者が問題行動をしたときは原因を調べる。例えば、入所者が下足場で靴を履こうとして、隣の人にかみついた場合。原因を調べると、入所者は聴覚過敏で、ざわざわした環境が苦手だと分かった。そのため、周囲が静かな状態で靴を履くようにした。

　松上さんは「問題行動には、何かを伝えたいという本人の思いがある。それを把握し、不安が無くなるような対応を取れば、問題行動を解消でき、虐待防止にもつながる」と説明している。

　　　　　◇

　〈障害者虐待防止法〉　２０１２年１０月施行。家庭、施設、職場で虐待を発見した人に通報を義務づけた。市町村などが窓口を設け、都道府県や労働局と協力し、事実を確認したり今後の対応を協議したりする。障害者の保護や支援のほか、虐待をしているのが家族の場合は、介護疲れや障害への知識不足などの要因も考えられるため、利用できる福祉サービスを案内もする。

http://digital.asahi.com/articles/ASH2D666QH2DPTIL01S.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH2D666QH2DPTIL01S
・夜回りホステス、少女ら支える　「あの頃の自分と同じ」（2月20日）
　福岡市・中洲で、夜の繁華街をさまよう少女らに声をかけ、話し相手になっているホステスの女性がいる。つらい体験を重ね、居場所や生きる希望を失ったこともあったが、福岡県警少年サポートセンターのスタッフらに救われた。いま２８歳。かつての自分に少女たちを重ね、伝え続ける。「信用していい大人もいるんだよ」

　未明の中洲。クラブ勤めを終えた女性が、ひとりでベンチに座り、スマートフォンの画面をみつめる少女に声をかけた。

　「何しとんの」。ヒョウ柄のコートに細身のスカート、ハイヒール。派手な身なりの女性に、少女は「はっ？　誰？」と警戒する。「何でこんな時間にここにおるん」「私もあなたみたいな頃があってさ」。女性は身の上話をただ続けた。

　その内容に、「ありえんくない？」と少女。「ありえんっちゃろ。私もびっくりよ」と女性。最後は２人で笑いあった。

　勤めの帰り道、女性が川沿いの遊歩道やコンビニ、公園などでひとりたたずむ少女らに声をかけ始めたのは２年ほど前。ボロボロに傷ついた心とからだを、話を聞いて支え続けてくれた大人に救われたからだ。

　父母と祖父母らの７人家族で育った。悪夢は、小学６年のときに始まった。厳格で近所の評判も良かった父が豹変（ひょうへん）し、性的虐待が始まった。「誰かに話せば、私のせいで家庭が壊れてしまう」。ひとりで苦しみを抱え込んだ。耐えきれず、高校生になると、自分で手首を傷つけるリストカットを繰り返した。

　心の安らぎを求め、虐待専用のホットラインに毎夜のように電話をかけた。電話代は月３０万円にもなった。そのお金を稼ぐため援助交際をするうち、暴力団につきまとわれるようになり、売春まで強いられた。

　大学に入った後も暴力団との縁は切れなかった。その頃、中学時代の恩師に偶然再会した。抱えていた悩みを吐き出すと、県警の少年サポートセンターに連絡してくれた。

　「大人は信用せん。どうせ守ってもらえん」。そう思い、心を閉ざしていたが、センターの少年育成指導官、堀井智帆（ちほ）さん（３８）は根気強く付き合ってくれた。「これからいくらでもやり直せる。しっかり生きていこ。守るけんね」。少しずつ、言葉を受け入れられるようになった。

　堀井さんの助言で県警に被害届を出して暴力団とは縁が切れ、精神科病院に入院。その後、母を病気で亡くし、自殺を考えて薬物におぼれたときも、堀井さんは話を聞き続けてくれた。

　中洲の店で働き始めて、心身が落ち着いてくると、夜の街にたたずむ少女らが気になってきた。つらさや寂しさを身にまとっているように見える子がいた。

　「あの頃の自分と同じだ」

　いまは週３、４回の出勤日に、店から自宅までの４０分ほどの道すがら、少女たちに声をかけている。身を寄せて階段やベンチに座り、話を聞く。連絡先を交換した少女はこれまでに１０人ほど。相談を聞いた後、「助けてくれる大人もいるよ」と、少年サポートセンターなどの支援組織を紹介することもある。

　女性と連絡を取り合っている少女（１８）は「いろいろ嫌になったり、寂しくなったりしたときに、すごく声が聞きたくなる。話してるとホッとする」。

　女性は「堀井さんのおかげでいまの私がいる。私も信頼してもらえる大人になれたら」と考えている。

　堀井さんは、そんな女性をいまも見守る。

　「つらい経験を社会に役立てることで、彼女は自分の存在価値を見いだせた。彼女のような問題を抱えた少女は少なくない。でも、どの子にも未来がある。支え続けたい」（緒方雄大）

　　　　　◇

　〈福岡県警少年サポートセンター〉　非行少年の立ち直り支援や相談、補導などを担う県警の機関。少年問題に関する専門知識や豊富な経験をもった少年育成指導官、少年相談専門員らが所属する。県内には、北九州、福岡、春日、飯塚、久留米の５市にあり、計２５人の職員や警察官が勤務する。２０１４年１年間の相談受理件数は計１０６３件（前年比２２件増）。

http://digital.asahi.com/articles/ASH1R4SLJH1RTIPE00X.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH1R4SLJH1RTIPE00X
・群馬）中学生ネット利用、２時間以上が２割　高崎で調査（2月21日）
中学生の２割がスマートフォンや携帯音楽プレーヤーなどで２時間以上インターネットに接続し、使用ルールを決めていない家庭が４割を超える――。高崎市内での調査で、こんな結果が１３日に開かれた同市のいじめ防止推進協議会で報告された。

　インターネットの使い方や危険性などの啓発に取り組むＮＰＯ法人「ぐんま子どもセーフネット活動委員会」が今年１月、高崎市内の中学生２４１６人（全体の２３・７％）を対象にアンケートした。市教委が協力し、全中学校の各学年１クラスを抽出した。

　ＬＩＮＥなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）、ネットゲーム、動画視聴などでのインターネット接続時間は３０分以内～２時間以内の回答が計６７・６％だったが、計１９・５％が２時間以上と答え、そのうち４時間以上が計５・３％を占めた。

　ネット利用のため減らした時間は、睡眠３２・９％、勉強２７・９％、テレビ視聴２７・４％と続き、読書も１２・７％だった。「生活リズムを崩し、学習意欲の低下につながる懸念がある」とＮＰＯは指摘する。

　ＳＮＳの返信は２６・１％が平日の午後１０時以降も続けていた。使用時間や場所などのネット利用のルールを「家庭で決めていない」と答えた生徒は４１・８％にのぼった。ＳＮＳのデメリットは「寝不足になる」（３６・５％）、「個人情報がさらされやすい」（３４・８％）、「成績が下がる」（３２・７％）などが挙がった。「返信が負担」（２６・９）、「やめたくてもやめられない」（２０・１％）との答えも多く、問題点は理解しながらも続けている実態が浮かび上がった。

　実際に困ったことやトラブルとしては、悪口の書き込みや誤解、けんかなど、人間関係に関することが２割近くにのぼった。

　協議会では、悪口の書き込みから不登校になった例が報告された。飯野真幸・市教育長は「保護者は危機感を持ち、親子で話し合ってほしい」と話した。市教委は３月中にまとめる「ネットいじめ防止プログラム」に反映させる。（遠藤雄二）

http://digital.asahi.com/articles/ASH2F6H2MH2FUHNB01R.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH2F6H2MH2FUHNB01R
・日本「国際人権基準から遠ざかる」　アムネスティが指摘（2月25日）
　国際人権団体アムネスティ・インターナショナル（本部・ロンドン）は２５日、２０１４年の年次報告書を発表した。

　サリル・シェティ事務局長は同年を「数百万人が暴力に巻き込まれた破滅的な年」と総括。過激派組織「イスラム国」など国家ではない武装勢力の台頭やシリア内戦の泥沼化、テロ対策を名目とした表現の自由の制限などを挙げて「民間人の人権状況が悪化している」と指摘。各国に早急な対応を求めた。また「虐殺行為」などへの対策を適切にとれるよう、国連安全保障理事会の５常任理事国に対して拒否権の放棄を提言した。

　日本については、在日韓国・朝鮮人に対するヘイトスピーチ（差別的憎悪表現）を禁じるための国際基準に沿った立法が行われていないと指摘。従軍慰安婦をめぐる政府の「河野談話」検証は、「政府責任の否定を試みたと受け止められ、近隣諸国との緊張を高めた」とした。昨年１２月に施行された特定秘密保護法についても「政府の透明性を制限するもの」と断じ、「日本は引き続き国際人権基準から遠ざかった」と批判した。（ロンドン＝渡辺志帆）

http://www.asahi.com/articles/ASH2T2K0ZH2TUHBI00G.html?iref=comtop_pickup_02
・校内暴力で補導された小学生、昨年７７人　増加傾向続く（2月26日）
　校内暴力事件で警察に補導された小学生が昨年７７人に上ったことが２６日、警察庁のまとめでわかった。１０年間で３・７倍に増え、統計を取り始めた２０００年以降最多だった。

　同庁幹部は「いじめへの関心が高まり、警察への通報が増えたためではないか。本来埋もれていたような事案が出てきた可能性もある」と話している。

　校内暴力事件で補導された小学生は１２年に前年の２７人から５４人に急増。１３年も７０人に増え、昨年も７７人に及んだ。

　７７人の補導理由は「児童間暴力」が最多の４５人。「教師への暴力」が２４人、「施設損壊」が８人で続いた。昨年は事件数も過去最多の５７件だった。

　一方、校内暴力に絡んで摘発・補導された中学生は前年比２３１人減の１３３８人。摘発された高校生は前年比２人減の１３０人だった。（八木拓郎）

http://digital.asahi.com/articles/ASH2V5KKXH2VUTIL02K.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH2V5KKXH2VUTIL02K
・スマホで裸を撮影、いじめ急増　昨年２８人摘発・補導（2月26日）
　いじめの被害者の裸をスマートフォンやカメラ付き携帯電話で撮影し、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで摘発・補導される小中高生が急増していることが２６日、警察庁のまとめでわかった。昨年は全国で２８人を摘発・補導。スマホが普及するなかで、いじめの質が変わってきている。

　いじめに絡んだ児童ポルノ事件の統計が警察庁に残るのは２００６年から。摘発・補導された小中高生は１２年まで０～９人で推移していたが、１３年に２９人に急増した。昨年も２８人と高止まりしたという。２８人のうち、中学生が２６人を占め、小学生と高校生はそれぞれ１人。男女別では女子が２０人、男子が８人だった。

　いじめ防止対策推進法の施行でいじめの定義が広がり、１２年以前の統計と単純比較はできないが、警察庁幹部は「写真や動画を簡単に撮れ、ネットを通じてすぐに送れるスマホや携帯電話がいじめのツールになっている」とみる。

　京都府では昨年８月、中学３年の男子生徒が同法違反の疑いで書類送検された。後輩の男子生徒２人の下半身を無理やりスマートフォンで撮り、無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」で知人に送信したという。３人は同じ運動部に所属していた。

　このほかにも、中学１年の女子生徒が同級の女子生徒に自分の裸を撮影してメールで送るよう指示。手元の携帯電話に届いた画像を友人に転送するといった事件もあった。

　いじめが絡む事件全体で警察が摘発・補導した小中高生は４５６人。旧来の定義でみても１９８７年以降で最多だった前年からは２６８人減った。被害者の相談相手になった人（複数回答）は「保護者」が６ポイント減の６５％、「学校の先生」が１１ポイント増の５１％。「だれにも相談しなかった」は４ポイント減り、１２％だった。（八木拓郎）

　　　　　◇

　〈いじめの定義〉　いじめ防止対策推進法（２０１３年９月施行）によると、「一定の人的関係にある子による心理的・物理的な影響を与える行為で、対象の子が心身の苦痛を感じているもの」。警察庁は従来、「特定の子に対する身体への物理的攻撃や言動による脅し、いやがらせ、無視などの心理的圧迫を一方的に反復継続して加えることで苦痛を与えること」と定義していたが、１３年分から「反復継続」がないケースも含め、法律上の定義に合わせた。

http://digital.asahi.com/articles/ASH2T3DN6H2TUTIL00C.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH2T3DN6H2TUTIL00C
・（社説）中１殺害事件　なぜ異変を見逃したか（2月28日）
　なぜ、１３歳の命を守れなかったのだろう。

　川崎市で中学１年の上村（うえむら）遼太さんが殺された事件で、１０代の３人が殺人容疑で逮捕された。

　上村さんは未明に河原で暴行を受け、首を何カ所も切られて命を絶たれた。どれほどの恐怖と苦しみを味わったことか。

　周りが異変に気づく契機はいくつもあった。学校、行政、地域はなぜあと一歩踏み出せなかったのか。そのことが悔しい。

　まず不登校だ。彼は冬休み明けから欠席するようになった。

　川崎市教育委員会によると、担任教諭は自宅や母の携帯に３０回以上電話し、５回家庭訪問していた。本人とは１回電話で話したが、会えなかったという。

　彼は昨年の夏休み過ぎから部活動を休み始めていた。学校は、他校の生徒たちと一緒にいる姿を把握していたという。だが、暴力を受けた事実は知らなかったとしている。

　市教委の発表からは、学校の組織としての対応が見えてこない。学校と警察、教委が集まる会合でも、名前を伏せて「不登校の子がいる」と報告しただけだったという。これでは情報交換になっていない。

　思春期の子が気持ちを打ち明けるのは、教師や親より同じ世代の友達であることが多い。

　今回も友人が１カ月前、目の周りに大きな黒いあざができた上村さんに会い、「殴られた」と聞いていたという。「柄の良くない人と遊んでいるのを見た」という生徒もいる。

　子どもたちがこうした話を、そっと寄せる関係が、教員や保護者、地域の大人との間にあったなら、と残念でならない。

　彼は５人きょうだいで一昨年秋、転校してきた。母が家計を支えていた。島根県の島の港から「遼太頑張れ」の横断幕を掲げた数十人の子たちに送り出されていた。都会に来た彼の居場所はどこにあったのだろう。

　ケアを要する子どもは少なくない。だとしても彼の場合、もっと周りに家庭ごと支える視点が必要だったのではないか。

　市教委は市内全区にスクールソーシャルワーカーを置いている。家庭や地域など環境に働きかけて子どもを支える役目だ。だが学校は市教委に派遣を求めていなかった。学校と市の福祉部局、児童相談所などの連携のあり方も問われる。

　文部科学省は学校や教委の対応を検証する会議を設けた。経緯を公表し再発防止策を打ち出してほしい。全国の学校や地域は自分ならどうするか考えてもらいたい。大人が１３歳の死を無にしない道は、それしかない。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11625118.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11625118
・（見逃されたサイン　川崎・中１殺害：上）「怖くて抜けられない」　暴行受け、上村さん相談（2月28日）
　「生意気だから」

　１月中旬の深夜、殺人容疑で逮捕された無職の少年（１８）は住宅街の脇道で、遊び仲間の上村（うえむら）遼太さん（１３）と別の少年を殴り始めた。上村さんの目の周りやほおが腫れ上がった。その場にいた無職の男性（２０）は、そう証言した。

　男性は止めようとしたが、少年は聞き入れなかった。「この少年は、何をするかわからない」という恐怖を感じたという。

　グループの中心は、この少年だった。１０代前半の中学生から２０歳くらいの十数人の集まり。ほとんどが地元の小中学校からの付き合いで、昨年１２月に男性が上村さんと少年を引き合わせた。

　一緒に深夜の公園やゲームコーナーで遊ぶようになり、アニメの話題で盛り上がる一方、少年は上村さんに「使い走り」や万引きをさせていた。優しいときは優しいが、酒を飲むと暴力が止まらなくなることもあった。少年に暴行された後で、上村さんは、男性に無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」で「グループを抜けたい」と相談。「怖くて抜けられない」とも話したという。

　しかし、少年が高校に通っていた当時を知る生徒によると、少年は音楽部に所属し、アニメが好きだった。おとなしい印象で、「暴力なんて見たことがない」。よく後輩と遊んでいたという。少年の中学時代を知る女子高校生（１８）も、おとなしい印象しか残っていないという。「同級生と話しているのを見たことがなかった」

　なぜ上村さんはグループと決別できなかったのか。

　昨年春に中学校に入学して以降、部活のバスケットボールに熱心に取り組み、いつも笑顔を絶やさない、明るい性格だったという。しかし昨秋以降は部活を休みがちに。近隣の中学の生徒や高校の先輩らとの行動が多くなり、正月明けには学校へ来なくなった。

　「かみそん（上村さんの愛称）はいつも笑ってた」。上村さんと同じ中学の２年生の女子生徒（１４）は振り返る。昨夏の夏祭りでも、今年２月にゲームコーナーで会った時もそうだった。「だから気づいてあげられなかったのかも。本当に悔しいです」

　上村さんの中学校では昨年１２月、上村さんと他校の先輩らとの付き合いを把握し、その学校と連絡を取っていたという。しかし、上村さんは通学しなくなり、対応しきれなかった。校長は「欠席が続いた時にもっと手立てを学校で……。振り返って反省していく点はある」と声を振り絞った。

　　　　　◇

　上村さんの助けを求めるサインは、グループの外には届かなかった。逮捕された少年たちも、周囲へのサインはなかったのか。

　■防犯カメラ、結んだ線　３少年の映像、自宅まで

　上村さんが死亡したとみられる２０日未明、神奈川県警に逮捕された少年３人のうち１人の自宅に、この３人が入っていく姿が防犯カメラに映っていたことが、捜査関係者への取材で分かった。県警は容疑者を特定する根拠の一つと判断したという。

　殺人容疑で逮捕されたのは、１８歳の少年１人と、１７歳の少年２人。

　上村さんの死亡推定時刻は２０日午前２時ごろ。県警はこの時間帯の約１６０カ所の防犯カメラの映像について分析を進めた。捜査関係者によると、遺体がみつかった多摩川河川敷の近くの防犯カメラに、上村さんを含む４人が２台の自転車を押しながら河川敷の方面に向かう姿が映っていた。

　その後、同じカメラには上村さんを除く３人が自転車で戻る様子も映っていた。別のカメラには、現場近くの京急鈴木町駅方面に向かう３人の姿も。駅から南に約４５０メートル離れた公園のトイレでは、２０日午前３時ごろに上村さんのものとみられる衣服や靴が燃える火事があり、県警は３人は犯行後に公園に自転車で向かったとみている。さらに自転車の動きを追うと、３人のうち１人の自宅に入る様子も映っていたという。

　　　　　◇

　逮捕された１８歳の少年の父は、弁護士を通じ、「今回の逮捕に驚いています。今は他にお話しできることはございません」とのコメントを出した。

　■「悲しみ募る」上村さんの祖父

　容疑者の逮捕を受けて、上村さんの祖父が弁護士を通じてコメントを発表した。「事件から１週間が経ちましたが、混乱のなか時間が過ぎ、遼太を失った悲しみが日増しに募るばかりです。遼太はバスケットボールがとても好きな明るく元気な本当に可愛い孫です。祖父として孫を亡くしただけではなく、親として、子どもを亡くした娘の姿を見ることがつらくてたまりません」としている。

　■小中高、全国調査へ

　上村さんの遺体が見つかった事件を受け、文部科学省は２７日、副大臣や局長らによる対策会議を開いた。全国の小中高校などを対象に、同様の危険にさらされている子がいないかを点検する緊急調査を実施することを決めた。調査では、「２７日時点で授業のある７日間以上連続して連絡が取れない」、または「学校外の集団との関わりがある」ケースのうち、「生命・身体に被害が生じる可能性」がわずかでもあるような児童や生徒について報告を求める。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11625290.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11625290
（てくの生活入門）スマホを使う子どもを守る　Ｗｉ―Ｆｉやアプリにも対策（2月28日）

　パソコンよりも、スマートフォンやタブレットを身近に使うという子どもたちが増えています。情報セキュリティー会社「デジタルアーツ」の調査では、何らかの携帯電話を持つ１０歳から１８歳のうち、６割以上がスマートフォンを使っているといいます。子どもを守るセキュリティー対策も考えなくてはなりません。

　スマートフォンを安全に使うには、パソコンと同様に「ウイルス（不正アプリ）対策」が必須である、ということは本欄でも繰り返し説明してきました。しかし、利用者が子どもの場合は、望ましくない情報やサービスへのアクセスを遮断することも必要です。

　残酷な情報、性的な情報、賭博や薬物の情報など、子どもの目に触れさせたくない情報はたくさんあります。本人にその意思がなくても、ウェブの検索結果やネット広告、メッセージ中のアドレスなどにタッチしただけで情報が表示されてしまうこともあります。子どもの判断力だけに頼るのは不安です。

　不適切な情報へのアクセスを遮断するのに利用されるのが、データベースに基づいて通信の通過と遮断を管理する「フィルタリング」という機能です。学齢に応じてフィルタリングの度合いを調整することも可能です。

　現在、携帯電話事業者は利用者が１８歳未満の場合、保護者からの申し出がなければフィルタリングサービスを適用することが義務づけられています。事業者のサービスは通信網側でフィルタリングを行うため、携帯電話ではほぼすべての通信をチェックできました。

　ところが、スマートフォンではＷｉ－Ｆｉ（ワイファイ。無線ＬＡＮのこと）を介して、家庭のブロードバンド回線などを使ってインターネットを利用することも可能で、事業者のフィルタリングを迂回（うかい）しやすくなっています。

　　　　　＊

　代替案として考案されたのが、ウェブの閲覧はフィルタリング機能を内蔵した専用ブラウザーで行い、ツイッター、ＬＩＮＥ、ゲームなどの個別のアプリが必要な場合は、許可したもののみインストールや動作を可能にする方法です。アンドロイドではアプリの利用時間帯や通話先も制限できます。

　こうした対策は、ＮＴＴドコモ、ソフトバンクモバイル、ａｕ（ＫＤＤＩ）のいずれもが提供しています。ただし標準のフィルタリングとは別に、スマートフォンに専用ブラウザーや機能制限用のアプリ（アンドロイドの場合）をインストールし、適切に設定する必要があります。初期設定については、通信事業者のウェブサイトで確認するか、窓口で説明を受けてください。

　サービスを提供しない格安スマホでも、「ｉ－フィルター」など、同様の機能を持つ有料アプリでカバーが可能です。

　こうした安全対策を利用する際は、親から一方的に押しつけるのではなく、家族で相談することが大切です。スマートフォンで使っていいサービス、見ていいウェブサイト、使っていい金額や時間といったルールを作り、子どもにも必要だと理解させましょう。

　日ごろからこうしたテーマを話し合える雰囲気を作っておけば、ネットのいじめやトラブルの早期発見にもつながるはずです。

　子どもが遭遇しやすいネットのトラブルを紙芝居風に疑似体験できるアプリや、親や教員らが事例や対策を学べるウェブ上の無料の資料もあります。ぜひ活用してみてください。（ライター・斎藤幾郎）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11621873.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11621873
＊毎日新聞
・文科省:考える道徳へ転換…学習指導要領の改定案（2月4日）
　文部科学省は４日、小中学校の教科外活動「道徳」を格上げし２０１８年度から本格導入する新教科「特別の教科　道徳」の学習指導要領改定案を公表した。現行の指導要領を踏襲しつつ、いじめ問題への対応を重視し「公正、公平、社会正義」を小学１年から扱う。また、討論しながら課題の解決策を探る「課題解決型学習」を取り入れ、「教材を読む道徳」から「考える道徳」への転換を図る。３月５日まで意見公募した上で今年度内に改定。夏ごろまでに教科書検定基準などを作成し、小学校は１６年度の検定を経て１８年度から、中学は１７年度検定で１９年度から、教科書を使った授業が始まる。【三木陽介】

　◇いじめ対応重視

　道徳の目標を「物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる」こととし「特定の見方や考え方に偏らない」と明記した。

　授業時数は現行と同じ年間３５時間（週１時間）で、学習内容は「節度、節制」「公正、公平、社会正義」など、指導の狙いを明確にした項目ごとに分類。道徳教科化のきっかけになったのが大津市の中２いじめ自殺事件（１１年）だったことから、現行では小学校高学年以降で扱う「公正、公平、社会正義」を低学年から導入。小学１・２年で「好き嫌いにとらわれないで接すること」、小学３・４年生で「誰に対しても分け隔てしないこと」を新たに盛り込んだ。

　グローバル人材育成の視点から、低学年の項目に「他国の人々や文化に親しむこと」も加えた。中学は学習内容の変化はない。また、小学校では情報モラル、中学では科学技術、生命倫理なども扱い、課題解決型学習や体験学習で指導することを求めた。

　子供の評価は「学習状況や道徳性にかかる成長の様子を継続的に把握する」とし、数値ではなく、プラス面を記述式で評価する。ただ「道徳性」の評価法が確立されていないため、同省は専門家会議を設置し、今秋までに具体例を示す。教科書を使った授業は１８年度からだが、新指導要領に沿った授業を先行実施できるように来年度中に教員用の資料を作成し、配布する。

　◇教科化で充実図る

　「特別の教科　道徳」の学習指導要領改定案が４日公表された。文部科学省は教科化によって道徳教育の充実を図りたい考えだが、授業の進め方や児童生徒の評価を巡り、教員の指導力をどう向上させるかが成否のかぎになりそうだ。

http://mainichi.jp/select/news/20150205k0000m040101000c.html
・ダブルリミテッド:孤立の子供たちに支援を　熊本で研修会　／熊本（2月12日）
毎日新聞　2015年02月12日　地方版

　母国語が定着していない幼少時を日本で過ごしたため、母国語も日本語も十分習得できず社会的孤立を深める「ダブルリミテッド」の子供たちを支援するための研修会が１１日、熊本市中央区の国際交流会館であった。支援を続ける市民グループ「熊本・外国ルーツの子どもたち支援連絡協議会」の竹村朋子代表は「まず周囲が気付いてあげて」と呼びかけた。

　昨年１０月に設立した同協議会が主催し、教育関係者ら約５０人が参加した。

　同協議会によると、ダブルリミテッドの子供らは日常会話は支障なくできるように見えるため、周囲は言葉のハンディに気付きにくい。しかし、物事の概念や抽象的な言葉の意味を分かっていないため、学校の授業についていけず思考力や記憶力に影響を及ぼすという。

　竹村代表は「言語は生活、学習の基盤。子供のせいではないので、周囲の大人が気づいていかないといけない」とダブルリミテッドの子供たちへの理解を呼びかけた。文部科学省によると、２０１２年度、県内で日本語指導が必要な児童・生徒数は６９人。専門的な日本語指導や日本語の初期指導の必要性が指摘されている。

　竹村代表が主宰するＮＰＯ法人「外国から来た子ども支援ネットくまもと」は現在、県内１１自治体に日本語指導員を派遣している。１４年に指導した児童・生徒４４人のうち、ダブルリミテッドとみられる子供は２０人に上ったという。【井川加菜美】

http://mainichi.jp/area/kumamoto/news/20150212ddlk43040149000c.html
・北海道教委:悪いのはゲーム？　「触れない日」設定　「短絡的だ」批判相次ぐ
（2月12日）

　北海道教育委員会やＰＴＡなどが昨年末から設定した「ノーゲームデー」が波紋を広げている。子どものネット依存を減らすのが目的だが、ゲームで遊ぶ子どもたちに×印をしたイラストをチラシやホームページに載せて呼び掛けたこともあり、「ゲームを否定しているのか」などと批判が続出。道教委は急きょイラストを差し替え、弁明に追われている。【小川祐希】

　道教委が昨年、中高生約４７００人を対象にインターネットの利用実態を調査したところ、半数以上が「１日に２時間以上使用」と回答。犠牲にしている時間（複数回答可）は勉強（３８％）▽睡眠（３２％）▽家族と話す時間（１３％）が多く、約２割がネット依存を自覚していた。

　ネットやゲームの利用時間が短いほど学力が高いとの文部科学省の調査結果もあり、道教委やＰＴＡなどで作った「子どもの生活習慣づくり実行委員会」は昨年１２月下旬から毎月第１、第３日曜日を「ノーゲームデー」と設定。体を動かす遊びや読書、家族だんらんの時間を大切にし、家庭でネット利用のルール作りをするよう促した。

　ところが、短文投稿サイト「ツイッター」で「ゲームをしている人でも頭がいい人はいる。子どもの自由を奪う活動はよくない」（大学生）、「必要なのはゲームを通じて親子が触れ合う機会」（２児の父）、「『なぜ子どもはゲームをやりたがって、勉強はやりたがらないのか』を分析すればいい。単に排除するだけでいいのか」（別の２児の父）などと話題になった。道教委には批判の電話やメールも十数件寄せられたという。

　道教委は「『ゲーム禁止』という印象が独り歩きした。インターネットやスマートフォンも含め、あらゆる電子メディアとの付き合い方を見直そうとの取り組みの趣旨が十分に伝わらなかった」と困惑。チラシやホームページのイラストについては「ゲームを否定しているとの誤解を招く」と、家族だんらんの絵柄などに変更した。

　メディアと教育に詳しい藤川大祐・千葉大教授（教育方法学）は「『ノーゲームデー』という名称はゲームを目の敵にしていると誤解されやすい。『体験活動の日』など前向きな名称にすべきだった」と指摘。土井隆義・筑波大教授（社会学）は「１人で楽しむためのゲームなら『しない日』を設けるのも有効だが、友達とのつながりを求めてするゲームや『ＬＩＮＥ』などの無料通信アプリの場合は簡単に制限できるものではない」と話す。

　ノーゲームデーは、さいたま市教委や東京都葛飾区教委なども設定しているが、批判的な意見は寄せられていないという。奈良県教委は２０１１年度から実施していたが、「ゲームをする時間を決めるのは本来は家庭の役目」として、１３年度限りでやめた。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150212dde041100049000c.html
・少年院:教育に新課程、障害の特性を配慮…法務省方針（2月17日）
　非行少年に占める知的障害や発達障害の割合が高まり、一般少年院や医療少年院では個人の発達や障害の特性を踏まえた配慮が十分できないとして、法務省は新たな課程を設ける方針を決めた。障害がある少年向けの処遇課程の改編は、現行制度の大枠ができた１９７７年以来。医療少年院の人員に限界があるため、全国２０程度の一般少年院に新課程を置き、社会復帰を支援する。

http://mainichi.jp/select/news/20150217k0000m040102000c.html
・Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ:少年院教育に新課程　法務省方針、障害特性を配慮（2月17日）
　非行少年に占める知的障害や発達障害の割合が高まり、一般少年院や医療少年院では個人の発達や障害の特性を踏まえた配慮が十分できないとして、法務省は新たな課程を設ける方針を決めた。障害がある少年向けの処遇課程の改編は、現行制度の大枠ができた１９７７年以来。医療少年院の人員に限界があるため、全国２０程度の一般少年院に新課程を置き、社会復帰を支援する。

関連記事

　非行少年の処遇課程は年齢や非行の傾向、心身の故障の状況などにより分類されている。少年院では一般的に教科教育、生活指導、職業訓練などが行われ、医療少年院には身体や精神に疾患がある少年を処遇する「医療措置課程」と、知的障害や発達障害など情緒面に問題がある少年を受け入れる「特殊教育課程」が置かれている。

　法務省によると、８９年と２０１３年に医療少年院に収容された少年は、それぞれ３７２人と２９３人。うち身体疾患の占める割合は３３％から７％に減少し、知的障害は３０％から４２％へ、情緒面に問題を抱える少年は２２％から４２％へと増加した。暴走族が絡むような暴力事件が減る一方、障害の認知が進み、かつては一般少年院に収容されていた少年が医療少年院に入るようになった可能性がある。

　法務省によると、知的障害や発達障害がある場合でも状況に応じて一般少年院に入ることがあるが、近年は医療少年院と一般少年院のどちらに入所させるか判断が難しいケースも増加しているという。

　新教育課程は今年６月にスタート予定で、一般と特殊教育の境界線上にいる少年を受け入れる。こうした少年は自己評価が低い傾向があるため、社会貢献活動を通じて自信をつけさせる教育内容も検討している。

　発達障害者の支援に取り組み、少年矯正制度の見直しを議論した有識者会議の委員も務めた「日本発達障害ネットワーク」の市川宏伸理事長（７０）は「かつては発達障害という概念がなく、少年院側も非行少年を集団に適応させることばかり考えていた。障害の特性を考え、個々に見合った処遇に切り替えるのは当然の流れだ」と指摘している。【和田武士、伊藤一郎】

http://mainichi.jp/journalism/listening/news/20150217org00m040004000c.html
・・医療少年院:全国５カ所、ケアと更生の日々　識者の話（2月17日）
　◇回復後は矯正を−−「少年犯罪被害当事者の会」代表の武るり子さん（６０）の話

　被害者や遺族は、加害者を選んでいるわけではない。それなのに「少年だから」「病気だから」「障害があるから」という理由で、加害者によって司法手続きや矯正施設での処遇、刑罰の内容に差があるのは非常にやりきれない。

　特に被害者が命を落としたような事件では、非行や犯罪に見合った適正な処遇・刑罰を受けなければ、遺族が「生きる力」を失うことにもつながる。

　疾患や障害がある非行少年の治療の必要性を否定はしない。知的障害や治療の難しい精神疾患などもあると思う。だが、治療して一定程度回復した後には、時間がかかっても、事件への反省を深めさせるとともに、非行内容に見合う適正な処遇をしてほしい。

　◇施設差あり課題−−裁判官として多くの少年事件に関わった多田元（はじめ）弁護士（７１）の話

　少年院は本来、個々の少年に合わせた教育をすべきだが、現場では浸透しているとは言えない。規律をたたき込むような教育から脱却できていないが、それでは通用しない子供が増えている。その意味では一般少年院より医療少年院の方が、疾患や障害を抱えた少年たちがいるという性質上、個々のニーズに合った処遇をしている。

　「医療と教育の両立が難しい」との指摘もある。だが、無理な教育目標を立てて押しつけるのではなく、少年をケアしながら回復させて育てることが重要だ。

　一方で、施設によって医療レベルが違うことには問題がある。人材確保などのハードルはあるが、全体的な医療レベルの向上が求められる。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150217ddm012040098000c.html
・取材前線:長崎市小６自殺外部委報告　「児童の聴取」に課題　／長崎（2月17日）
　長崎市立小６年の女子児童（当時１１歳）が２０１３年７月に自殺を図りその後死亡した問題で、市教委設置の外部調査委（第三者委）が２日、調査報告書を市教委に提出した。報告書はいじめと自殺との関連を認める一方、児童に協力を拒まれた場合には聞き取りができないなど「第三者」が調査する限界にも言及した。いじめを受けていた中学３年生が自殺した新上五島町など各地で第三者委が設置される中、長崎市の事例から見えた課題を探った。【樋口岳大】

　「外部調査委の限られた権限で集められた情報は限られているため、法的意味での直接の因果関係の認定は困難だが、（いじめなどの）事実が児童の自死との関連を有すると考える」。報告書にはいじめと自殺との関係がこう記述された。

　外部調査委はいじめが疑われる１５事案を検証し▽あだ名でのからかい▽上履き隠し▽直前にあった修学旅行の班決めで仲間外れにされたこと−−の３件をいじめと認定した。「死んだ虫を食べさせられた」など他の事例は「事実がなかったとも、存在したとも認定できない」などあいまいな表記が目立った。

　背景の一つに、児童からの聞き取りの難しさがある。外部調査委は女子児童の母親（４１）の他、別の児童の保護者や教職員から聞き取りをしたが、児童からは一人も委員が直接聴取できなかった。報告書提出後の記者会見で山下肇委員（弁護士）は「一番聞きたかったのは児童だが、断られた。訴訟であれば証人義務があるが、市教委や外部調査委の呼び出しには強制力がない」と指摘した。

　武田さち子委員（教育評論家）は他の事案の第三者委員を務めた経験も踏まえ「私たちが思っている以上に、子供たちはいじめについて話すことができない。人間関係が作れていない中で子供から急に聞き取りをするのは難しい」と指摘。「言葉や態度のいじめは、被害者が生きている場合でさえ立証するのは難しい」とも語った。

　国は２０１３年１０月、いじめ自殺の調査に関する留意事項を盛り込んだ「いじめ防止基本方針」を策定したが、今回の報告書は「外部調査委の権限が明確にうたわれていないため、どの程度まで主体的な調査ができるか明らかな指針がなかった。必要十分な調査のためには、法的に認められた明確な権限が必要」と指摘した。

遺族への情報公開にも課題が残った。外部調査委の事務局は「当事者」として検証を受ける立場である市教委が担った。市教委は外部調査委の議論の内容を逐一把握していたが、遺族には、最終段階まで詳しい説明はなかった。
　女子児童の母は「議論を逐一踏まえた意見が言えなかった」と悔やんだ。遺族代理人の今井一成弁護士は「裁判であれば、争点が明らかになったうえで互いに意見を出し合っていくが、外部調査委が何を問題点として挙げているのかが我々には見えなかった。そこが見えていれば、遺族にとっての満足の度合いも違っていたのではないか」と語った。

http://mainichi.jp/area/nagasaki/news/20150216ddlk42040286000c2.html
・女児誘拐未遂容疑:群馬県警渋川署の２４歳巡査を逮捕（2月18日）
　勤務する交番の管轄エリアで小学４年の女児（１０）を誘拐しようとしたとして、群馬県警は１８日、県警渋川署地域課巡査、秋山暢大（のぶひろ）容疑者（２４）を未成年者誘拐未遂容疑で逮捕した。「かわいかったので仲良くなりたかった」と容疑を認めているという。

　容疑は１月１５日午後４時１０分ごろ、同県吉岡町の小４女児の自宅前で、女児に声を掛け「パパが交通事故に遭って病院に運ばれた。すぐに来てくれないか」とうそをつき、車に乗せて連れ去ろうとしたとしている。不審に思った女児が拒んだため、車で走り去ったという。秋山容疑者は当日は非番だった。

　県警によると、小４女児は当時、小１女児の友達（７）と歩いて帰宅中だった。秋山容疑者は女児の自宅前に乗用車を止め、女児が帰ってきたところを、車から降り声をかけた。私服で、警察官であることは明かさず、女児や父親の名前を口にして父親の知り合いを装っていた。

　女児がパート先の母親に電話し、母親が父親に連絡して渋川署に通報。女児と小１の友達が昨年１２月に数回、パトロール中だった秋山容疑者の姿を覚えており、「見たことがあるおまわりさんだった」と証言したため、容疑者として浮上した。

　秋山容疑者は２０１３年４月に県警に採用され、１４年３月から吉岡町交番に勤務していた。この事件で捜査対象になってからは渋川署の内勤となっていた。

　県警は、警察官の権限を利用して女児や父親の名前を知った可能性もあるとみて、経緯を調べている。県警の上原健司首席監察官は「現職の警察官が未成年者誘拐未遂事件で逮捕されたことは極めて遺憾。捜査結果を踏まえ、厳正に対処していく」とのコメントを出した。【尾崎修二、山本有紀】

http://mainichi.jp/select/news/20150219k0000m040093000c.html
・医療少年院は今:／上　「非行」「障害」、二重のレッテル　社会復帰、狭き道　受け入れ先探し難航（2月18日）
　面会室の片隅に、色鮮やかな千羽鶴が飾られていた。知的障害や発達障害の非行少年約９０人が収容される大分県中津市の中津少年学院。かつて在院していた少年の母が一羽ずつ思いを込めて作った。

　少年が窃盗未遂の非行内容で少年院に入ったのは４年前。１６歳の時だった。１年後、出院して自宅に戻った時に千羽鶴を見つけた。「帰ってくるのを祈って、毎日折ってたんだよ」。母の言葉に心を打たれた少年は、千羽鶴を院に寄贈した。みんなにも待っている人がいると伝えたかった。「母と一緒に頑張っています」。添えられた手紙には、そう書かれていた。だが、実際には医療少年院を出た少年が親元に帰れないケースも少なくない。

　窃盗、薬物、性犯罪。少年たちが起こす事件はさまざまだ。人の命を奪ってしまった少年もいる。非行内容が深刻になればなるほど、親や兄弟姉妹も心に深い傷を負う。子供を引き取れないと言ってくる親もいるという。

　少年院の収容期間は長くても通常は１年程度。ただ、刑の満期になれば刑務所を出所しなければならない成人と違い、少年は帰る先がなければ出院時期を迎えても収容が延びてしまう。障害を抱えた医療少年院の入所者は、受け入れ場所がなかなか見つからない。「社会でさまざまな経験を積むべき時期を施設で過ごすことは、本人の将来にプラスにはならない」。関東医療少年院（東京都府中市）で、出院する少年の生活場所を決める「帰住調整」に携わる精神保健福祉士、粟屋友恵さん（５３）は、そう指摘する。

　２年前に西日本の医療少年院に入った少年は、母の交際相手の男と一緒に傷害事件を起こした。母は刑務所に入った男を引き受けることを望み、少年の引き取りを拒絶した。そもそも男と一緒だと少年の更生に支障が出るおそれがある。後になって少年を受け入れると伝えてきたが、母には精神的に不安定な面もあり、少年を任せられる状態ではなかった。

　親が精神障害や深刻な薬物、アルコールの依存症を患っている場合、院側は親元に帰すべきではないと判断する。経済的に困窮し、適切な養育が期待できないケースも多い。西日本の少年も、出院時期が過ぎたのに帰る先が見つからない。

　「規則正しい生活と内服治療でこの１年間再発がない」「体調に配慮してくれる職場が望ましい」。昨年１０月、京都医療少年院（京都府宇治市）の会議室で、法務教官や看護師、ハローワークの担当者が、在院少年の社会復帰に向けて会議を開いた。粟屋さんと同じ精神保健福祉士の姿もある。

　法務省は２００９年以降、各地の医療少年院に、福祉の専門家である精神保健福祉士や社会福祉士を非常勤職員として配置し始めた。帰る家がない少年を受け入れてくれる病院や福祉施設との交渉を引き受けている。

　それでも、受け入れ先を探すのは容易ではない。ある少年院では出院後の通院先が見つかるまで５年以上かかった。「非行」と「障害」という負のレッテルを二重に貼られているためだ。京都医療少年院の精神保健福祉士、今井真美さん（５１）は「それを剥がすのが私の仕事です」と強調した。

　　　　　◇

　疾患や障害がある非行少年が暮らす医療少年院。立ち直りの支援に向けて国も動き始めた。さまざまな問題を抱える現場を訪ねた。（和田武士、伊藤一郎が担当します）

http://mainichi.jp/shimen/news/20150218ddm041040135000c.html
・くらしナビ・ライフスタイル:母子家庭、「貧困」の背景　シングルマザー１００人調査（2月19日）
　生活保護率や就学援助率が全国ワーストの大阪で活動する市民団体「大阪子どもの貧困アクショングループ」（略称・ＣＰＡＯ）が、シングルマザー１００人に生い立ちから今の暮らしぶりまで聞き取る調査を実施した。ひとり親家庭の半数以上が「貧困」とされる中、困難の背景を浮き彫りにし、支援策や政策提言につなげるのが狙いだ。徳丸ゆき子代表（４４）に、調査から見えることを聞いた。

　◇「大阪子どもの貧困アクショングループ」徳丸ゆき子代表に聞く

　＜ＣＰＡＯが活動を始めたのは２０１３年５月、大阪市北区のワンルームマンションで母子の遺体が見つかった日の翌日だ。室内に食料はなく「おなかいっぱい食べさせたかった」との趣旨のメモが残されていた＞

　当時、私は約１０年働いた国際ＮＧＯ「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」（ＳＣＪ・東京都）を辞め、国内の子どもの貧困に向き合う活動を模索していました。なぜ助けてと言えないのか。数字では見えない「しんどさ」を明らかにしたいと、友人らに声をかけて団体をつくり、２カ月後にＳＣＪと共同で調査を始めました。

　●事件は氷山の一角

　＜調査対象は、生活保護を受給しているか生活保護基準以下の収入など不安定な生計▽本人や子に障害がある▽元夫による暴力被害がある−−など、何らかの困難を抱える母親。支援団体などに紹介を受け、昨年１２月までに、大阪を中心にした京阪神地域に住む母親と、東日本大震災で被災した母親に話を聞いた＞

　１８〜５６歳の母親に話を聞きましたが、大阪の事件は氷山の一角だと改めて感じました。特に伝えたいのは、親世代からの「負の連鎖」に苦しむ母子の存在です。

　例えば、テーブルでご飯を食べたことがなく、「食卓って、どうやってつくるんですか」と聞く母親がいます。多くの場合は貧困を背景に、母親自身が親からの暴力や暴言、育児放棄など不適切な環境で育ち、大人になるまでに社会を信用できなくなるほど傷ついています。さらに元夫の暴力など、結婚生活で心を病む例も少なくありません。離婚後は厳しい職探しや住まい、子の不登校など複雑な問題を抱えますが、それらを整理し、解決する力を持てません。

　●言えない「助けて」

　＜調査報告書は、１０人の母親の声を紹介する。その一人、かほさん（２５）＝仮名＝は、生活保護を受け４歳の子を育てる。父子家庭に育つが、虐待を受け、中学生から恐怖感に襲われる「不安障害」に。中学を卒業後、家を出て、ネットで知り合った男性と交際するが、出産後に妻帯者と判明。一度は行政の非常勤職員に就くが、低賃金のため風俗店と掛け持ちして障害が悪化する。ＣＰＡＯに相談し、生活保護につながるが、自殺願望に悩まされている＞

　つらい養育環境から１０代後半で家出した母親は多いですが、一度もＳＯＳを出していない人はいません。かほさんは子どもの時、周りの大人に「いつかお父さんに刺される」と訴えましたが、取り合ってもらえませんでした。離婚後、行政機関に「なぜ中絶しなかったの」と言われたこともあります。こんな経験が「助けて」と言えなくさせます。

　母親の中には、精神的な不安定さやこれまでの被害経験から、一般的にみて説明のつかない言動をする人もいます。相談を受ける人には背景を理解し、共感することはもちろん、もう一歩、手を伸ばす介入型の支援が必要です。

　●「お節介入」が必要

　＜ＣＰＡＯは母親の悩みに対応する形で、行政への同行や食料支援のほか、キャンプや自然体験など母子の居場所づくりと活動を広げている＞

　お母さんたちを、ある意味「偏愛」しています。「冷蔵庫に何もなくなった」と夜中にＳＯＳが来たら、翌日食料を届ける。２時間お茶を飲みながら、悩みをどこから解決するのか丁寧に整理する。自然体験などで、硬くなった心がほぐれるうちに「徳丸さんが言うなら」と支援を受ける気持ちになる人もいます。約１３０人とつながっていますが、減ることはありません。

　今後訴えたいのは、子どものサポーターを増やすこと。ある子に「ぼく、今何でここおるん？」と聞かれました。父親の暴力から逃れ、母親と住所を転々としていましたが、誰からも何の説明も受けていませんでした。ある子は壁に頭を打ち付けて「死ね」とつぶやいていました。「誰に言ってるの」と聞くと「自分」と。一日一日が精いっぱいのお母さんの元に、こうした子どもたちがいます。

　各地で子ども支援の民間団体が増えていますが、負の連鎖を止めるため、多くの人に「お節介入（せっかいにゅう）」してほしいと思います。

　　　　　　◇

　ＣＰＡＯとＳＣＪは今春の統一地方選に向け、調査を基に政策提言をまとめる方針だ。報告書は来月にも、ウェブページ（http://cpao0524.org/wp)で公開予定。連絡先はメール（info@cpao0524.org）。【反橋希美】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◆ＣＰＡＯの調査報告書「シングルマザーたち１００人がしんどい状況について話しました」より抜粋

　◇かほさん（２５）＝４歳女児、生活保護

　（一番困っていることは）人に対する自分の姿勢です。人を疑ってしまって。あら探しして、今までの経験が悪い方へ進んでいる。娘に対しても疑っている時あって。寝起きに、あの子、私を抱き寄せてくれるんですよ。ぎゅーって。それでテレビとかおなかすいたらどこかへ行くじゃないですか。「あ、やっぱりこの子私のこと突き放した」って思うんですよ。

　◇つばきさん（３２）＝３歳女児、無職

　（出産後、未婚で子を連れて帰省したが、兄から暴力を受けて）私が実家でボコボコにされたとき、うちの子めっちゃ泣いてたんです。同じようなこと、私が娘に繰り返してた。それを思い出して、こんなことしてたらダメやわと思って。

　◇さとこさん（４７）＝１１歳男児、無職

　よくクビになるんで、長くっていうところが一度もない。失敗するのがこわい。すごく失敗が多いので毎日怒られる。それが耐えられなくなって、自分から辞めたんです。心療内科に通ってて、抗うつ剤と睡眠導入剤飲んで寝てる感じ。

　＊母親の名前は全て仮名

http://mainichi.jp/shimen/news/20150219ddm013100027000c.html
・ＪＫビジネス:許さぬ　女子高校生の性売り物　愛知県、包括規制へ（2月21日）
　制服姿での接客など女子高校生の性を売り物にした「ＪＫビジネス」を規制するため、愛知県は青少年保護育成条例の改正案を２月定例県議会に提出する。提供する店に立ち入り調査できるようにし、禁止行為の違反者に対する営業停止命令や罰則を設ける。県によると、多様なＪＫビジネスを包括的に条例で規制する取り組みは全国でも初めてという。可決されれば７月１日に施行される。

　ＪＫビジネスには、女子高生が水着姿でサービスする「ガールズ居酒屋」▽個室で添い寝する「リフレ」▽屋外でデートなどをする「散歩」−−などがある。県警の調べでは、県内では昨年１１月末時点で７７店舗が確認された。近年は犯罪に発展する事例も増えている。警察に届けずに泣き寝入りしているケースも多いとみられる。

　改正案では、ＪＫビジネスで提供されるサービスを「有害役務（えきむ）」とし、１８歳未満による接客や店への立ち入りなどを禁止行為に規定した。違反者には６カ月以内の営業停止を命じ、命令違反をした場合は１年以下の懲役または５０万円以下の罰金を科す。【町田結子】

http://mainichi.jp/shimen/news/20150221ddm041010093000c.html
・福岡家裁:面会拒否で親権変更「父と交流実現のため」（2月23日）
　離婚などが理由で別居する親と子供が定期的に会う「面会交流」を巡って、離婚して長男（７）と別居した４０代の父親が、親権者の母親が拒むため長男と会えないとして、親権者の変更を申し立てた家事審判で、福岡家裁が父親の訴えを認め、親権者を父親に変更する決定を出していたことが分かった。虐待や家庭内暴力が理由で親権者の変更が認められるケースはあるが、面会交流を理由にした変更は極めて異例。02月23日 07時00分 

　決定は昨年１２月４日付。家裁は「父親と長男の関係は良好だった。円滑な面会交流実現のためには親権者変更以外に手段がない」と判断した。

　審判などによると、夫婦は関東地方に住んでいた。父親が２０１０年３月、東京家裁に離婚調停を申し立て、双方が長男の親権を求めた。別居し、調停中は１週間交代で長男と同居して世話（監護）することで合意したが、１１年１月以降は母親が長男と住み、父親は月３回、長男と面会できるよう協議で変更した。ところが、長男が次第に面会交流を拒むようになった。

　母親は１１年４月、長男と福岡県内に転居。１１年７月、月１回の面会交流を条件に母親が親権者となり調停離婚が成立した。しかし、面会できなかったため父親が１２年９月、親権者変更を福岡家裁に申し立てた。【鈴木一生】

　◇子に何が良いか「慎重に判断を」

　離婚などで子供と離れて暮らす親が、面会交流を望んで家裁に調停を申し立てるケースは年々増加している。最高裁によると、昨年の申立件数は１万１３１２件で、１０年前の約２．５倍。

　一方、面会交流を認めるかどうか、慎重に判断すべきだという意見もある。

　今回の審判で男性の代理人を務めた清源（きよもと）万里子弁護士（大分県弁護士会）は「家庭内暴力や虐待など、子供にとって面会交流がよくないケースもある。子供に何が一番良いか、両親双方の代理人や家裁調査官などがきめ細かく調べて判断するのが重要だ」と指摘している。

　【ことば】親権と面会交流

　親権は未成年の子供を養育する親の権利義務で、監護（監督・保護）や教育、財産管理などに範囲が及ぶ。民法は離婚した場合はどちらか一方が親権者になると定めるが、事情によって親権者と別に監護者を決め、親権者が財産管理、監護者が子供を養育する場合もある。面会交流は離婚などで子供と別居する親が、同居する親との間でルールを決め定期的に子供と会うこと。家庭裁判所に調停を申し立てることもできる。

http://mainichi.jp/select/news/20150223k0000m040104000c.html
･家事審判:面会拒否で親権変更　離婚後の父と子、交流重視　福岡家裁(2月23日)
　離婚などが理由で別居する親と子供が定期的に会う「面会交流」を巡って、離婚して長男（７）と別居した４０代の父親が、親権者の母親が拒むため長男と会えないとして、親権者の変更を申し立てた家事審判で、福岡家裁が父親の訴えを認め、親権者を父親に変更する決定を出していたことが分かった。虐待や家庭内暴力が理由で親権者の変更が認められるケースはあるが、面会交流を理由にした変更は極めて異例。

　決定は昨年１２月４日付。家裁は「父親と長男の関係は良好だった。円滑な面会交流実現のためには親権者変更以外に手段がない」と判断した。

　審判などによると、夫婦は関東地方に住んでいた。性格の不一致などを理由に父親が２０１０年３月、東京家裁に離婚調停を申し立て、双方が長男の親権を求めた。

　別居し、調停中は１週間交代で長男と同居して世話（監護）することで合意したが、１１年１月以降は母親が長男と住み、父親は月３回、長男と面会できるよう協議で変更した。ところが、長男が次第に面会交流を拒むようになった。

　母親は１１年４月、長男と福岡県内に転居。１１年７月、月１回の面会交流を条件に母親が親権者となり調停離婚が成立した。

　しかし、面会できなかったため父親が１２年９月、親権者変更を福岡家裁に申し立てた。家裁は家裁内で父親と長男の「試行的面会交流」を実施したが、２回目を長男が拒んだ。母親が１回目の直後「（マジックミラーで）ママ見てたよ」と長男に話したことから、家裁は「長男が強い罪悪感を抱き、母親に忠誠心を示すために２回目に拒否感を強めた」と判断した。

　監護者は母親とし、父親と長男の面会交流を月１回と定め「双方の親と愛着を形成することが子の健全な発達にとって重要」と指摘した。

　◇子供に沿った画期的な決定

　離婚後の親子問題に詳しい早稲田大の棚村政行教授（家族法）は「面会交流が親ではなく子供にとって重要な権利と示した画期的な決定。全国初の判断だろう。子供が本当に面会交流を拒否しているかの見極めが大切で、今回は家裁が丁寧に父子関係を調べた。家事審判による親権者変更で面会交流が実現できることを示しており、評価できる」と話している。【鈴木一生】

http://mainichi.jp/shimen/news/20150223ddm041040111000c.html
・スポーツを考える:中澤篤史・一橋大専任講師（身体教育学）（2月21日）

　◇部活動のあり方、問え
　法的な根拠を持たないボランティアでありながら、休日返上も珍しくない部活動の顧問制度を「おかしい」と感じ、授業準備や教材研究の時間を確保するために顧問を拒否した現役の中学校教師、真由子さん（仮名）のブログが話題になっている。

　自分の思いをあれほど率直に語っていることが興味深い。運動部活動の在り方について、現場の教師が抱えているさまざまな問題が凝縮されているようなブログだ。

　昨年１１月３日の毎日新聞はこのブログを取り上げて、「『真由子』はわがままか」と問いかけた。その問いに対して「真由子さんはわがままではない」と答えたい。今の教育現場における教師の労働負担は相当に重く、真由子さんはひとりの教師として声を上げなければならないほど追い込まれているのだろう。

　だが、「わがままかもしれない」と言える側面もある。戦後の日本社会の歴史を振り返れば、学校教育は部活動だからこそできる人間形成を教育理念として抱え込んできたからだ。教科ではできないようなものを含み込んできたところに意味がある。

　教師の仕事は授業だという言い方は、厳密に言えば間違っている。教師の仕事は教育だ。授業があって生徒指導があって進路指導があって部活動がある。いろいろなふくらみを持っているのが教育であり、その中で部活動のあり方を議論していくべきだ。

　学習指導要領は子どもの自主的な活動の場として部活動を位置付けている。子どもが自分のしたいこと、好きなことを自由に追求していく。時には仲間の協力や教師の支援を求めながら。誰かの指示通りに動くロボットではなく、民主的な人間を戦後の日本は求め、育てようとしてきた。

　ただ、近年は部活動が過熱化、肥大化してバランスが崩れてしまっている。教師の関わりが拡大して勤務時間や手当の問題が生じている。一方、部活動における暴力や体罰の問題も待ったなしだ。柔道事故では多くの子どもの命が失われてきた。

　教師の生活を守ること、子どもの命を守ること、その上で教育としての部活動の在り方を再構築しなければならない。２０２０年東京オリンピックを見据えて、スポーツとしての部活動の議論は盛んだが、教育としての部活動をどう立て直すかの議論は十分ではない。

　身近な存在のため疑うことのなかった部活動の自明性を切り崩して相対化していく研究を進めている。理想を考えるためには現実を見つめ直す必要がある。部活動が戦後どんな歴史的な文脈の中でつくられ、盛んになったのか、子どもたちや教師はどんな状況に置かれているのかを提示する作業を続けていきたい。【構成・写真、落合博】＝隔週土曜日掲載

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■人物略歴

　◇なかざわ・あつし

　１９７９年生まれ。東大大学院修了。教育学博士。主著は「運動部活動の戦後と現在　なぜスポーツは学校教育に結び付けられるのか」（青弓社）。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150221dde035070018000c.html
・いのちを守る防災:日本赤十字　避難行動、学校で教えて（2月25日）
　日本赤十字社は学校の防災教育を推進するための教材「まもるいのち　ひろめるぼうさい」を作製し、青少年赤十字に加盟している小中高校を先行して全国の学校に配る。防災教育が徹底していた岩手県釜石市の児童が東日本大震災で主体的に避難したように、防災教育は重要で、活用が期待される。

　●全国に教材配布

　教材は１０３ページのテキスト。教師が授業ですぐ使えるように防災教育について、授業の展開の仕方▽指導のポイント▽必要時間数−−などが書かれている。

　子供たちに災害時の行動を考えさせるワークシートに加え、多くの写真やイラストを添付し、東日本大震災当時の映像を収録したＤＶＤも付けた。作製には東北地方の教員も参加したほか、気象庁も協力した。

　単なる座学ではなく、グループワークを通じて「自分の考えは言えたか」「みんなで意見を出し合って決めたか」といった主体的な行動を育てていくことも重視している。

　例えば、学校にいる時に地震が起きた場合、考えられる危険はどのようなもので、どのように行動すればよいのかを考えさせたり、「おにぎり１０個、ペットボトル５個」と書かれたカードを班ごとに配り、上手に分配できるか実践したりする。

　地震、台風、竜巻、噴火などさまざまな災害対応を取り上げており、小学生低学年、高学年、中・高校生と段階に応じた内容にもなっている。ＤＶＤの映像にはジャーナリストの池上彰さんも出演して、子供たちが飽きないような工夫もしている。被災体験の残る地域では津波の映像を流さないなど、学校の実情に応じた指導も可能だ。

　●研修受けて活用

　１月上旬、東京都港区の日赤本社に、各地の教職員約８０人が集まった。教材を使って、どのように授業を行うかの研修会だ。６人ずつのグループに分かれ、震災で壊れた建物を残すかどうか議論する。最初にそれぞれが「残す」「残さない」「その他」と書かれたカードから選んで一斉に出した。続いて、「見たくない人は見ないようにシートを掛けて残したらどうか」「悲しい気持ちの人を優先して、残さないべきだ」など活発な意見が出た。議論の結果、自分の意見を変えた人もいた。正解を求めるのでなく、話し合うことを重視している。

　また、チームで竹ひごを使ったタワー作り競争も行われた。見ず知らずの人たちが短時間で共同作業を行える訓練になるという。

　参加した大阪府阪南市立尾崎小学校の永田恵教諭（５８）は「阪神大震災の経験もあり、防災教育の重要性は実感している。教材には新しい試みが盛り込まれており、教えやすい」と評価した。

　日赤の佐藤知和・青少年係長は「これまでは炊き出しやけがの応急処置など災害救援に重点を置いていた。しかし、東日本大震災の教訓を踏まえ、人を助けるためには、まず自分が生きなければならないという防災教育に力を入れたい」と狙いを話す。防災教育によって、自分の命を守る力を身につけるとともに、学校、地域、家庭の防災意識を高めることで、周りの命を救うことにもつなげたいとしている。

　ただ、副読本を作製しても学校で活用されなくては意味がない。監修を担当した渡辺正樹・東京学芸大教授（安全教育学）は「命を守ることは命そのものを学ぶことになり、学校教育の基盤になる。自然災害全般を包括して、子供たちに考えさせ、生きる力を育むような教材はこれまで少なかったので貴重だ」と指摘。そのうえで、「学校で安全教育の時間をどう確保するのかは課題で、学校に安全担当の先生を置くことも必要。また、関心がなければ使われないので、単に作製しただけでなく、研修会を開いていくなど工夫が必要だ」と話している。【柴沼均】

http://mainichi.jp/shimen/news/20150225ddm013040049000c.html
・発信箱:緩い部活＝落合博（論説委員）（2月26日）
　スポーツに暴力はつきものなのか。中学と高校における体罰（暴力）の４割前後が部活動中だったことが文部科学省の調査で分かった。

　大阪市立桜宮高でバスケットボール部顧問の男性教諭から暴力を受けていた男子生徒が自ら命を絶った事件は終わっていない。

　懲戒免職となり、傷害罪などで有罪判決が確定した元顧問が大阪の市立中学でバスケット部の指導をしていたことが先日、分かった。校長らに無断でコーチを依頼した中学教諭は戒告処分を受けた。元顧問は執行猶予中で、民事訴訟も係争中。男子生徒の遺族が抗議書を送ったのは当然だろう。

　暴力的指導の根絶に向け、大学の教員養成課程で部活動の指導者育成を主眼としたカリキュラムの開発を進めることが急務だとの社説を２年前に書いた。当時、見落としていた問題があった。

　部活動を指導する先生たちの実態だ。実質的にはボランティアで競技経験も乏しいにもかかわらず、週末は試合や練習などで家族と過ごすこともままならない。現職教諭のブログからは悲鳴が聞こえてくる。だからといって、子どもたちを追い込むような指導が許されるわけではない。

　喫緊の課題は何か。「運動部活動の戦後と現在」（青弓社）を昨年出版した一橋大専任講師（身体教育学）の中澤篤史氏は「子どもの命と先生の生活を守ることだ」と言う。重要な視点だ。

　勝ちたい、うまくなりたい、強くなりたい。そんな強迫観念に子どもたちや先生たちがとらわれているとしたら悲劇は繰り返されるだろう。

　週３日の参加でもいいという「緩い部活」を改めて提案したい。

http://mainichi.jp/opinion/news/20150226k0000m070169000c.html
・記者の目:「医療少年院は今」を連載して＝和田武士（東京社会部）（2月26日）

　◇出院後、支えは社会の理解
　病気やけが、障害がある非行少年の治療や支援、矯正教育にあたる全国５カ所の医療少年院を同僚と取材し、朝刊の連載「医療少年院は今」で、出院後の帰り先が見つかりにくい現実や、法務教官の苦労、医療と矯正教育の両立の難しさを紹介した。少年たちが社会に戻り、再び第一歩を踏み出すには、施設側の態勢だけではなく、受け入れる側の社会の理解が必要だと改めて感じている。

　◇設備、人とも不足　地域連携も課題

　「施設の中では医療が完結できない」。取材中に複数の医師から聞いた言葉だ。治療や支援を受けながら少年院で暮らす少年少女は全国に約３５０人。５カ所の一つ、京都医療少年院（京都府宇治市）は医療法上の「病院」だが、年間７０回程度の診療を外部の医療機関に頼っている。知的障害や発達障害など情緒面に問題がある少年が入る宮川医療少年院（三重県伊勢市）は京都のような「病院」ではなく、特殊教育を行う施設だが、２０１０年４月以降、３０人以上が外部の医療機関で診療を受けている。ある医師は設備や機器の貧弱さを挙げ、「着任したときは一般病院との違いに驚いた」と打ち明けた。私が漠然と抱いていた医療少年院のイメージは覆された。

　刑務所や少年院などの矯正施設で勤務する医師の不足という問題が大きい。昨年４月１日現在、全国の矯正施設の医師の定員は計３２７人だが、実際には２５２人しかいない。京都医療少年院の常勤医師の定員は１０人だが、婦人科は昨春から欠員が続いている。京都同様に「病院」である関東医療少年院（東京都府中市）も２人足りない。

　理由として指摘されるのが一般病院との待遇格差だ。矯正医療の在り方を議論した法務省の有識者会議が昨年１月にまとめた報告書によると、矯正医官（平均約５０歳）の給与月額は平均約７８万円。一方、民間医療機関の一般医師（同約４１歳）は約１０１万円だ。外部病院との兼業ができない▽患者（収容者）と信頼関係を築きにくい▽高度な医療は外部病院に依頼するため医師としての技術を磨けない−−などの問題もある。法務省は兼業を可能にすることなどを盛り込んだ関連法案を今国会に提出するが、現場からは看護師の確保や医療設備の充実を求める声も聞く。

　◇橋渡しの福祉士、待遇改善が必要

　矯正施設は交通の便の悪い医療過疎地域に立地していることもあるが、周辺の一般病院が収容者の診察を敬遠するケースも珍しくないという。関東、神奈川の両医療少年院は、１７年９月に業務開始を目指す「国際法務総合センター」（東京都昭島市、仮称）に集約される見通しだ。医療や専門的支援の充実が期待されるが、地域の医療機関と安定的で継続的な協力関係を築くことも課題だろう。

　少年たちは家裁や少年鑑別所で医療や支援が必要と判断され、医療少年院に入ってくる。収容期間は１年〜数年程度だが、回復前に出院することも珍しくなく、受け入れ先も見つけにくい。ある法務教官は「福祉施設につなごうと思っても、『定員がいっぱい』と断られ、順番を待っても（非行少年ではない）他の少年の方が優先されてしまうことも多い」と歯がゆい思いを打ち明ける。０９年度から精神保健福祉士や社会福祉士が配置され、医療や福祉関係者との独自の人脈を駆使して少年たちが帰る先を探している。成果は上がっているというが、週５日間フルタイムで勤務しても身分は非常勤だ。この点も見直しが必要だ。

　取材で出会った少年たちに被害者への気持ちを尋ねてみた。発達遅延があり、放火未遂事件を起こした少年は「ここを出たらまず被害者のところに行って謝りたい」と語った。恐喝未遂事件で収容された少年は「『少年院に来るほどのことかな』と思っていたけど、今は『ごめんなさい』と言いたい」と話した。

　だが、被害者にまで意識が至らない少年もいる。非行の背景に劣悪な家庭環境があったり、保護者や学校に病気や障害を見過ごされたりしてきた少年も多い。被害者の存在を思うとやるせないが、これが現実でもある。精神科が専門の矯正医官は「反省を求めること自体が無理な子は多い。再非行防止には最低限の社会生活が送れるようにする訓練が重要」と強調した。

　「医療少年院には、仮にこのまま手をかけなければ、自殺したり、再び非行や犯罪に及んだりすることだって十分考えられる子どもたちがいる。なんとか健全な社会人になるよう育て上げたい」。京都医療少年院の成田良造・首席専門官（５６）の言葉だ。更生に導こうとする現場の意欲に応えられる態勢が整備されることを期待したい。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150226ddm005070026000c.html
・救えなかった命:川崎・中１殺害事件／上　異変サイン、生かせず　部活休む／顔にあざ／自宅に寄りつかず（2月28日）
　川崎市川崎区の多摩川河川敷で同区の中学１年、上村（うえむら）遼太さん（１３）が刺殺体で見つかった事件。学校は約３カ月前から大好きだったバスケットボール部の練習に出なくなるなど上村さんの「異変」のサインに接していた。家族や同級生らは、自宅に寄りつかず、顔に青あざをつくるなど交友関係の変化に気づいていた。誰からも慕われたその命を救う手立てはなかったのか。

　浮かない表情で一人壁にもたれ、年上の少年ら数人がレーシングゲームを楽しむ様子をぼんやりと見つめていた。昨年１２月のある夕方。「ゲームを楽しむというより連れ回されている感じだった」。上村さんを中学近くのアミューズメント施設で見かけたときの様子を男子生徒（１４）はそう振り返った。

　「明るくて優しくていつも笑顔」（同級生）。小学６年時に島根・西ノ島から転居し、「かみそん」「うえりょー」のあだ名で周りから親しまれた上村さんに、変化が目立ち始めるのは現在のアパートに引っ越した昨年秋以降のことだ。

　短かった髪が長くなり、携帯電話の無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」のアカウントを何度か変え、同級生のグループには書き込みをしなくなった。バスケ部の練習にも来なくなったが、学校は動かなかった。「生活態度の乱れや校則を破るような行為がなかった」（校長）

　１１月以降、上村さん宅前には自転車や原付きバイクの少年ら数人が頻繁にたむろし、深夜の公園などで一緒にいる姿が目撃されるようになった。関係者によると、母親はこのころ、地元福祉事務所に生活保護の相談に訪れている。母親は上村さんが小３の進級時に離婚し、以降は看護助手として生計を支えていたが生活は苦しかったとみられる。

　面倒をみてくれていた近くに住む祖父母は、祖父が病気で倒れたことで、祖母が介護にかかりきりになっていた。住民は上村さんが深夜に妹を連れてスーパーに買い物に向かう姿を覚えている。

　事件を指揮した捜査幹部は「家庭環境の変化など自分の力ではどうしようもないことがある。息抜きにゲームセンターなどで遊ぶうち、同じように疎外感を感じている少年らと打ち解けて取り込まれていく。嫌なのに抜けられず、どんどん落ちていく。あんないい子をどうして救ってあげられなかったのか、悔やまれてならない」と話す。

　学校は１２月ごろ、上村さんが問題のある他中学の生徒らと付き合っていることをようやく把握した。しかし学校間で情報交換をしただけで具体的なアプローチはしていない。

　１月８日。始業式を欠席した上村さんはそのまま姿を見せなくなった。校長は担任教諭に「少なくとも２週間に１度は顔を見るように」と指示したが、会うことはかなわなかった。電話で「本人と会っていない」と答える母親に対し、担任は行方が分からない場合は捜索願を出すよう提案したという。だが、母親が警察に相談することはなかった。

　このころ、上村さんは逮捕された少年らの暴力の餌食になっていた。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇上村さんを取り巻く状況

２０１３年　７月　　　　　島根県隠岐（おき）諸島の西ノ島から川崎市に転居

　　　　　　９月　　　　　地元の小学校に転入

　　１４年　４月　　　　　地元の中学校に入学。バスケットボール部に入る

　　　　　夏休み　部活に顔を出さなくなる。無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」のアカ
ウントも変わる

　　　　　１０月　　　　　左目の周辺を腫らしている姿が目撃される

　　　　　１１月　　上村さんの自宅前で容疑者の少年グループがたむろするようになる

　　１５年　１月初旬　　　上村さんの目の周りに大きなあざがあることに友人が気付く。「ぶつけただけ」と説明

　　　　　　１月８日　　　冬休みが明けたが登校せず。担任の電話に母親が「用事で行けない」と返答

　　　　　同中旬　　別の同級生が顔を腫らした上村さんに会う。「またやられるので、誰に殴られたか言えない」と話す

　　　　　同　　　　友人に「上級生に殴られて殺されるかもしれない」とラインで伝える

　　　　　　２月１６日　　担任が上村さんの携帯に電話。学校に来るように伝えると、「そろそろ行こうかな」と返答

　　　　　　　　１８日　　担任が母親に最後の電話。この日までに担任が計３４回の電話、５回の家庭訪問をするも上村さんに会えず

　　　　　　　　１９日夜　母親と食事を取った後、普段着で外出

　　　　　　　　２０日　　多摩川河川敷で死亡。死亡推定時刻は午前２時ごろ

http://mainichi.jp/shimen/news/20150228ddm041040106000c.html
＊産経新聞
・危険箇所、避難場所を記す「安全マップ」…小学校入学前に「防犯力」アップを　日頃の親子の会話が大切（2月8日）　
　小学校の入学を前に、保護者が取り組んでおきたいことの一つが子供の防犯対策だ。子供を狙った事件は後を絶たないが、小学生になると登下校時など保護者の目が届かない機会が増える。まずは子供自身の防犯意識を高めることが大切だ。（油原聡子）
体が小さいから狙われやすい
　「防犯知識は教えないと身につかない。保護者の危機意識が子供に反映されるもの。子供は体が小さく、それだけで不審者に狙われやすいのです」と話すのは、安全生活アドバイザーの佐伯幸子さんだ。

　連れ去りや性犯罪などは、子供が１人になる下校時に起こりやすい。こうした犯罪に遭わないようにするため、子供と一緒に「安全マップ」を作っておくといい。

　通学路や普段よく遊ぶ所を歩き、危険な場所や行ってはいけない場所をチェック。子供が危険に遭遇したときに立ち寄れる民間協力拠点「子ども１１０番の家」など、逃げ込める場所も確認して、あいさつに行っておくといい。

　保護者が不審者を演じ、受け答えの練習をしておくのも、子供の危険回避能力を高めるのに効果的だ。

　子供には具体的に話をするのがポイント。「知らない人についていったらだめ」と話しても、子供と大人では認識に差があることもあるからだ。

　例えば、「よく見かける人」は大人にとっては「知らない人」でも、子供は「知っている人」と思うことがある。どんな人が「知らない人」なのか具体的に説明する。「子供が理解するまで、何度も教えることが大切」と佐伯さん。

施錠は素早く、靴を脱ぐ前に
　共働き家庭の場合、小学校入学と同時に家の鍵を持つ子供も多い。鍵メーカー「美和ロック」（東京都港区）の広報担当、木谷麻希さんは「鍵をきちんと扱えるように子供の頃から教えるのが大切」と話す。空き巣などの被害者の中には、普段から施錠する習慣がなかったという人もいる。

　子供に家の鍵を持たせる場合は、外から見えないようにするのが基本だ。鍵が見えてしまうと、不審者から「１人で留守番するのかも」と思われて狙われやすいのだという。

　帰宅したときは、素早く鍵を出してドアを開け、室内に入ってすぐに閉める。「靴を脱ぐ前に、ドアを施錠するように習慣づけてください」と木谷さん。子供がドアを開けた瞬間に、不審者が一緒に入り込むケースもあるからだ。

被害に遭っても話せない子も
　子供の安全を守るためには、まず保護者が正しい防犯知識を身につけることが不可欠だ。

　警備会社のセコム（渋谷区）は、インターネットサイト「子どもの安全ブログ」（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｅｃｏｍ．ｃｏ．ｊｐ／ｋｏｄｏｍｏ／）で、子供の事件事故の情報や身の守り方などさまざまな情報を発信している。

　同社の広報担当、堀越穂波さんは「子供の安全対策には、家庭でのコミュニケーションが重要」と指摘する。子供は犯罪の被害に遭っても、周囲に話せないことも多い。何か言いたそうにしていたり、少し元気がなかったりするなど些細（ささい）な変化に気づいて声をかけることも大切だ。

ブザー、スマホ連動のカメラ…
　警察庁によると、１３歳未満の子供の連れ去り（略取・誘拐）事件は減少傾向にあったが、平成２０年の６３件を境に増加傾向に転じ、２３年は８３件、２４年は９５件、２５年は９４件だった。

　こうした中、防犯ブザーや玄関などに取り付けるセンサーライトなどの防犯グッズを使う人も増えている。ビックカメラ有楽町店（千代田区）では、キャラクターが描かれたものやＬＥＤライトがついたものなど５０種類以上の防犯ブザーがそろう。

　「ブザーを持っていると、周囲に対して防犯意識が高いというアピールにもなる」と同店セキュリティーコーナー担当の山元大輔さんは語る。

　玄関などに設置して人を感知すると明かりがともるセンサーライトも定番商品として人気。３千円程度の商品がよく売れるという。

　最近、注目なのはスマートフォンなどで自宅の室内の様子が見られるネットワークカメラ。子供が安全に留守番しているかチェックするために購入する保護者もいるという。

http://www.sankei.com/premium/news/150208/prm1502080030-n1.html
・「思いがけない妊娠は相談して」　神戸市が２７日から「窓口」（2月18日）
　予期しない妊娠で悩む妊婦の孤立化や出産後の児童虐待などを防ごうと、神戸市は、相談窓口「思いがけない妊娠ＳＯＳ」を開設する。週２回、助産師２人が電話やメールで妊娠や出産に関する相談を受け付ける。２７日から運用を始める。

　市によると、国の報告では、平成１５～２５年に児童虐待で死亡した１７歳以下の子供５４６人の約４割が０歳児。このうち、生まれた直後や１カ月未満での死亡が約半数を占める。こうしたケースでは、母親が妊娠時に交付を受ける母子健康手帳を受け取っていなかったり、妊婦健診未受診がほとんどで、行政の支援が行き届きにくい現状があるという。

　相談窓口は、県と連携し、県助産師会に委託して開設。「妊娠を誰にも相談できない」「自分では育てられない」など妊娠や出産に悩む妊婦らを対象に、常駐する助産師が、悩みを聞いたり、アドバイスをするなどして正しい情報を提供する。必要に応じ、区役所や医療機関などの関係機関につないで支援を継続していくという。

　市の担当者は「児童虐待につながる妊婦の孤立化を防ぎ、１人でも多くの人が妊娠で悩まず安心して子育てができるよう支援したい」としている。

　相談窓口の開設時間は、祝日や年末年始をのぞく毎週月曜と金曜の午前１０時～午後４時。利用無料（通信料は自己負担）。相談は匿名可。

　相談窓口は（電）０７８・３５１・３４００。メール相談は「思いがけない妊娠ＳＯＳ」サイト（ｈｔｔｐ：／／ｎｉｎｓｈｉｎｓｏｓ－ｓｏｄａｎ．ｃｏｍ）の入力フォームで受け付ける。

http://www.sankei.com/region/news/150218/rgn1502180048-n1.html
・子供の防犯対策で気をつけているポイントベスト3回答は、「防犯ブザーはすぐ出せる所へ」「音量の大きい防犯ブザーを使用」「大きな声で助けを呼ぶ練習をする」（2月18日）
株式会社インプレスホールディングス
インプレスグループで、女性向けインターネット事業を手がけるStyle us（スタイラス）株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩崎綾）は、自社で展開する身近

系happy共有サイト「gooppy」に寄せられた、子供の防犯対策で気をつけているポイント

に関する投稿を集計し、発表いたします。

先日も和歌山で男児が被害に遭うなど、幼児や少年少女が犯罪に巻き込まれる痛ましい事件が後を絶ちません。平成25年度の「警察白書」によれば、平成21年度比で13歳未満の子供が犯罪に巻き込まれたケースは33,480件から25,612件と減少傾向にあるものの、強制わいせつは増加傾向となるなど、暴力的性犯罪事件に子供が巻き込まれるケースが増えているそうです。そこで今回は「子供の防犯対策で気をつけているポイントベスト３」という質問に寄せられたユーザーのベスト3回答を集計し、gooppyユーザーが子供の防犯にどのような対策を行っているかを探りました。

最もポイントを集めたのが「すぐに出せる所に防犯ブザー、携帯電話等をつける」。2位にダブルスコア以上の差をつけて347ポイントで1位にランクされました。「いざという時に声は出ないものです。そんな時、簡単な動作（首にかけて引っ張るなど）で大音量がでるブザーは一番。携帯電話も有効ですね（大阪府・男性）」と、もしもの時にもすぐに操作できる場所へ防犯ブザー等をつけておく重要性を皆さんが挙げておられます。また、「一目見て防犯ブザーだと分かるものを、あえてつけさせています（北海道・女性）」など、あえて機器を見せることによる犯罪抑止効果を期待されている方もいらっしゃいました。

2位には199ポイントで「音量の大きい防犯ブザーを使用する」が入りました。「音に反応する人は多いから。ちょっとした路地だと聞こえにくいので音の大きいものがベスト（神奈川県・男性）」と、大きな音で周りの人へいち早く危険を知らせることが重視されています。

3位には2位と僅差の177ポイントで「大きな声で助けを呼ぶ練習をする」が入りました。「その時になると怖くて声が出せない場合があるので、練習が大切だと思う（島根県・女性）」など、日頃の練習の重要性を多くの方が指摘されていました。

4位は146ポイントで「集団登下校を実施する」、5位78ポイントで「塾の帰りなどは「カエルコール」を徹底する」、6位65ポイントで「地域で防犯パトロールを行う」と続きます。4位以下にも特長あるコメントが寄せられています。
＜集団登下校を実施する＞
・ 1人では大人の甘い言葉に騙されるかもしれません。しかし集団で行動すれば、騙される確率が減るでしょう（宮城県・男性）

[画像: http://prtimes.jp/i/5875/609/resize/d5875-609-508133-0.jpg ]

【データ】Style us株式会社の運営する、身近系happy共有サイト「gooppy」でのベスト３お題「子供の防犯対策で気をつけているポイントベスト３（https://gooppy.jp/bests/ranking/1096）」への回答を集計。1位回答3ポイント、2位回答2ポイント、3位回答1ポイントとして集計。回答数331。

今回は1位の「すぐに出せる所に防犯ブザー、携帯電話等をつけておく」が2位以下に大きく差をつける結果となりました。もしもの時は声が出ない場合もあるため、簡単な操作で犯罪を周りに知らせることができる評価に加えて、犯罪者へ機器を見せつけることで犯罪を思いとどまらせる効果も期待できるため、今回最も票を集めたと思われます。調査結果は下記URLよりご覧いただけます。

◇みんなが選んだ「子供の防犯対策で気をつけているポイントベスト３」まとめ
https://gooppy.jp/bests/ranking/1096
http://www.sankei.com/economy/news/150218/prl1502180053-n1.html
・「性暴力」犯人の遺留物採取・保管の全国初マニュアル…被害者に寄り添う医師のあり方も(2月19日)
　性犯罪の摘発強化を目指し、大阪府警や大阪地検、大阪府、性暴力救援センター・大阪「ＳＡＣＨＩＣＯ」などでつくるワーキングチーム（ＷＴ）は１８日、民間医療機関で犯人の遺留物などを証拠として採取・保管するための全国初のマニュアルを作成した。大阪は女性への性犯罪の認知件数が全国最多で、証拠物の採取・保管を担う医療機関を増やす狙いがあり、手順や設備のほか、被害者の心情に配慮しつつ対応する医師のあり方も盛り込んだ。

　性暴力事案では、被害者が事件化を望まない限り、犯人の体液や毛髪などの証拠物を採取したりしないのが一般的だ。ただ、「被害者は事件直後はショック状態にあり事件化を躊躇（ちゅうちょ）しがち。また、体内に証拠物が残っているのも３日間くらい」（専門医）といい、証拠を確保できず事件化に至らないこともあるという。

　これを防ぐため、ＳＡＣＨＩＣＯでは、警察への届け出を望まないケースでも証拠を残しておく重要性を被害者に説明。同意を得て証拠物を採取し、特定の病院内で冷凍保管する取り組みを進めている。

　マニュアルは、ＳＡＣＨＩＣＯの手法を発展させる形で策定。大阪府▽大阪府警▽大阪地検▽法医学者▽弁護士▽大阪産婦人科医会▽ＳＡＣＨＩＣＯ－で構成するＷＴが昨年７月から議論し、カルテや診断書の記載方法、採取キットや保管用機器の紹介、被害者の同意を得る手順－などをまとめた。

ＷＴ事務局の府青少年・地域安全室によると、民間で採取・保管する取り組みは和歌山、島根両県でも行われている。しかし、証拠能力を持つような保管方法かどうかなど、手法は医療機関によって異なり明確な基準が求められていた。
　関係者によると、民間医療機関は保管設備に乏しいのが実態で、マニュアルの策定で取り組みが急速に拡大するわけではない。だが、府青少年・地域安全室の室井俊一室長は「マニュアルを全国に広め、ノウハウを医療機関で共有することで事件の潜在化を防止したい」と話している。

□
「現実受け止めたら心が壊れてしまう」被害者の「自己防衛反応」への対応も
　「捜査を行う立場でも、事実認定を行う立場でもないことを自覚し、被害者の意に沿った対応をする」。１８日公表された性暴力対応マニュアルには、証拠採取の技術面だけでなく、医師らの心構えも注記された。性暴力救援センター・大阪「ＳＡＣＨＩＣＯ」代表で医師の加藤治子さんは「心のケアがあって初めて、証拠物の採取、保管が意味を持つ」と強調する。

加藤さんによると、被害直後に泣き叫んだり興奮したりする人は少数派という。大半は落ち着いた様子で淡々と診察に応じるが、実際は「現実を受け止めたら心が壊れてしまうので、普段通りの形を取ることで自分を守ろうとする自己防衛反応」と説明する。
　内閣府の「男女間における暴力に関する調査」（平成２３年度）によると、異性から無理やり性交された女性で、被害を誰にも相談できなかったのは６７・９％にも上り、警察に連絡したのはわずか３・７％にとどまっている。

　相談しなかった理由を複数回答で尋ねると、恥ずかしくて言えなかった▽思い出したくなかった▽自分さえ我慢すれば、なんとかこのままやっていけると思った－などが多かった。

　加藤さんによると、そうした被害者の苦しい胸の内を理解しない医師も少なくない。男性医師が被害者を診察し「本当に被害に遭ったの？」と尋ねたりするなど、被害者をさらに傷付けることもあるという。加藤さんは、医師らに対しても「被害者の心に寄り添い、どうするのが最善かを長い目で一緒に考えることが必要」と求めている。

性暴力救援センター・大阪「ＳＡＣＨＩＣＯ（サチコ）」性暴力被害者の診察や治療、ケアを担い、警察や弁護士への相談も仲介するなど、被害者支援をワンストップで行う組織。平成２２年４月、大阪府松原市の阪南中央病院内に開設された。夜間や休日も２４時間態勢で産婦人科医が対応し、女性の「支援員」が継続的に心身をサポートする。開所以来４年間で、強姦や強制わいせつ、性虐待の被害者など７８０人が来所した。２４時間ホットライン（（電）０７２・３３０・０７９９）。

http://www.sankei.com/west/news/150219/wst1502190018-n1.html
・【川崎中１男子殺害】誰からも好かれる少年に何が…殴られ？腫れた目、帰宅せず妹「心配」(2月22日)
　上村遼太さんの小学校時代を知る友人は「明るくて誰からも好かれていた。いじめられたり、暴力を振るわれたりするような人じゃないのに…」と声を震わせる。一方、中学の同級生らは「評判の良くないグループにちょっかいを出されていた」と語る。中学に進学してから、上村さんに何があったのだろうか。

　上村さんは中学進学後はバスケット部に入部。ポイントガードとして熱心に練習に取り組んだが、しだいに休みがちに。昨年１２月のミーティングでは「部を辞めたい」とこぼし、退部届を書いていたという。

　このころから、上村さんの周囲では「素行が良くない上級生にたたかれたりしている」と噂になっていた。目の辺りが殴られたように腫れた顔で登校したこともあったが、心配する同級生に「自転車で転んだだけ」と笑っていたという。

　今年１月からは学校を休み、家に帰ることもほとんどなくなった。上村さんの小学６年の妹は「お兄ちゃんが帰ってこなくて心配」と周囲に漏らしていたといい、同級生らも「学校に来いよとメールしたのに…」と悲痛な表情を浮かべる。

　２２日午後、上村さんが発見された河川敷では、多くの友人が花束を手に現場を訪れた。小学校で同級生の男子生徒（１３）は、「『今まで遊んでくれてありがとう。とても楽しかったよ』と声をかけた」と語った。

http://www.sankei.com/affairs/news/150222/afr1502220029-n1.html
＊読売新聞
・「先生にやられた」…養護学校で複数児童に体罰（2月3日）
　長野県小諸市の小諸養護学校で、小学６年の複数の児童に対し、複数の教員が体罰をしていたことが２日、分かった。

　校長は「不適切な指導があった」と体罰を認めている。

　体罰を受けたという児童の保護者によると、体罰があったのは今年度。男女の児童に対し、給食を食べさせなかったり、引きずったりするケースがあった。掃除の時間にうまく掃除ができなかったとして、児童の背中を雑巾でたたくこともあったという。

　保護者は「６年生になってから腕や肩、腰などにあざをつくって帰ってくることが多くなった。子供に聞くと先生にやられたとのことだった」と話す。同校は１月下旬に保護者会を開き、体罰があったことを認め、保護者に謝罪したという。

　同校によると、体罰に関わった教員は６年生の指導から外れているという。県教委の担当者は「学校から報告を受けている」とし、「慎重に事実関係を調べており、必要があれば懲戒処分する」としている。

　同校には、知的障害を抱える約２００人の児童、生徒が通っている。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150203-OYT1T50036.html
・殺害少女「要保護に当たる」…児相対応を問題視（2月4日）
　長崎県佐世保市の高１女子生徒殺害事件で家裁送致された少女（１６）について、児童相談所（児相）が児童福祉法の制度の理解不足のため、「要保護児童」にならないと誤って判断していたと、県の有識者検討会が結論付けていることが分かった。

　検証の最終結果は近く、県議会文教厚生委員会で公表される見通し。

　検証結果によると、少女を巡っては、事件の約１か月半前、診察していた精神科医が「人を殺しかねない」などと佐世保児童相談所に相談。自治体や警察、学校などでつくる要保護児童対策地域協議会（要対協）の支援も打診した。しかし児相側は「要対協で支援するケースとは思えない」と回答。対応を協議せずに文書決裁で処理していた。

　検討会は、相談の中に、少女が父親をバットで殴ったり、動物を虐待したりしていたという深刻な内容も含まれており、「要保護児童」に当たるとの認識を示した。その上で、内容を知った職員らが「大変なケース」と感じながら、組織的に「解決済み」としたことを問題視した。

　こうした対応になった理由について、児相側は、精神科医が守秘義務があるとして少女の特定情報を提供しなかったことなどを挙げていた。この点について検討会は、児童福祉法に基づく「要保護児童」であれば、精神科医は守秘義務違反に問われることなく児相に情報提供できたとの見解を示し、制度に対する職員の「理解不足」を指摘。「児相は精神科医との継続協議や追跡調査を行い、危機意識を持って関与すべきだった」とした。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150204-OYT1T50051.html
・性のトラブルから若者の未来を守る（2月4日）
染矢明日香（そめや・あすか／ＮＰＯ法人ピルコン代表理事）

　「心を開く前に股を開くな」。これは染矢明日香さん（２９歳）が、ブログでモットーとして挙げている言葉だ。

　望まない妊娠や性感染症などから若者を守るため、性の健康教育を広げる活動を行っている。

中絶した女性２人に１人が避妊に失敗

　「日本の中絶件数は年間約１９万件。出生数の５分の１にあたる新しい命が中絶により失われています。そのうち１０％は１０代なんです（※１）」と、染矢さんは語る。

　中絶の主な原因は、避妊の失敗。全体の５２％が「避妊をしなかったから」。続いて「コンドーム（の失敗）」２６％、「膣外射精（外出し）の失敗）」２０％（※２）。染矢さんによると、高校生で性体験があるのは約５人に１人。性経験のある高校生の１０％が性感染症にかかっている（※３）。そのなかで、子どもの性に関する情報源は、ネットやアダルトビデオなど成人向けの情報が増えているという。

　「日本は、ほかの諸外国と比べて、性教育を学校でも家庭でも取り上げる時間が少ない。その一方で、ネットやメディアでの情報が氾濫している。これが問題です」

　ＮＰＯ法人ピルコンではこの現状を改善するため、高校や保健所などを訪問しながら、中学・高校生を対象に、性の正しい知識やリスクの話、男女間のコミュニケーションのしかたなどを伝えている。そのほか、保護者向けの性教育サポート、大学生や若手社会人向けのイベント活動も行う。

自分たちの「実体験」を語る授業

　授業で特徴的なのは、染矢さんや大学生などスタッフが、身近なエピソードや自分たちの実体験を語ること。男女組み合わせてのグループワークでは、性感染症の広がりを体験するゲームや避妊の知識などを共有し、これからのパートナーシップについて一緒に考える場をつくっている。２０１４年の１年間で性教育事業を行ったのは、都内を中心に１５校、計約１５００人の学生たちと交流した。

　「教育現場では、教師自身が性の話をすることを恥ずかしく思ったり、保健の教科書の掲載情報に限りがあったりなど課題があります。先生たちからは『性のトラブルが身近に起こることだと子どもたちに伝えてほしい』『困ったときの対処法を教えてほしい』などのリクエストもあり、わたしたちが提供する実践的な性教育へのニーズを強く感じています」

　染矢さんたちのこうした活動の成果は、ピルコンが授業の前後に行っているアンケート調査でも表れるようになった。２０１４年度は、１年間で生徒たちの性に関する知識の正解率（計１５問）が、授業前３５％から授業後７５％へと上がったという結果がまとまった（２８９人回答）。内容は、たとえば「性感染症には自覚症状がないものもある」「月経中や安全日でも妊娠することがある」などの正誤を問うものだ（いずれも正解）。

まさか当事者になるなんて

　「女子高校生の場合、妊娠すると、中絶か産むかどちらを選んでも、つらい状況になりがちです。中絶は心身への負担が大きく、出産を選んでも学校中退を余儀なくされることがあります。相手と結婚して幸せになる場合もあるけれど、その後離婚をしたり、キャリア選択の幅が限られたり、苦しい選択を強いられることが少なくありません」

　「一方で、特に女性は年齢的な要因に加え、性感染症や月経トラブルの放置によって将来の不妊につながることがあります。若い人たちにはぜひ、性行為に慎重になってほしいし、正しい知識と判断力を得て、自分らしく充実した人生を歩めるようになってほしい」

　染矢さん自身、大学３年生のとき、２０歳で妊娠・中絶をした経験がある。

　「まさか自分が当事者になるとは思いませんでした。学校の性教育は受けていたけれど、大丈夫だろうと思っていました。当時はまだ結婚する気がなく、将来の夢もあり、産めばいいというわけでもなかった。でも、正しい知識を持っていたらという想いが残っていました」

　その後、大学で社会問題の授業で中絶件数を調べたところ、年間３０万件にも及んでいた。「こんなに中絶が多いのに、性や避妊の知識が正しく知られていないなんておかしい」。大きな衝撃を受けた染矢さんは、翌年の２００７年１０月、仲間６人と学生団体「避妊啓発団体ピルコン」を立ち上げた。

　フリーペーパーの製作や配布、産婦人科医を招いてのセミナー開催など、仲間たちと積極的に、真剣に性と向き合う日々は忙しく、有意義だった。しかし翌春、大学卒業後にそれぞれが就職をすると忙しさから関われなくなっていき、２００８年夏頃、活動は休止した。

うつ病を機にピルコンを再始動

　一度眠らせたピルコンを再開させたのは３年後。大学卒業後、転職を経て入社した雑貨・化粧品の製造卸・小売り事業の会社で、看板ブランドのリニューアルプロジェクトに携わるなか、うつ病になった。２００９年には、プロジェクトへの貢献度を評価され、最優秀新人賞を受賞するなど、まわりから見れば順風満汎そのもの。予想外の病だったのかもしれない。しかし、染矢さんの中では、成熟市場で新しいものを出し続けることに価値を見いだせず、葛藤が続いていた。

　「悩んだ末、ピルコンが自分にとって大きな意味のある仕事かもしれないという思いに行きついた」と染矢さんは話す。

　「性教育は大きな社会的ニーズが存在するのに、成熟市場ではない」。染矢さんは全身からわき上がる思いに突き動かされるように、会社に勤めながら、週末を利用し、まずは若者を対象にした恋愛や性について考える参加型イベントを開催した。参加者からは、「きちんと性について学ぶ機会がなかった」「性について真面目に考えることは人生においてとても大切なことだと気づいた」という声も聴くことができ、思いは確信に変わっていった。その後、会社の好意から週３日勤務に移行。２０１２年９月、社会課題の解決に取り組む若手起業家のための「花王社会起業塾」（ＮＰＯ法人ＥＴＩＣ．主催）に参加した。

　すると、起業塾が終了して４か月たった２０１３年７月、知人の紹介で、中学生から大学生まで２０人を対象にした性感染症予防の講座をまかされた（東京都北区・保健所主催）。幸運なことに、若い人にわかりやすく伝えたいという染矢さんの希望にかなった内容だった。これがきっかけとなり、その後も保健所や高校で授業をする機会に恵まれ、一緒に活動をする仲間も増えていった。

　２０１３年１０月、染矢さんはピルコンを法人化した。同じタイミングで、社会人になって付き合い始めた男性と結婚をした。染矢さんの活動を誰よりも理解する強力なサポーターだ。その後、２０１４年２月に会社を退職し、ピルコンを仕事にしていくことを決めた。

「どっちの選択をしてもあなたの味方」

　染矢さんには大切な言葉がある。２０歳で出産をするか悩んでいた染矢さんに、母親がかけてくれた。「どっちの選択をしても、わたしはあなたの味方でいるから」

　苦渋の選択の後、一人暮らしのマンションで孤独に耐えきれず、母親に「自分で決めたことだけどつらい」とメールをした際には、「自分の選択に対して、どれだけ前向きになれるかでその価値は変わるよ」と励ましてくれた。

　「本当は怒られると思っていました。でもあの日、母親の愛情を深く感じられたから、わたしは自分自身を受け入れることができたし、いざというとき思い切った決断ができるのだと思います」

新しい性教育の土台を築きたい

　以前、学校の授業でうれしい出来事があった。過去にある体験をした女子学生が、染矢さんの「つらい経験もいつか何かの助けになる」という言葉を聞き、「やりたいことに目を向けて、将来の夢のために頑張る」と教師に話してくれたという。

　「スタッフの中には、生徒との対話を通して過去の経験を乗り越え、自信をつけていった人もいます。その成長をそばで感じられることがうれしいし、やりがいを感じます。中絶は悲しい選択ではあるけれど、そこからの学びもあると思います。自分なりに体験を解釈し、その後に活かすことで状況は必ず明るい方へ変わっていくはず」

　ピルコンも法人化から１年４か月が経った。今後の課題は、「若い世代の育成」と染矢さんは話す。

　「学生たちと目線の近い若いスタッフを増やして、下の世代にどんどんピルコンの性教育を受け継ぎたい。授業を受けた子がスタッフになるとか、さらにスタッフが将来医療や教育に携わったり、親になったときにその経験を活かしてくれたりとか。各世代でいい循環が生まれたらうれしいです」

　「自分は本当に恵まれていて、だからこそできることをやりたいと思っています。将来的には全国に仲間をつくり、自分らしく豊かな人間関係につながる性の学びの場を広げていきたい。その道をつくっていくのが自分の使命。新しい性教育の土台をつくりたい」

　

（※１）平成２５年度厚生労働省統計「平成２５年度衛生行政報告例の概況」参照　

（※２）２００７－２００８年度厚労科研、８７６名の中絶患者への調査より

（※３）平成１８年度国立保健医療科学院調査より

	そめや・あすか

	　１９８５年、石川県出身。２００８年、慶応義塾大学環境情報学部卒。在学中の０７年秋、学生団体ピルコンを立ち上げる。大学卒業後、ベンチャーのブランドコンサルティング会社に入社し、イデアインターナショナルへ転職。１２年度花王社会起業塾に参加。１３年１０月、ピルコンを法人化し、理事長に就任。１４年、イデアインターナショナル退社。医療従事者の監修のもと製作した動画「パンツを脱ぐ前に知っておきたい　コンドームの正しい付け方」は１２０万回以上再生されている。１５年４月、初めての著書「マンガでわかる１３才からの男子のこころ・からだ・性」（仮題）を出版予定。


http://www.yomiuri.co.jp/job/navi/mirai/20150203-OYT8T50176.html
・高１殺害「児相に危機感・使命感欠如」（2月4日）
　長崎県佐世保市の高１女子生徒殺害事件で家裁送致された少女（１６）について、児童相談所（児相）が児童福祉法の制度の理解不足のため、「要保護児童」にならないと誤って判断していたと、県の有識者検討会が結論付けていることが分かった。検討会は、「少女は重大な問題を抱えている」と児相が認識しながら、調査など適切な対応を取らなかったと批判。職員の資質のほか、危機感や使命感の欠如といった組織としての意識にも問題があったとしている。

　検証の最終結果は近く、県議会文教厚生委員会で公表される見通し。

　検証結果によると、少女を巡っては、事件の約１か月半前、診察していた精神科医が「人を殺しかねない」などと佐世保児童相談所に相談。自治体や警察、学校などでつくる要保護児童対策地域協議会（要対協）の支援も打診した。しかし児相側は「要対協で支援するケースとは思えない」と回答。対応を協議せずに文書決裁で処理していた。

　検討会は、相談の中に、少女が父親をバットで殴ったり、動物を虐待したりしていたという深刻な内容も含まれ、「要保護児童」に当たるとの認識を示した。その上で、内容を知った職員らが「大変なケース」と感じながら、組織的に「解決済み」としたことを問題視した。

http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/news/20150204-OYS1T50007.html
・消費者相談に「１８８」、児童相談は「１８９」（2月5日）
　総務省は５日、「１」で始まる３桁の電話番号を増やし、消費者庁の「消費者ホットライン」に「１８８」を、厚生労働省の「児童相談所全国共通ダイヤル」に「１８９」を割り振ると発表した。

　今夏にも運用が始まる。３桁でつながる番号の新設は、海上での事件・事故に関する緊急通報用の「１１８」以来、１５年ぶりとなる。

　消費者ホットラインと児童相談ダイヤルは現在、「０５７０」で始まる１０桁の番号で受け付けており、最寄りの消費生活センターと児童相談所に有料でつながる。利用実績が低迷していることから、覚えやすい３桁の番号に変更する。有料は変わらない。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150205-OYT1T50110.html?from=yartcl_popin
・一時保護の子、学習支援…教員ＯＢらを派遣へ（2月9日）
虐待や家出などを理由に児童養護施設などに一時保護され、通学できない子供が学ぶ機会を失うのを防ごうと、大阪府は新年度から、教員ＯＢらを派遣する方針を固めた。児童虐待の増加に伴い、子供が児童相談所（児相）の一時保護所に入りきれず、施設に委託されるケースが相次いでいるためだ。府によると、一時保護所以外でも子供たちの学習を支援する取り組みは、全国で初めてという。

　府によると、２０１３年度、府の児童相談所にある一時保護所２か所（定員計８６人）に入所した６歳以上の子供は計７４２人で、滞在期間は平均２５日。一時保護所が定員を超えたり、環境が合わなかったりしたため、児童養護施設などに入所したのは５５６人に達している。

　一時保護された子供は、行動や心理状態を見守り、親とのトラブルを避けるため、外出が制限され、通学できないことが多い。

　このため厚生労働省は０４年、一時保護所に教員ＯＢらを派遣する自治体に補助金を交付する制度を導入。府も０６年から、教員免許を持つ学習支援員を配置してきたが、他の施設には派遣していなかった。

　府は、社会福祉協議会やＮＰＯなどを通じ、一時保護の子供を受け入れている施設に、教員ＯＢや学生らを派遣することを検討。入所翌日から、平日に１日３時間程度、指導してもらう方針だ。

　また、ＤＶ防止法などに基づき、家庭内暴力を受けた母親とともに子供を一時保護している婦人相談所にも派遣する。新年度予算案に約１８６０万円を盛り込む方向で最終調整している。

　府家庭支援課は「現状では、一時保護された場所によって学習機会に差が生じている。どこにいても、安心して学べる環境を作りたい」としている。

一時保護　児童福祉法に基づき、虐待の疑いがあったり、家出をしたりした１８歳未満の子供を、児童相談所が２か月までをめどに保護者から引き離す緊急の処分。一時保護所のほか、警察署や児童福祉施設、里親などへの委託もできる。その間に児相は家庭環境などを調査し、子供を保護者の元に帰すか、長期的に保護するかなどを決める。

児相など保護は全国３万人…昨年度
　全国の児童相談所が対応した児童虐待対応件数は増加の一途をたどり、２０１３年度は７万３８０２件に達した。

　子供が虐待されて死亡した事件で、児相が兆候をつかみながら対応が遅れた事例が相次いだ教訓から、まず一時保護をして、子供を保護者から引き離す傾向は強まっている。

　厚生労働省によると、１３年度、一時保護された子供は、家出や非行なども含め、全国で３万３６７７人で、前年度より１４２９人増加。児相内にある一時保護所での平均滞在期間は２９日で、０３年度の２０・４日に比べ長期化している。

　一時保護の増加により、児相の一時保護所が常に満員になっている自治体も多く、１３年度は３６％の１万２２０４人が一時保護所以外に委託された。

　大阪府では１３年度、６歳未満児も含めると、一時保護所の９０２人を上回る９１６人が外部委託された。大阪市では、一時保護所の８１９人に対し、委託は５９０人だが、２か所の一時保護所（定員計１００人）が常にほぼ満員であることから、同市は一時保護所を１か所増設する方針を決めている。

http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20150209-OYO1T50008.html
・３歳衰弱死、リスク情報を保健所で共有…大阪府（2月10日）
大阪府茨木市で昨年６月、難病の３歳女児が衰弱死した事件で、府は９日、再発防止に向けた検証報告をまとめた。女児の母親（２０）が若年で出産したことなどの「虐待リスク」の評価を保健師に任せたため、保健所の会議で支援の必要性が検討されなかったことを問題視。保健師らが個人で判断する仕組みを改め、情報共有のためのマニュアルを整備するとした。

報告書によると、２０１０年８月に女児が生まれて以降、府茨木保健所の保健師が養育環境を確認。人事異動により、かかわった保健師は計３人に上った。

　府の現在のマニュアルでは、保健師が「若年での出産」「ひとり親家庭」「発育不良」などの項目をチェック。リスクが高いと判断すれば、幹部も加わった保健所の会議に上げ、児童相談所への通告の必要性などを検討するとしている。

　しかし、女児のケースでは該当する項目がいくつかあったにもかかわらず、保健師３人はいずれも、母方の祖母が養育に熱心に関わっているなどとして、リスクは高くないと判断。死亡前には、母親が女児を連れて祖母の元を離れ、女児の義父（２３）と同居したり、女児のケアのための訪問看護が中断されたりしたが、評価は変わらなかった。

　こうした状況について、府は報告書で、「虐待リスクの評価が保健師の裁量に委ねられ、チェック機能がなかった」と結論付けた。今後、マニュアルを改訂し、一定数の項目が該当すれば、機械的に保健所内の会議に報告するようにする。

３歳女児衰弱死事件　大阪地検は昨年１２月、女児に十分な栄養を与えず衰弱死させたとして、母親（２０）と義父（２３）を保護責任者遺棄致死罪で起訴した。母親らは「死亡は病気の影響」などと否認しているとされる。女児は筋力が衰える難病「先天性ミオパチー」と診断されていた。

http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20150210-OYO1T50004.html
・佐世保殺害で弁護団「刑務作業では更生できぬ」（2月10日）
　長崎県佐世保市の高１女子生徒殺害事件で、殺人などの非行事実で家裁送致された少女（１６）の付添人を務める弁護団（３人）が１０日、医療少年院送致の保護処分を求める意見書を長崎家裁に提出したことを明らかにした。

　家裁送致の際の検察側意見は「刑事処分相当」だったという。家裁は同日、少女の観護措置を２６日まで延長することを決定。観護措置の期間中に第１回少年審判が開かれる予定。

　１０日、弁護団は同市内で記者会見を開いた。検察側の「（少女には）刑事責任能力があり、刑事処分が相当」との意見に対し、弁護団は、刑事責任能力については「争う予定はない」と述べた。

　その上で「少女の特質を考えると、刑務所で刑務作業を繰り返すだけでは、真の意味の更生ができない恐れが大きい。再非行の防止には、徹底した治療や矯正が必要で、それが可能な施設は、医療少年院をおいて他にない」と主張した。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150210-OYT1T50117.html
・学生のブラックバイト「学業に影響、自衛知識を」（2月15日）
　学生であることを尊重せず、無理な働き方を強いる「ブラックバイト」が問題になっている。

　長時間労働で試験前でも休めないなど、学業に差し支えるケースが少なくない。残業代の不払いをはじめ、違法・不当な行為もある。なぜ学生側は簡単に辞められないのか。実態と背景を探った。

　「準備の１時間、片づけの１時間に賃金が出ない」「働いているアパレル店で１万円の洋服を買わされた」「高校の指定登校日でも、代理の人間を出さないとシフト（勤務予定）を変えてくれない」

　労働組合「ブラックバイトユニオン」（本部・東京）が１１日に設けたホットラインには１７件の相談があった。問題のあるアルバイトは、けっして珍しいことではない。

　同ユニオンが支援する滋賀県の男子学生（１９）は昨秋まで１年半、コンビニで働いた。平日は週２日、夜８時から深夜１時まで。実際は在庫管理や発注で３時ごろまでかかったが、残業代は出ない。土日は８時間。さらに店の都合で追加勤務も求められた。

　朝６時半に家を出て京都の私立大へ。何回も大阪まで乗り過ごして欠席した。

　店には季節ごとにおでん、チキンなどの販売ノルマがある。達成できないと反省文を書かされて説教され、罰として掃除を命じられる。家族や親類に買ってもらっても達成できなければ「自爆営業」。つまり自分で買い取った。

　なかなか辞められなかったのは、責任感が強かったからだ。「自分が抜けたら仲間に負担がいく、店が回らなくなると考えた」という。

　別の私立大の女子学生（２１）は飲食店でバイトした。母子家庭で、親は学費の負担で精いっぱい。ところが働き始めると、自分の必要以上に早朝や夜間、土日の勤務を入れられた。サークル活動はできず、授業は寝てしまう。試験前でも休めない。平均で月１００時間も働いた。

　手を滑らせて食器類が割れると半額負担。レジを１回間違えると給料の一部をカットされる。罰金の天引きは違法だが、知らなかった。体調を崩して辞めると伝えると、経営者は「求人広告代を払え」と書面を送りつけてきた。

　「そんな所で働いたのも自己責任と思っていた。周りからおかしいと言われてようやく気づいた。働く側も勉強しなければ」。彼女は、若者が中心になって労働や生活の問題に取り組むＮＰＯ法人「ＰＯＳＳＥ」の京都支部に加わった。将来は労働基準監督官を目指している。

■

　大阪、京都などの学生たちは「関西学生アルバイトユニオン」を２１日に結成する。労働相談や労働法の知識普及に力を入れ、団体交渉も行う。

　共同代表になる大阪市立大４年、柊まりさん（２５）は昨年１月、塾講師をいきなりクビと言われた。「服装などの注意に従わない。生徒と仲が良すぎる」といった理由だ。即日解雇するなら労働基準法の規定で３０日分の解雇予告手当が必要だ。加入した地域労組が交渉し、過去の不払い残業を含めて約２３万円を受け取った。泣き寝入りしないことの大切さを知った。

　柊さんたちは、今の学生の生活事情をこう説明する。

　「遊びや旅行のためでなく、バイトをしないと生活が成り立たない学生が多い。親からの仕送りや小遣いが減り、教科書代や生活費を自分で稼がないといけない。辞めたら、次のバイトを探して給料をもらうまで生活に困る」

　「日本学生支援機構の奨学金も借金で、卒業時に何百万円も抱える。だから、まともな就職をしないといけない。就活時期はバイトもできず、交通費やスーツ代もかかるので、それに備えた貯蓄も必要になる。いろいろな資格を取る勉強にもお金がかかる」

■

　研究者などでつくる「ブラック企業対策プロジェクト」の昨年の調査では、バイトをする大学生の労働時間は平均週１５・５時間。学業に支障が出やすい週２０時間以上が２８％にのぼり、家計に余裕のない学生ほど労働時間が長い。何らかの違法・不当な扱いを経験した学生は６７％に達する。

　調査に携わった大内裕和・中京大教授（教育学）は「サービス業では正社員が減り、バイトが補助ではなく『基幹化』している。学生なら安い賃金で社会保険料の事業主負担もなく、優秀な働き手を使える」と、雇う側の変化も指摘する。対策として「大学は労働法の知識を伝え、相談窓口を設ける必要がある。根本的には高すぎる学費を下げ、奨学金を給付化して高等教育の負担を軽減すべきだ」と強調している。

http://www.yomiuri.co.jp/job/news/20150218-OYT8T50076.html?cx_text=05&from=ytop_os_txt2
・すべての子どもが育ちやすい社会を目指して（2月18日）
　児童養護施設などで暮らす子どもの数は２０１３年２月時点で、４万８０００人に上る（厚生労働省まとめ）。

　子どもたちが施設で生活するようになる事情は様々だが、大きな要因の一つは、家庭の貧困とされる。中でも、離婚や死別により１人で子どもを育てるしかない状況に置かれたひとり親家庭は厳しく、母子家庭の６６％、父子家庭の約２０％は貧困状態にある（阿部彩「子どもの貧困」より）。

　こうした貧困が、親が子どもと過ごす時間の減少、学力低下、さらには虐待、育児放棄へとつながる可能性が少なくない。その結果、多くの子どもたちが親元を離れ、養護施設で育つことになる。

　この現実を前に、どんな環境で生まれ育っても自立できるように、児童養護施設などに学習ボランティアを派遣し、子どもたちの勉強を支援しているのが「ＮＰＯ法人３ｋｅｙｓ」。学習支援だけでなく、貧困や虐待、地域のつながりの希薄化など、背景にある問題を周知する啓発活動にも力を入れている。子どもの理解者や見守る大人を増やすことで、子どもの権利が保障される社会を推進しようという取り組みだ。

　設立のきっかけは、代表理事の森山誉恵さん（２７）が、大学２年の時にボランティアとして児童養護施設の中学生に勉強を教えたこと。その時まで施設の存在すら知らなかった森山さんにとって、１０代前半ですでに人生を悲観的に見ていた女子中学生との出会いは、大きな衝撃だった。

「児童養護施設って、何？」

　森山さんは、３歳から１４歳までを母の故郷、韓国ソウルで過ごした。母が教育熱心で、小学１年から英語を学び、日韓英の３か国語を身につけた。都立国際高校は進学校だが、自由でユニークな校風。歌や服飾など秀でた才能を持つ人に囲まれて、自分の強みは勉強だと思わされた。生徒会長もやったが、「生真面目はイヤ」と髪を染め、焼いた肌、濃い化粧に付けまつ毛というギャルの格好で、大学受験に臨んだ。

　慶応義塾大学に入学すると、学生のための国際ビジネスコンテストを運営するサークルに入り、そこで「社会起業家」という言葉と出会った。日頃の問題意識がビジネスと結びつく。今まで恵まれて育った自分が誰かの役にたてられるかも、ということにワクワクした。日本社会で最も希薄化しているのは人とのつながりや教育なのではと思い、２年後期からはボランティア活動や教育系のイベントに関わり始めた。

　そんな時、ボランティア情報サイトを見ていて「児童養護施設」という文字が目に留まった。「孤児院？」。調べると、全国で３万人超が児童養護施設で暮らしているなど、驚きのデータが出てきた。「子どもは親か親戚と一緒にいるんじゃないの？」

　どんな場所なのかも、受け入れてもらえるかも分からない。悩んだ末に電話をし、都内の自宅から１５分ほどの場所にある施設に、恐る恐る足を運んだ。すると１０分もしないうちに「この子の数学を見てください」と頼まれた。中学２年の男勝りな女の子。「オレ、勉強できないから。帰っていいよ」。衝撃的な出会いだった。

はじめて知った子どもたちの現実

　翌週、中１の問題集を持って行ったが、まったく理解できていない。後から小１～２の足し算や引き算レベルからつまずきが多いことがわかった。１人で５、６人の子どもを担当する施設のスタッフは食事や入浴などの日常生活のお世話で手いっぱい。その子も勉強まで見てもらえず、分からないまま中２になっていた。

　それ以上にショックだったのは、その子の口をついて出てくる言葉の数々。「高校行ってもどうせやめるし」という諦め。「オレ、税金で生きてるんだよ」という淡々とした言葉。「ボランティアなんて恵まれてるね」という、答えに窮する問いかけ。鋭い言葉が次々と突きつけられた。

　森山さんは、考えさせられた。彼女の問いにきちんと答えたい、悲観的にならないでほしいと思い、施設を出た後の進路や進学後の可能性などを調べた。そして調べるほどに、施設で育った子どもたちの自立の難しさを知った。施設にいる高校生の中退率の高さや大学進学率の低さ。そして、中卒の子はほとんどが正社員ではなくアルバイトで就労している現実――。その子が悲観的になるのはそれが現実だからだと知って、かける言葉が見つからなくなってしまった。

　彼女のことを考える時間が増え、ボランティアにのめり込んでいった。無事、彼女を高校に送り出したあとも、他の中学生を引き続き担当した。一人っ子の森山さんにとって、慕ってくれる子どもたちが、弟や妹のようにかわいく思えたことも続けられた一つの理由だ。

　子どもとの関係が深くなるにつれ、現状の理不尽さに対する憤りが湧き上がった。施設の子に、能力や努力の差はそんなに感じられない。現在の学力が低くてもむしろ自分よりも一生懸命生きている。なのに、生まれ育った環境が違うだけで、進路やキャリアにこんなにも差が出てくるなんて――。「なんとかしたい」という衝動が募った。

とっさの一言が、道を決めた

　大学３年の４月、ＳＮＳで学生仲間６人を集め、児童養護施設に学習ボランティアを派遣する学生団体「３ｋｅｙｓ」を立ち上げた。団体名の三つのｋｅｙは「きっかけ・きづき・きぼう」の意味。企画書を作って施設に飛び込み営業し、説明会を開いてボランティアを集めた。その年は３施設が利用してくれ、日々の勉強や夏休みの宿題の手伝いなどに人を派遣した。

　だが、次第に交通費や資料の印刷代など経費がかさみ、自腹では負担できなくなる。忙しくなって前のようにアルバイトもできない。そこで考えたのが、助成金の活用だった。

　大学３年の２００９年８月、４０万円の助成金が出るＮＥＣ社会起業塾に応募した。その時、窓口となるＥＴＩＣ．の担当者にこう言われた。「企業から支援を受けるということは、事業の継続が前提。就職しないで起業することが確定していないと起業塾には参加できないけど、就職はどうする？　やめる？　やめない？」

　実は、インターン先の企業からお誘いを受けていたが、電話口で詰め寄られ、とっさに答えていた。「じゃあ、やめます！」。口に出したら、気持ちがスッキリした。その時、すでに相談してくれている施設は６施設に増えていた。「大学生でもここまでできたんだから、もっとやれることはあるはず」。迷いなく進み始めた。

「自信がついた」子どもたちの声が力に

　大学４年で留年し卒業が半年遅れたが、２０１１年５月、在学中のままＮＰＯ法人化。利用してくれる施設は施設同士のネットワークで増えていき、１２年度には１６施設、１３年度には２０施設になった。「苦手だった英語が読めるようになり、自信につながった」「よく話も聞いてくれ、勉強も分かりやすかった」。子どもたちの声が、力になった。施設の中で勉強することや、進学することが選択肢の一つになってきたこともうれしかった。

　一方で、学習支援活動は施設や子どもたちといった受益者側が、利用費を支払えないという側面がある。活動を支えているのは、共感してくれた企業や個人からの寄付。そして、無償で参加してくれた６００人を超える学習ボランティアだ。現場で何かトラブルが起きるたびに研修プログラムに反映させ、改良を繰り返してきた。

　最初は児童養護施設への学習支援から始まったが、活動はどんどん広がっている。問題は、貧困や虐待はもちろん、地域社会のつながりの希薄化や核家族より子育ての責任が親に重くのしかかっていること、ワークライフバランスの問題など多岐にわたる。１３年からは、自分たちからそれを発信するために、外部講師を招いての講演会やセミナーにも取り組み始めた。

　現場に入って活動してきた中で、新たな課題も見えてきた。いま児童養護施設は、より小さい規模のグループホーム化や里親の推進など、より家庭に近い環境へという政策が進められている。そうなると、サポートが必要な子どもが各所に散って見えにくくなり、埋もれていく可能性がある。３ｋｅｙｓではそうなった時の発見機能を備えるために、学校や保育園との連携、さらには中高生のたまり場となりやすいショッピングモールなどとの連携も摸索している。学習支援だけでなく、相談機能も必要だと考えている。

原点からのエール

　最初に勉強を教えた女の子とは、今でもつながっている。「『あの時、あんなにボロクソ言われてよく続けたよね』『根性あるよね』って言われるんですよ（笑）。彼女が私に厳しい現状を突き付けてくれたから、今があると思っています。それくらいその子も厳しい現状と向き合っていたんだと思います」。懐かしそうに語る。３ｋｅｙｓをはじめるきっかけとなった彼女との出会い。時に彼女が送ってくれる「よくやってるね」「なんだかんだえらいよね」というメールが、森山さんに原点を思い出させてくれている。

　「問題の大きさに比べると、自分たちがやっていることはまだまだ。だけど、一つ一つ問題を解決していこうと思っています」。その瞳は、しっかりと前だけを見つめている。

	もりやま・たかえ

	　１９８７年、東京都出身。慶応義塾大学法学部政治学科卒。大学時代、児童養護施設で学習ボランティアを始める。在学中の２００９年４月、学生団体３ｋｅｙｓを設立し、翌年、内閣府・地域社会雇用創造事業交付金事業に採択される。１１年５月にＮＰＯ法人化。同年、社会貢献者表彰を受賞。２０１１年度花王社会起業塾メンバー、２００９年度ＮＥＣ社会起業塾特別メンバー、イノベーショングラント第４期フェロー。


・スマホでネット、小学生１時間・中学生２時間超(2月20日)
内閣府がまとめた青少年のインターネット利用実態調査によると、スマートフォン（スマホ）によるネット利用時間（１日平均）は、小学生が６３分、中学生が１２３分に及ぶことが分かった。

自分のスマホを持たない小中学生でも、親などのスマホを使ってネットやゲームに時間を費やしている実態が浮き彫りになった。

　調査によると、スマホによるネット利用率は、中学生が３６・３％、小学生が９・１％だった。高校生は８６・８％で、平均利用時間は１５５分。５時間以上利用している割合は、小学生が２・０％だったが、中学生で９・３％、高校生では１１・４％だった。

　スマホに限らず、パソコンなどを含めてネットを利用しているのは、小学生が５３・０％、中学生が７９・４％、高校生が９５・８％だった。

　調査は２０１４年１１月８日から１２月７日にかけ、全国の１０～１７歳の青少年５０００人と保護者５０００人を対象に行った。青少年３４４１人（回収率６８・８％）と保護者３６３７人（同７２・７％）が回答した。

http://www.yomiuri.co.jp/it/20150219-OYT1T50085.html?cx_text=06&from=ytop_os_txt2
･「ＪＫビジネス」愛知県が全面規制へ…全国初(2月21日)

女子高校生らにマッサージやデートなどを売り物にした接客をさせる「ＪＫビジネス」について、愛知県は、無店舗型の路上デートなどを含めた全面規制に乗り出すことを決めた。
県によると全国の都道府県で初めてで、県議会２月定例会に青少年保護育成条例の改正案を提出する。

　改正案では、１８歳未満の少女が個室で添い寝などを行う「ＪＫリフレ」や散歩と称して路上でデートする「ＪＫお散歩」などが確認された場合、その行為を禁止することができる。最長６か月間の営業停止期間も設定し、命令に違反した場合は１年以下の懲役か５０万円以下の罰金が科される。

　県議会で可決されれば７月１日から施行する。県によると、条例での規制は神奈川県が個室営業店舗、東京都千代田区が客引き行為などを対象にしているが、営業形態を問わない規制は初となる。

　ＪＫビジネスは２年ほど前から都市部で急増し、愛知県内では７７店が確認されている。労働基準法や児童福祉法では、少女が何らかの被害に遭った後でしか業者の摘発ができないため、県は「条例改正で被害の未然防止を図りたい」としている。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150220-OYT1T50115.html
・児相に夜間当直員…大阪府内６か所のうち１か所（2月21日）
　児童虐待の対応件数が全国最多の大阪府で、児童相談所（児相）の夜間態勢が手薄になっていた問題で、府は５月から、職員２人を児相１か所に当直勤務させる方針を決めた。２４時間常駐して虐待通報に即応することで、被害児童を速やかに保護し、安全を確保するのが狙い。

　府家庭支援課によると、府内（大阪、堺両市を除く）に６か所ある児相では、昼間は計７２人が市民や警察、病院からの通報に応じ、原則全件で現場に向かっている。午後９時半以降は指定された担当者３人が自宅に待機し、対応してきた。

　新たな夜間態勢は平日は午後９時半～翌午前９時、休日（土・日曜、祝日）は午後６時～翌午前１０時、児相の児童福祉司らがローテーションを組み、２人が、児相６か所のうちの１か所で当直勤務する。虐待通報があれば、まず自宅待機している職員が緊急性を判断。その指示を受けて当直の２人が現場に赴き、調査や児童の一時保護に当たる。全体の職員は増やさず、当直可能な職員数を聞き取って態勢を組む予定。

　厚生労働省によると、大阪府の児相が対応した虐待事案の件数は２０１３年度、全国最多の１万７１６件。一方、大阪府警に寄せられる虐待通報の８割超が夜間の当直時間帯に集中。専門知識のない交番勤務員が対応に苦慮するなどしており、府警は児相の夜間態勢の拡充を求めていた。

http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20150221-OYO1T50006.html
・児相が保護し一般家庭に委託…大阪市で３００人（2月25日）
　大阪市が、虐待などのため一時保護された子供を、一般家庭に委託する異例の取り組みを行っている。児童虐待の急増に伴い、児童相談所（児相）の一時保護所がほぼ満員となったため、約２年前に応急措置として導入。これまで６３世帯が３００人以上を受け入れた。うち１５世帯が経験を生かして里親登録するなどの好影響が出ているが、心の問題を抱える子供を一般家庭に任せることへの批判もある。（社会部　喜多俊介）

　大阪市こども相談センター（児相）によると、市が２０１３年度に一時保護したのは１４０９人で、０８年の２・７倍。うち虐待が理由だったのは７２２人で、０８年の３・７倍に上る。

　一時保護所は１４年４月に増設され２か所（定員計１００人）になったが、常にいっぱいの状態。市は施設などへの委託もしているが、急に一時保護した場合など受け入れ先を探すのに苦労しているという。市は一時保護所をさらに１か所増やす方針だが、場所も時期も決まっていない。

　一般家庭への委託は全国でも例がなかったが、厚生労働省の通知では否定されていない。このため市は１２年１１月から里親らに協力を求め、口コミで一般家庭の委託先を探し始めた。

　同センターの職員が、里親から推薦された家庭を訪問。家にスペースがあるか、子育て経験や家族全員の同意があるか、などを調査し、所長が採用を判断。１４年末までに大阪、堺両市に住む６３世帯が委託先として登録された。これまで目立ったトラブルはないという。

　うち１５世帯はその後、里親になった。津崎哲郎・花園大特任教授（児童福祉論）は「里親に関心がある家庭にとって、いいきっかけになる。一時保護を里親へのステップとして活用し、支援制度の整備も進めるべきだ」と評価する。

研修なく懸念も　一方、里親になる場合、児童福祉施設での実習など計６日間の研修を受ける義務があるが、一般家庭に対する研修制度は整っていない。西沢哲・山梨県立大教授（臨床福祉学）は「心の傷を抱えた子供たちは短い間でも様々な問題行動を起こす。研修も受けていない家庭がいきなり受け入れても常に適切な対応ができるとは思えない。里親や施設など本来の受け皿を早く十分に用意するべきだ」と指摘している。

一時保護　児童福祉法に基づき、虐待や家出、非行などを理由に、１８歳未満の子供を、児童相談所が原則２か月まで保護者から引き離す緊急の処分。児相内の一時保護所で預かるほか、児童養護施設や乳児院、里親などにも委託できる。その間に、児相が調査し、保護者の元に帰すか、施設や里親などに預けるかを決める。

http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20150225-OYO1T50018.html
・学校での児童生徒の事故、１４％で何らかの兆候（2月25日）
　部活動や授業中などの事故で児童生徒に死亡や重い障害が残ったケースのうち、約１４％で何らかの兆候があったことが２４日、文部科学省が公表した初めての調査結果からわかった。

　同省は結果を分析し、学校側に求められる事故対応の指針を２０１５年度中に作成する。

　調査は、日本スポーツ振興センターが２００５～１３年度に、死亡・障害見舞金を支給した国公私立の小中高などの事故８３２件が対象。発生状況や学校の対応などを教育委員会に尋ね、５５８件の有効回答があった。

　有効回答のうち、事故前、子どもに兆候と考えられるような状況が見られていたかについて、「とても思う」が２８件、「少し思う」が５０件の計７８件で約１４％だった。兆候の詳細は不明だが、子どもの持病や事故前の健康状態などとみられる。

　また、事故後に検証委員会を設置したケースは７８件で、うち検証報告を遺族などに明らかにしていたのは３９件だった。

　５５８件のうち、部活動中が最多の１８９件（３３・９％）で、体育などの授業中が１２１件（２１・７％）、休憩時間９０件（１６・１％）、通学中６６件（１１・８％）。部活動別では柔道２７件、野球２１件、ラグビー１８件などだった。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150225-OYT1T50023.html
・子どものスマホ　１０時でＯＦＦ運動（2月26日）
　◇広島市「家庭で話し合って」

　子どもの携帯電話・スマートフォンの長時間使用で生活習慣の乱れ、いじめなどが問題になっているため、広島市は市内の小中学生を対象に使用時間に制限を設ける「EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(テン),１０)オフ運動」を始めた。「午後９時以降は（メール、無料通話アプリなどの）データを送信しない。遅くても１０時までには電源を切る」のがルール。こうした取り組みは県内の自治体では初という。

　同市が２０１３年度に市内の小学４年～中学３年の児童生徒計１４０９人にアンケート調査したところ、携帯電話・スマートフォンの所有率は、中学生が５１・１％、小学生で３５・２％だった。

　このうち携帯電話でのインターネット使用は、中学生は３３・４％が２時間以上、小学生でも１３・１％が１時間以上と回答。「使用時間や場所などのルールを決めていない」と答えたのは、中学生で３４・４％、小学生でも２８・０％いた。

　市は昨年１２月、校長会やＰＴＡなどと「電子メディアと子どもたちに関する関係者会議」を設立し、対策を検討。この「EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(テン),１０)オフ運動」について、市は４月の新学期からポスターなどを各学校に配り、浸透させる。市教委育成課は「これを機に家庭内で携帯電話の使用について話し合って」と呼びかけていく。

http://www.yomiuri.co.jp/local/hiroshima/news/20150225-OYTNT50324.html
・言葉のセクハラ　厳格な処分を支持した最高裁（2月27日）
　度を越した従業員のセクハラ発言に、企業が厳格に対応するのはもっともだ――。最高裁の明快なメッセージだろう。

　女性従業員にセクハラ発言を繰り返した男性社員２人に対する懲戒処分を巡り、最高裁は処分を妥当だとする判決を言い渡した。

　大阪の水族館運営会社で課長代理を務めていた２人は、部下の女性に「結婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで」「夜の仕事とかせえへんのか？」といった言葉を度々発した。

　露骨な性的話題を口にすることもあったという。

　会社は、２人を３０日間と１０日間の出勤停止処分としたうえで、係長に降格させた。

　最高裁は、「強い不快感や嫌悪感、屈辱感を与え、執務環境を著しく害した」と、一連の発言の悪質性を認定した。

　体への接触の有無にかかわらず、性的な言動で相手を不快にさせることは許されない。そんな警告と捉えることもできる。

　１審の大阪地裁は、会社の処分を支持した。２審の大阪高裁は逆に、処分を無効と判断した。

　高裁は、女性が明確に抗議しなかったことから、２人は自分たちの発言が許容されていると受け止めたと認定した。これを踏まえ、処分が重すぎると結論付けた。

　セクハラへの理解を欠いた判断だったと言わざるを得ない。

　最高裁は、セクハラの被害者について、「職場の人間関係の悪化などを懸念し、抗議や抵抗、会社への申告をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(ちゅうちょ),躊躇)することが少なくない」という点を重視した。実態を的確に捉えている。

　ハラスメント被害に対し、「我慢した」「諦めて仕事を辞めた」という女性は、それぞれ３割前後に上るという調査結果もある。

　２人は、職場のセクハラ防止に努めるべき管理職の立場にあった。それにもかかわらず、悪質な発言は１年余りにも及んだ。

　こうした状況を考えれば、最高裁が、処分無効を求めた２人の訴えを退けたのは、当然である。

　２００７年に施行された改正男女雇用機会均等法は、相談体制の整備など、必要な措置を講じるよう事業主に義務付けた。運用指針では、厳正な対処を就業規則に定めることも求めている。積極的に取り組んでいる企業は多い。

　だが、言葉のセクハラを軽視する風潮は、一部に根強く残っているのも事実だろう。最高裁判決を機に、セクハラに対する意識改革をさらに進めたい。

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20150226-OYT1T50186.html?from=ytop_ylist
＊日本経済新聞

・春秋（2月1日）
　「少年事件が増えている」「しかも凶悪化するばかり」「昔はなかった残忍な犯行だ」。子どもや若者による特異な犯罪が起きると、テレビのワイドショーやネット空間にはこういう声がほとばしる。処罰感情が渦巻き、厳罰化や実名報道を求める意見も珍しくはない。

▼名古屋大の女子学生が知人女性を殺した疑いで逮捕された事件をめぐっても、目立つのはやはりこんな反応だ。難関校の19歳。かねて殺人に興味を持ち、犯行後にはツイッターに「ついにやった」と宣言。「高校時代に同級生に毒を飲ませたことがある」とも供述……。どれも世の耳目を引く話で、衝撃的なケースである。

▼しかしここは、ちょっと冷静になったほうがいい。「少年事件は減っている」「凶悪化もしていない」「残忍な犯行は昔からあった」。こう並べるといぶかる人もいようが、警察庁の統計や犯罪史が教える事実だ。少年による殺人は1960年前後に400件以上、それがこの数年は50件前後というデータが厳としてある。

▼もちろん人口減も作用しているし、数が少なくなったからいいというわけではない。しかしたまに起きる突拍子もない事件に驚き、前のめりの議論を進めるのは禁物だ。新たな対策や少年法見直しを考えるにせよ、まずは過去を正しくかえりみる必要があろう。「昔はよかった」式の思い込みが、しばしば道を見失わせる。

http://www.nikkei.com/article/DGXKZO82662050R00C15A2MM8000/
・容疑の男は同級生の母と内縁関係、保護者ら「信じられない」（2月2日）
　「信じられない」。福岡県豊前市の小学５年の女児（10）が遺体で見つかった事件で、同級生の家に住む男が死体遺棄容疑で逮捕された１日、同じ小学校に通う保護者らに衝撃が広がった。女児の無事を祈り夜を徹して捜していた学校関係者は言葉を失い、静かな街は重苦しい雰囲気に包まれた。

　被害女児が通う小学校の校長によると、５年生は約30人の１クラス。内間利幸容疑者（46）が同居し内縁関係にある女性の子供と女児はこの数年間、同じクラスだった。

　校長は女児について「まじめで何事にも熱心に取り組む子。笑顔が愛くるしいのが印象的。友達と仲良く遊びつつも、周りに気を使える子だった。残念でたまらない」と声を振り絞るように話した。

　女児の母親から担任教諭に行方不明の連絡が入った１月31日夕方以降、職員らは全児童の保護者に連絡したり、保護者も捜索に加わったりして女児の行方の手掛かりを求めていたが、翌１日午前７時ごろ、女児の父親から「最悪の結果になった」と遺体発見の連絡が入ったという。

　学校は１日午後、緊急の保護者説明会を開催。出席した保護者らからは「子供にどう話せばいいのか」などと困惑する声があがったという。ある男性保護者は「許せない。（亡くなった子は）恐ろしかったろう」と言葉に詰まった。

　学校は２日から当分の間、保護者が付き添う集団登下校を実施するほか、スクールカウンセラーを常駐させて児童の心のケアに努める。また２日に全校集会を開き、全児童に状況を説明する予定。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASJC01H17_R00C15A2ACY000/
・春秋（2月3日）
　「若い人たちにお願いしたい。他の人びとに対する敵意や憎悪に駆り立てられることのないようにしていただきたい」（永井清彦訳）。先月31日に死去したワイツゼッカー元ドイツ大統領の演説にこうあった。いま日本で読み直し、切実さになにも変わるところはない。

▼1985年、戦後40年に際した「荒れ野の四十年」と称される議会演説では、一節がとりわけ今日に伝えられてきた。「過去に目を閉ざす者は結局のところ現在にも盲目となります」。歴史に対するドイツ民族の責任を説いたとされる箇所がなぜ大切なのか。人の、ともすれば盲目になる傾向を思い知らされるからである。

▼「余りにも多くの人たちが実際に起こっていたことを知らないでおこうと努めていたのが現実であります」。ナチスの蛮行に目をつぶったドイツ人の反省は、我々にも向かってくる。社会の不正義でも学校のいじめでも、ささいだからと見て見ぬふりをしている間に、実際に起こっていることはのっぴきならなくなる――。

▼ヒトラーは敵意と憎悪をかき立てて国民の目をふさいだ。過激派「イスラム国」の人質殺害で、日本でも敵意や憎悪のほむらが勢いをましていないか。炎は、イスラム教を信ずる人々や紛争に巻き込まれた中東の人々へと向かわないか。若い人だけの問題ではない。いま、目をふさがれぬこと。この国にとって切実である。

http://www.nikkei.com/article/DGXKZO82731250T00C15A2MM8000/
・佐世保高１殺害、児相の通報放置にパワハラ影響　県が報告書（2月4日）
　長崎県佐世保市の高１同級生殺害事件で、児童相談所の対応を検証していた県は４日までに、児相幹部による部下への日常的なパワハラが、家裁送致された少女（16）に関する通報の放置に「間接的な影響があった可能性は否定できない」とする報告書をまとめた。５日の県議会で公表する。

　県は昨年10月に公表した報告書では「影響したとは考えられない」としていたが、翌11月に有識者検討委員会が「パワハラの影響があった可能性が高い」とする見解で一致。見解を見直す必要に迫られていた。

　佐世保市にある児相は事件前の昨年６月10日、少女を診察していた精神科医から通報を受けたが放置。この児相では普段から特定の幹部が他の機関からの通報や相談を安易に受けないよう部下を叱責していた。

　報告書は、他機関から通報があった場合、通常は職員が緊急受理会議を開くが「開催の申し出を職員が自由にできる雰囲気になっていなかった」と分析。組織改善に向け「誰もが遠慮なく意見を言えるような風土醸成が必要」と指摘した。〔共同〕

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG03H9D_U5A200C1CC0000/
・読む→考える道徳へ　文科省、小中で「教科化」指導要領改訂案（2月4日）

　文部科学省は４日、小中学校の道徳を「特別の教科」として教科化するのに向け、学習指導要領の改訂案を公表した。教材を読むことを中心にした従来のスタイルから脱却し、問題解決や体験学習の手法を新たに提示。児童生徒が特定の見方に偏らず、多面的に考えられるようになることを目指す。

　パブリックコメント（意見公募）を経て修正した後、新たな指導要領として３月下旬に告示する。教科書の導入に最低３年かかり、全面実施は小学校は2018年度、中学校は19年度から。ただ各校の判断で15年度から改訂内容の一部を授業に反映することができる。

　改訂案は授業で「児童自らが考え、理解し、主体的に学習に取り組む」ことを強調。問題解決型の学習や体験学習などの手法を示し、「社会的課題を自ら解決しようとする意欲や態度を育てるよう努める」と記述した。いずれも現行の指導要領にはない要素。

　問題解決型の学習では自分の気持ちを友達にメールで伝えるときの文面を考えたり、生命倫理の観点から代理母出産のあり方について議論したりといった内容などが想定される。体験学習では、ロールプレーを通じて礼儀作法を学ぶなどの手法が考えられる。

　現在の道徳の授業に対し、「教材を読むことに終始している」という指摘は多い。児童生徒に熟考や討論を促す指導法へと転換をはかり、同省教育課程課は「実生活でも、答えが１つでない問題に自ら向き合う資質を育てたい」としている。

　検定教科書の導入を踏まえ、教材についての記述も変更。特定の見方や考え方に偏らないように留意しつつ、児童生徒が多面的に考えることができるような視点で開発するよう求めた。

　一方、いじめを抑止する狙いで、小３・４年で扱う内容に「誰に対しても公平な態度で接すること」という項目を新たに加えるなどした。各学年で19～22あるこうした項目は、現行要領では学年ごとに記述していたが、教員が理解しやすいように「正直、誠実」「節度、節制」などのキーワードごとに並べ替えた。

　学習評価は「数値などによる評価は行わないものとする」と明記。同省は近く立ち上げる専門家会議で詳細な評価手法を議論し、15年中に結論をまとめる。授業時間数は小１は年34時間、小２～中３は年35時間で現状と変わらない。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG04H4E_U5A200C1CR8000/
・中高生の過半数、危険ドラッグ「入手できる」　民間調査（2月6日） 
フォームの終わり

　首都圏の中高生を対象に実施した危険ドラッグの意識調査で、半数を超える生徒が「危険ドラッグは手に入れられる」と考えていることが５日、わかった。わずかだが「使用したことがある」との回答もあった。調査を実施した民間団体は「子供たちに薬物の危険性を正しく理解させる取り組みを充実させる必要がある」と指摘している。

　調査は昨年９～12月、民間団体「日本薬物対策協会」（東京）が東京、埼玉、神奈川、千葉の４都県の中学校６校、高校６校の計12校で実施。中学生1301人、高校生2557人の計3858人が回答した。

　知っている薬物（複数回答）は覚醒剤が97％と最も多く、危険ドラッグ95％、大麻（マリフアナ）85％と続いた。

　危険ドラッグを入手できるかどうかは、28％が「簡単に手に入る」と答えた。「少し苦労するが手に入れようとすれば可能」との回答も25％あり、合わせて53％の生徒が「入手可能」とした。

　使用や所持に関する設問（複数回答）には、90％が「悪いこと」とした一方で、８％が「判断は個人の自由」と回答。「試したことがある」は0.5％、「友人・知人の使用を見たり聞いたりした」は1.6％だった。

　同協会は「簡単に手に入るものなら、危険ではないと考え、使用する人も出てきかねない」と懸念している。

　危険ドラッグの使用が原因と疑われる死者は昨年だけで110人を超え、無関係の人を傷つける犯罪や事故を起こすケースも目立つ。昨年12月の改正医薬品医療機器法（旧薬事法）施行で、商品名や包装が規制対象製品に似ていれば全国一律に規制することが可能になり、取り締まりの強化で販売店舗は大きく減ったとされるが、常連客に宅配で密売するなどの動きがあるとされる。

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO82874750W5A200C1CR8000/
・過重な勉強も虐待か、児童虐待相談は20年で約70倍に（2月19日）
　ここ20年、児童虐待の相談件数は約70倍に激増しています。全体の３分の１が「心理的虐待」を占めるなど、内容も変化しています。「過重な勉強や受験も、本来の意味での『児童虐待』に当てはまるのではないか」と教育社会学者で武蔵野大学講師の舞田敏彦は指摘します。

　こんにちは。武蔵野大学講師の舞田敏彦です。児童虐待の英訳をご存じでしょうか。授業で学生さんに尋ねると、かなりの確率で「チャイルド・バイオレンス」という答えが返ってきます。子どもを殴る・蹴るというイメージからでしょうが、これは正しくありません。
　子どもの虐待は有形の暴力だけに限られるのではなく、他にもさまざまなバリエーションがあります。それを示す前に、児童虐待の基礎統計をご覧いただきながら、話を展開していくことにしましょう。

■児童虐待の相談件数は１年で６万7000件に
　まずは、児童虐待の相談件数です。新聞などでもよく見かけるデータですが、図１は、全国の児童相談所が受け付けて、実際に対応した事案の件数のことです。ここからわかるように、この20年間にかけて激増しています。1990年度では1000件ほどでしたが、2012年度では６万7000件にもなっています。近年の少子化傾向にもかかわらず、70倍近くの増加です。
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　これは、虐待の実数が増えたというよりも、人々がそれに敏感になり、通報が活発化したことによると思われます。2000年に児童虐待防止法が制定され、その第６条で児童虐待の通告義務が定められたのですが、この時期以降、件数の増加のスピードが増しています。よく「虐待の相談件数が過去最悪に」などと報じられますが、この数が増えるのは悪いことではありません。人々の道徳意識が鋭敏になったことの証でもあるわけですから。

■全体の３分の１が「心理的な虐待」
　ところで、一口に児童虐待といっても、それにはいくつかのタイプがあります。上記の法律で規定されているのは、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、そしてネグレクトです（第２条）。近年、虐待の相談件数が著しく増えているのですが、増加幅が大きいのはこの中のどれでしょう。図２は、1997年度と2012年度の内訳を比較したものです。

相談件数の激増もさることながら、タイプの内訳も変わっています。以前は身体的虐待が半分を占めていましたが、最近ではその比重が減じ、代わって心理的虐待のウエイトが高まっています。2012年度では、全体の３分の１が心理的虐待です。

　子どもに暴言を吐く親が増えた、ないしはそれが積極的に通告されるようになったこともあるでしょうが、最も大きな理由は2004年の児童虐待防止法改正です。これにより、「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力（心身に有害な影響を及ぼす言動を含む）」も心理的虐待に含まれることとなりました。子どもの面前での暴力などを伴う深刻な夫婦げんかなども相当するわけです。

■早期受験も「虐待」になりうるか？
　このように人々の道徳意識が鋭敏になり、概念の拡張がなされるのは結構なことですが、そもそも児童虐待とは何かという原義（もともとの意味）に遡ると重要な部分が抜け落ちていることに気づきます。ここで冒頭のクイズの答えを申しますが、児童虐待を英語でいうと「チャイルド・アビューズ（child abuse）」です。abuseを分解すると「ab（異常に）＋use（扱う）」ですから、この言葉のもともとの意味は、子どもを異常な仕方で扱うこと、すなわち「児童乱用」のようなものということになります。
　昔は、この意味合いで児童虐待という語が使われていました。朝日新聞の新聞記事データベースからは、「児童虐待」というキーワードの最も古い記事として1906（明治39）年９月12日の「児童虐待の弊」という社説が出てきます。そこでは、児童虐待の主要類型として３つが挙げられています。


　記事の筆者は、「以上の三項を以て、わが少国民に対する現代社会の虐待と為し、国民体力の発達を阻害し、帝国将来の運命にも関する重大の事項なるを信ずる」と述べています。

　当時から100年以上経った現在にあっても、これらに類する事態は見受けられます。子が望まぬ早期受験を強制することなどは、上記の（２）に相当するといえるでしょう。過去の記事で、小・中学生の自殺原因として「学業成績」「親の叱責」「入試の悩み」が多いことをみたのですが、こうした潜在的な虐待に苦しんでいる子どもは決して少なくないと思われます。

　先ほど述べたように現行法では児童虐待のタイプとして４つを想定しているのですが、もともとの意味に近い「児童乱用」というのも加えたらどうかと、個人的には考えています。工場で長時間働かされるような「abuse」はほぼ皆無になりましたが、今日では別の意味の「abuse」が生じる条件が強くなってきているのですから（子どもの早期受験など）。

　われわれは今、児童虐待という言葉の原義に思いをはせるべきではないでしょうか。
舞田敏彦
　1976年生まれ。東京学芸大学大学院博士課程修了。博士（教育学）。武蔵野大学、杏林大学兼任講師。専攻は教育社会学、社会病理学、社会統計学。著書に『教育の使命と実態』（武蔵野大学出版会）、『教職教養らくらくマスター』（実務教育出版）など。近著は『平均年収の真実 31の統計から年収と格差社会を図解【データえっせい】』（impress QuickBooks）。
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO82292310T20C15A1000000/
・虐待受けた子供、１カ所で対応　神奈川のＮＰＯ法人が施設（2月7日）

　神奈川県伊勢原市のＮＰＯ法人が７日、虐待を受けた子供への児童相談所、警察、検察の聞き取り調査が１カ所で済むようにする施設を同市に開設した。つらい体験を何度も聴取されて子供が心理的負担を感じることを避けるのが目的だ。

　ＮＰＯ法人「子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク」によると、米国で取り入れられている手法を参考にした国内初の施設という。性的被害の有無などを調べる診察室も設けた。警察や検察の協力がどこまで得られるかが課題で、協力を呼び掛けている。

　開設した「子どもの権利擁護センターかながわ」では、子供との面接は専門的な研修を受けたセンター職員が担当する。児童相談所の職員と警察官、検察官は別室のモニターで観察し、面接者に電話で追加質問を指示することができる。

　ＮＰＯ法人の山田不二子理事長（54）は「面接の内容が裁判で証拠として採用されるかなど課題は多いが、実績を積み重ねて乗り越えたい」と話した。〔共同〕

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07H3T_X00C15A2000000/
・人身取引32件摘発　14年、「サイバー補導」で１件判明 （2月19日）
全国の警察が昨年１年間に摘発した金銭などを搾取する目的で、強制的に売春や労働をさせる人身取引事件は、32件（前年比７件増）の33人（４人減）だったことが19日、警察庁のまとめで分かった。

　摘発したのは８都県警。保護した被害者は24人（７人増）に上った。いずれも10～30代の女性で、中学生が３人、高校生も２人いた。

　インターネットの掲示板や交流サイトで、援助交際を持ちかけた少女と警察官が身分を隠してやりとりし、実際に会って注意や指導をする「サイバー補導」を通して被害が判明した例も１件あった。このケースでは、滋賀県の高校１年の少女が無職の男らによって売春をさせられていた。

　サイバー補導は静岡県警が2009年から先行実施し、13年10月から全国で導入されている。

　警察庁の担当者は「援助交際をしている少女を見つけた際にただ補導するだけでなく、背景事情まで正確に把握するように努め、人身取引事件の取り締まりを強化したい」としている。

　強要された被害の内訳は、売春など性風俗の仕事が14人、ホステスが７人、結婚や愛人が３人だった。〔共同〕

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H03_Z10C15A2000000/
・教え子とのメール、揺れる一線　教委「モラル頼み」 連絡や相談に活用、わいせつ行為に発展も（2月21日）
メールや無料通信アプリを使った教員と教え子間の連絡をどうするか、教育委員会や学校が頭を悩ませている。１対１のコミュニケーションを続けるうち、わいせつ行為などに発展することがあるためだ。児童生徒との連絡を禁止する教委もある。専門家は「教員の資質の問題が大きく、研修の強化が必要だ」と指摘する。

　「メールや無料通信アプリケーション等による児童生徒との私的な連絡は、絶対に行わないこと」。埼玉県教育委員会は昨年12月から今年１月にかけ、公立の小中高校にこんな通知を出した。

　「若手を中心に、やりとりしているうちに距離を見誤る教員が多い」。県教委の担当者は通知の狙いをこう説明する。

　昨年起きた事例では、県立高校の20代の教諭が無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」のＩＤを女子生徒から個人的に聞き出し、「ドライブに行こう」などと誘い出したうえで、自分の車の中で体を触るなどしていた。同県では、この教諭を含め2014年度に県立高校の教員４人が教え子へのわいせつ行為で懲戒免職になった。

　県教委が過去５年間にわいせつやセクハラ行為で懲戒処分を受けた県立学校の教職員22人について調べたところ、被害者が勤務先の生徒だったケースが13人。また14人が連絡手段としてメールや無料通信アプリなどを使っていた。

　メールや無料通信アプリは手軽さから部活動などの連絡に使われる。また秘密が守られるため、いじめや不登校の相談でも広く使われるようになっている。それだけに「一律禁止」は難しい。

　埼玉県教委は「教育目的」に限り、校長らの許可を条件に例外的に認める。ただ14年度に処分された４人のうち３人は部活の顧問として生徒とやり取りするうちに一線を越えていた。

　神奈川県も校長への届け出を義務付けたうえで認めている。しかし今年１月、教え子と私的なやり取りを繰り返した教員２人が懲戒免職処分になった。いずれも校長には無断で教え子の連絡先を取得していた。

　やりとりは第三者の目に触れにくく、発覚しにくい。埼玉、神奈川の両教委とも「結局は教員のモラルに頼るしかない」と口をそろえる。

　文部科学省によると、13年度にわいせつやセクハラ行為で処分を受けた小中高校などの教員は205人で過去最多を更新した。いずれも男性で、45％が勤務先の児童生徒が対象だった。うちメールなどによる性的嫌がらせで処分された教員も19人いた。

　学校のコンプライアンスが専門の日本女子大の坂田仰教授は、メールや無料通信アプリについて「１対１のやり取りになりやすく、わいせつ行為の温床になっている側面もある」と指摘する。「距離感を誤るのは教員の資質の問題。教員のモラル向上のため、大学での養成段階を含め、指導や研修を徹底する必要がある」と話している。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16H28_Q5A220C1CC1000/
・夜間中学、外国人・不登校児らに学びの場　公立は８都府県のみ（2月23日） 

　戦後の混乱期に義務教育を修了できなかった人たちを対象に設けられた夜間中学。最近は外国人や不登校の人たちの「学びの場」としての存在感が強まる一方で、今は８都府県にしか公立校はない。公立校がない地域ではボランティアらによる自主夜間中学が活動する。国は教育を受ける機会の拡充を目指すため、全都道府県での公立校の設置を検討している。

　1982年に開校した川崎市立西中原中学校（中原区）の「夜間学級」。１月の国語の授業では、外国籍の生徒らが日本文化を学ぼうと不慣れな筆を手に書き初めに挑戦した。

　題の一つは「大きな夢」。教員が「『夢』という漢字はどういう意味か分かりますか」と尋ねると、フィリピン国籍の男子生徒（17）は「うーん、ドリームのことだっけ」。台湾籍の女子生徒（17）は「高校で英語やフランス語も学び、海外留学して通訳になりたい」と「夢」を語った。

　夜間学級には生徒28人が通う。日本人は70代の女性２人だけ。ほかの国籍は中国、フィリピン、ネパール、台湾など11カ国・地域に及び、10～20代の若者が多い。主任の教員は「日本語の読み書きが不十分な生徒への指導もあり負担は大きいが、高校に進学できるよう支えたい」と話す。

　かつては高齢者のイメージが強かった夜間中学だが、最近は外国人の生徒が目立つ。親の国際結婚や仕事の事情で来日したが、昼間の学校についていけなかったり、なじめなかったりして通うケースが多い。

　文部科学省の調査によると2013年５月時点で、公立の夜間中学に通う全生徒1879人のうち、1442人（76.7％）が外国人、571人（30.4％）が60歳以上だった。最近は不登校で中学を卒業していない若者も増えているという。

　文科省によると、義務教育の未修了者は全国で12万人以上いる。しかし、そうした人たちの受け皿の一つとして公立の夜間中学があるのは、東京や大阪など８都府県の計31校にすぎない。

　公立校がない地域では、ボランティアや教員の有志らによる自主夜間中学がその役割を担う。

　四国で唯一の自主夜間中学の「朝倉夜間中学校」（高知市）。10～42歳の日本人生徒28人のうち、半数以上が注意欠如・多動性障害（ＡＤＨＤ）などの障害がある。山下実代表（60）は「小中学校時代に障害などが理由で不登校になり、この学校に通い直している生徒も多い」と話す。

　同学校は「障害児の学びの場を整えよう」と住民の有志が98年に立ち上げ、02年には市の補助を受けバリアフリーの校舎も建設した。市が教員２人を派遣し平日は毎日授業を行う。遠くから１時間以上かけて通う生徒もおり、山下代表は「ニーズは高い」と強調する。

　札幌市では会社員や教員らが「札幌遠友塾自主夜間中学」を90年に設立。毎週１回、公立校の教室などを借り、ボランティアらが高齢者を中心に国語や数学などを教える。同塾元代表の工藤慶一さん（66）は「読み書きに不安がある人は今も少なくない」と話す。

　こうした自主夜間中学は全国に26校あるが、自治体の支援を受けているところもあれば、受けていないところもあり、財政的基盤の整備や人員の確保が課題だ。夜間中学教員らでつくる「全国夜間中学校研究会」の須田登美雄・副会長（58）は「様々な事情を抱えた人の教育の受け皿として夜間中学の必要性は高まっている。国や自治体に支援を訴えていきたい」と話している。

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO83533610T20C15A2SHB000/?n_cid=TPRN0009
・少年事件、いじめ原因35％減　14年警察庁まとめ（2月26日）
　昨年１年間、全国の警察が摘発・補導した少年事件のうち、いじめが原因（仕返しも含む）だったのは265件で、前年より145件（35・4％）減少したことが26日、警察庁のまとめで分かった。摘発・補導された少年は456人で、268人（37・0％）減った。

　2013年に施行されたいじめ防止対策推進法で、いじめの要件が従来よりも広く定義され、過去の数字と単純に比較はできないが、件数は過去10年では前年に次いで２番目の多さだ。

　警察庁の担当者は「減少はしたが依然として高水準。学校との連携を強化し、より一層減らしていきたい」としている。

　摘発・補導された456人は、小学生が19人減の69人、中学生は226人減の301人、高校生は23人減の86人。中学生が66.0％を占めた。

　罪種別では、傷害が161人（うち女子13人）、暴行142人（11人）、児童ポルノ28人（20人）などだった。

　児童ポルノは被害者を裸にしてスマートフォン（スマホ）で写真を撮影し、会員制交流サイト（ＳＮＳ）で公開するなどした例が該当し、女子の割合が高い特徴がある。

　いじめに限らず、刑法犯で摘発された少年の総数は４万8361人で、前年より8108人少なく、11年連続の減少となった。ただ、振り込め詐欺事件で摘発された少年は311人に上り、統計を取り始めた09年以降で最多となった。現金の受け取り役の「受け子」が約７割を占めた。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26H0T_W5A220C1CR0000/
・連絡取れない子供を調査　文科省、全国一斉に（2月28日） 
フォームの終わり

　川崎市で殺害された上村遼太君は事件前、友人に身の危険を訴えていた。しかし、学校側は把握しておらず、事件を防ぐことはできなかった。文部科学省や川崎市教育委員会は再発防止に向け、事件の経緯の検証などを始めた。

　川崎市教委によると、上村君は今年１月から不登校が続いていた。中学校は何度も家庭訪問や電話連絡をしていたが、面会することができず、市教委や警察などと連携した対応もできなかった。

　事件を受け、文科省は27日、対策会議を開催。全国の小中高校などを対象に、７日間以上連続で学校を休み、学校側が連絡を取れない児童生徒や、非行グループとの関わりが疑われ、身体に被害が生じる恐れのある児童生徒などを調査することを決めた。各地の教育委員会などに対し、３月９日までに報告するよう求めており、調査結果は早ければ同月11日に公表する。

　川崎市教委は27日夜に開いた臨時会議で、原因究明と再発防止策を話し合う検証委員会を近く立ち上げることを決めた。渡辺直美教育長は「なぜ事件が起きたのか、徹底した検証が欠かせない」と話した。

　文科省はこれまで、子供の非行防止に取り組むよう各教委にたびたび通知してきた。各地の小中学校は警察ＯＢらを招いた教室を開くなどしているが、重大な事件は後を絶たない。

　学校で非行防止に向けた講演会などを行っている公益社団法人「埼玉犯罪被害者援助センター」（さいたま市）の高橋和子さんは「被害者側の計り知れない苦しみや悲しみを子供たちに伝え、命の大切さに気付かせることが重要だ」と話している。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDB_X20C15A2CC1000/

